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明
治
末
期
の
神
社
整
理

明
治

末
期
の
神
社
整
理

長
野
県
に
お
け
る
通
牒
等
を
中
心
と
し
て

五
六
　
　
（
ニ
ニ
四
〇
）

米

地

実

一
、
は
し
が
き

二
、
一
覧
表

三
、
訓
令
・
通
牒
等

一
、
は
し
が
き

　
明
治
末
期
の
内
務
省
神
社
局
に
よ
つ
て
押
し
進
め
ら
れ
た
、
す
な
わ
ち
国
家

権
力
の
強
力
な
背
景
を
も
つ
て
実
施
さ
れ
た
神
社
の
合
併
・
整
理
は
広
範
な
影

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

響
を
各
方
面
に
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
つ
た
。

　
神
社
の
合
併
整
理
が
政
府
内
務
省
の
意
図
し
た
形
で
実
現
し
た
な
ら
ぽ
、
村

落
の
祭
祖
組
織
に
与
え
た
で
あ
ろ
う
影
響
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
で
あ
つ
た
と

思
わ
れ
る
。
事
実
そ
の
意
図
通
り
に
実
現
し
た
と
み
ら
れ
る
村
落
に
お
い
て
は

従
来
の
祭
杞
組
織
形
態
が
激
変
し
た
の
で
あ
つ
た
．

　
し
か
し
、
こ
の
「
神
社
整
理
」
の
村
落
祭
杷
組
織
に
及
ぽ
し
た
影
響
に
関
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
研
究
は
殆
ん
ど
無
い
と
云
つ
て
よ
い
。
「
神
社
整
理
」
に
関
し
て
さ
え
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

を
主
題
と
し
た
論
文
は
散
見
さ
れ
る
程
度
に
過
ぎ
な
い
。

　
村
落
祭
杷
縄
織
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
検
討
す
る
こ
と
は
同
時
に
「
神
社
整

理
」
の
内
容
を
そ
の
関
係
す
る
法
令
等
に
つ
い
て
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
内
務
官
僚
に
よ
つ
て
示
さ
れ
た
神
社
整
理
案
が

ど
の
よ
う
な
政
治
的
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
つ
た
か
、
ま
た
そ
の
整
理
案
へ

の
反
対
者
が
ど
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
基
礎
に
拠
つ
た
か
、
反
対
者
が
ど

の
よ
う
な
社
会
的
諸
条
件
に
基
づ
き
行
動
し
た
か
等
を
検
討
す
る
こ
と
も
な
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
本
稿
で
は
当
面
言
及
は
し
な
い
が
通
牒
類
を
検
討
す
る

こ
と
は
そ
の
こ
と
と
無
関
係
で
は
無
い
。

　
明
治
末
期
の
神
社
整
理
の
端
初
を
確
定
す
る
こ
と
は
現
在
の
研
究
の
段
階
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

は
難
し
い
よ
う
で
あ
る
。
一
応
明
治
三
九
年
八
月
一
〇
日
勅
令
第
二
二
〇
号
に

求
め
る
こ
と
は
、
『
帝
国
統
計
年
鑑
』
に
記
録
さ
れ
た
神
社
数
の
推
移
か
ら
み

て
妥
当
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
．
勅
令
第
二
二
〇
号
に
そ
の
端
初
を
求
め
る
と

し
て
も
、
神
社
整
理
政
策
の
方
針
に
つ
い
て
は
明
治
初
期
に
お
け
る
神
社
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
再
編
成
期
に
お
い
て
行
わ
れ
た
合
併
整
理
と
後
期
の
そ
れ
が
連
続
す
る
も
の

と
す
る
か
、
断
絶
し
た
も
の
と
し
て
把
え
る
か
に
よ
つ
て
当
然
理
解
の
仕
方
は



　
　
　
　
　
（
7
》

異
な
つ
て
く
る
。

　
神
社
列
格
に
伴
う
合
併
整
理
は
明
治
初
期
に
限
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
5

し
て
も
、
へ
列
格
が
一
段
落
し
た
と
思
わ
れ
る
明
治
一
二
年
「
神
社
寺
院
明
細
帳

　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
一

書
式
二
関
ス
ル
件
」
が
通
達
さ
れ
た
あ
と
す
ぐ
に
神
社
の
昇
格
内
規
が
定
め
ら

れ
た
と
い
う
状
況
で
あ
つ
た
。
昇
格
の
条
件
は
神
社
の
規
模
、
資
産
等
の
整
備

と
結
び
つ
く
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
神
社
の
合
併
、
整
理
と
は
無
関
係

で
は
あ
り
得
な
か
つ
た
。
と
す
る
と
後
期
に
至
る
間
に
お
い
て
、
数
の
多
少
と

い
う
こ
と
を
問
題
外
と
す
る
な
ら
ば
神
社
数
の
減
少
と
い
う
政
府
の
方
針
は
そ

の
脈
絡
を
後
期
に
続
け
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
む
し
ろ
神
社
の
体
裁
を
整
備
し
、
規
模
を
拡
大
す
る
と
い
う
こ
と
は
初
期
以

来
一
貫
L
た
政
府
の
方
針
で
あ
つ
た
し
．
そ
れ
に
伴
う
神
社
数
の
減
少
と
い
う

傾
向
は
変
化
し
な
か
つ
た
と
考
え
得
る
。
勿
論
現
象
と
し
て
は
神
社
数
の
減
少

は
無
か
つ
た
と
し
て
も
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
傾
向
と
し
て
は
常
に
在
つ
た
と

認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
明
治
後
期
に
お
い
て
、
神
職
、
氏
子
等
の
神
社
経
費
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

庫
負
担
の
要
求
と
政
府
の
内
部
に
あ
つ
た
同
様
の
考
え
方
が
、
特
に
後
期
に
於

い
て
神
社
整
理
と
い
う
方
法
を
採
ら
し
め
た
と
も
思
わ
れ
、
そ
れ
は
神
社
へ
の

国
家
の
直
接
管
理
が
な
さ
れ
る
方
向
へ
の
総
仕
上
げ
へ
の
第
一
歩
で
あ
つ
た
。

神
社
整
理
は
国
家
の
神
社
経
費
負
担
へ
の
途
と
し
て
何
と
し
て
も
実
施
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
』
末
期
の
そ
れ
が
初
期
の
整
理
方
針

と
連
続
す
る
と
考
え
る
と
そ
れ
は
明
治
初
期
以
来
の
神
社
行
政
に
お
け
る
一
課

題
と
し
て
内
務
官
僚
に
課
せ
ら
れ
て
き
た
一
大
懸
案
で
あ
つ
た
と
考
え
る
こ
と

　
　
（
1
2
）

が
で
き
る
。

　
視
点
を
別
に
し
て
、
整
理
対
象
神
社
の
所
在
地
に
お
け
る
事
件
と
し
て
の
神

　
　
　

明
治
末
期
の
神
社
整
理

社
整
理
を
対
象
と
し
て
研
究
す
る
場
合
に
は
、
明
治
初
期
と
末
期
の
連
続
性
の

問
題
は
直
接
に
は
採
り
あ
げ
る
必
要
も
無
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
あ
つ
て

も
神
社
の
神
社
明
細
帳
へ
の
登
載
の
過
程
、
社
格
区
別
帳
で
の
処
遇
等
は
後
期

の
整
理
過
程
に
お
い
て
意
味
を
も
つ
の
で
．
初
期
と
末
期
の
そ
れ
は
切
り
離
し

て
は
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
勅
令
第
二
二
〇
号
が
神
社
の
整
理
に
大
ぎ
な
意
味
を
持
つ
た
こ
と
は
先
に
も

述
べ
た
が
、
整
理
は
突
然
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
勅
令
そ
の
も

の
か
ら
も
感
じ
と
る
こ
と
は
で
き
る
。
む
し
ろ
神
社
整
理
を
一
層
促
進
せ
し
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

る
も
の
と
し
て
公
布
さ
れ
た
こ
と
は
明
治
三
九
年
八
月
一
四
日
社
甲
第
一
六
号

に
よ
り
な
お
明
ら
か
で
あ
る
．
勅
令
第
二
二
〇
号
は
そ
の
内
容
か
ら
み
て
．
現

に
進
行
し
つ
つ
あ
つ
た
神
社
の
合
併
整
理
を
推
進
せ
し
め
る
た
め
の
．
そ
の
溢

路
打
破
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
つ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

　
明
治
初
期
以
来
の
神
社
の
整
理
に
関
す
る
問
題
に
は
実
施
さ
れ
る
以
前
に
、

す
な
わ
ち
具
体
的
に
着
手
さ
れ
る
以
前
に
解
決
し
て
お
か
ね
ぽ
な
ら
ぬ
問
題
が

あ
つ
た
。
そ
れ
は
合
併
整
理
の
対
象
と
な
る
神
社
と
維
持
拡
大
す
べ
き
神
社
を

明
確
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て

の
整
備
が
整
う
の
は
維
新
後
相
当
の
年
月
、
す
な
わ
ち
、
明
治
末
期
に
至
る
期

間
、
を
要
し
た
と
思
わ
れ
る
。
神
社
整
理
の
具
体
的
施
策
は
右
の
条
件
の
整
備

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

さ
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

　
で
は
神
社
整
理
着
手
の
時
期
が
何
時
頃
で
あ
る
か
、
に
つ
い
て
は
明
確
に
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
明
治
初
期
の
整
理
と
末
期
の
そ
れ
が
連
続
か
断
絶
か

の
見
解
が
あ
る
が
、
断
絶
と
し
た
場
合
、
そ
の
整
理
の
着
手
時
期
は
何
時
か
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ー
5
）

府
県
に
よ
り
異
な
り
、
現
在
断
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
（
一
三
四
一
）



明
治
末
期
の
神
社
整
理

　
以
下
本
稿
で
は
長
野
県
に
お
け
る
明
治
末
期
の
神
社
整
理
に
関
係
す
る
訓

令
、
通
牒
等
を
中
心
と
し
て
紹
介
す
る
。

　
訓
令
、
通
牒
等
の
県
よ
り
郡
市
役
所
宛
の
も
の
は
、
主
と
し
て
長
野
県
庁
所

蔵
「
社
寺
例
規
」
綴
込
に
あ
る
原
議
に
よ
り
、
ま
た
郡
よ
り
町
村
宛
の
も
の
は

諏
訪
市
湖
南
支
所
（
元
湖
南
村
役
場
）
所
蔵
「
社
寺
関
係
綴
込
」
に
依
つ
た
。
従

つ
て
本
稿
所
載
の
訓
令
、
通
牒
等
は
原
則
と
し
て
、
長
野
県
↓
諏
訪
郡
↓
湖
南

村
の
経
路
を
経
た
そ
れ
で
あ
る
。

　
掲
載
の
方
法
は
県
、
郡
を
分
け
ず
に
編
年
順
に
一
括
し
て
掲
げ
た
。

　
特
に
理
解
上
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
に
限
り
内
務
省
よ
り
県
宛
の
も
の
を
当

該
年
次
の
箇
所
に
挿
入
し
た
。
通
牒
等
以
外
の
も
の
で
あ
つ
て
も
理
解
上
必
要

と
思
わ
れ
る
も
の
は
同
様
に
挿
入
し
た
。
県
よ
り
郡
市
宛
の
も
の
と
郡
よ
り
町

村
宛
の
も
の
と
が
殆
ん
ど
同
文
の
場
合
は
後
者
の
掲
載
を
省
略
し
た
。
な
お
一

覧
表
の
県
、
郡
の
各
事
項
は
各
々
対
応
す
る
よ
う
に
配
列
し
て
あ
る
。

　
町
村
よ
り
各
区
宛
の
移
牒
等
の
場
合
は
個
々
の
区
に
お
け
る
具
体
的
な
祭
杞

対
象
に
関
す
る
事
項
が
含
ま
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
県
、

郡
関
係
の
も
の
と
一
括

し
て
掲
げ
る
よ
り
も
村
落
祭
杷
組
織
へ
の
村
落
外
部
よ
り
の
働
き
か
け
の
問
題

と
し
て
別
に
取
扱
う
方
が
良
い
と
考
え
る
た
め
別
稿
に
譲
り
本
稿
で
は
触
れ
な

い
。

　
原
議
に
お
い
て
抹
消
さ
れ
た
部
分
は
日
で
か
こ
み
、
追
加
さ
れ
た
部
分
は

傍
線
で
示
し
た
。

　
原
議
に
お
け
る
日
付
と
通
牒
さ
れ
た
日
付
の
異
な
る
場
合
が
若
干
あ
る
よ
う

で
あ
る
が
、
可
能
な
限
り
公
け
に
さ
れ
た
日
付
に
訂
正
し
た
が
、
検
討
の
で
き

な
い
も
の
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
。

五
八
　
　
（
一
三
四
二
）

（
1
）
　
新
聞
、
雑
誌
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
、
ま
た
国
会
に
お
い
て
も
採
り
あ
げ
ら

　
れ
た
。

（
2
）
　
そ
の
理
由
め
一
つ
と
し
て
は
、
村
落
段
階
に
於
い
て
は
、
現
実
に
は
神
祉

　
明
細
帳
の
書
改
め
で
済
ま
せ
て
し
ま
つ
た
場
合
も
あ
り
．
村
落
内
部
の
祭
杷
組

　織を

変
化
せ
し
め
る
と
い
う
影
響
は
与
え
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

（
3
）
　
西
川
順
土
「
神
社
整
理
問
題
の
史
的
考
察
」
（
『
神
道
研
究
』
三
ー
四
、
昭

　
和
届
七
年
一
二
月
）
。
土
岐
昌
訓
「
明
治
以
降
に
於
け
る
神
社
整
理
の
間
題
I

l
神
社
法
令
を
中
心
と
し
た
其
の
経
過
に
就
い
て
ー
」
（
『
神
道
宗
教
』
一
七
、

　
昭
和
三
三
年
一
〇
月
）
。
森
岡
清
美
「
明
治
末
期
に
お
け
る
集
落
神
社
の
整
理

　
ー
三
重
県
下
の
合
杞
過
程
と
そ
の
結
末
！
」
（
『
東
洋
文
化
』
四
〇
号
、
昭

和
四
一
年
三
月
）
。

（
4
）
　
内
務
省
関
係
の
中
央
の
法
令
類
の
検
討
は
勿
論
、
県
、
郡
、
町
村
等
よ
り

村
落
に
通
達
さ
れ
た
通
牒
の
検
討
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
県
の
通

牒
等
は
中
央
よ
り
の
そ
れ
と
は
別
の
意
味
で
重
要
で
あ
る
。

（
5
）
　
勅
令
第
二
二
〇
号
明
治
三
九
年
八
月
一
〇
日

　
神
社
寺
院
仏
堂
ノ
合
併
二
因
り
不
用
二
帰
シ
タ
ル
境
内
官
有
地
ハ
官
有
財
産

管
理
上
必
要
ノ
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
内
務
大
臣
二
於
テ
之
ヲ
其
ノ
合
併
シ
タ
ル
神

社
寺
院
仏
堂
二
譲
与
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
。

（
6
》
教
部
省
達
第
三
七
号
明
治
九
年
一
二
月
一
五
日
府
県
宛

各
管
内
山
野
或
・
鷺
等
・
散
在
セ
ル
鶏
仏
堂
顛
創
麟
礁
鵯
熱

　
ノ
倭
櫃
ニ
シ
テ
暗
般
社
寺
二
比
シ
難
ク
且
平
素
監
守
者
無
之
向
ハ
総
テ
最
寄
社

寺
へ
合
併
又
ハ
移
転
可
為
致
尤
人
民
信
仰
ヲ
以
テ
更
二
受
持
ノ
神
官
僧
侶
相
定

　
メ
永
続
方
法
ヲ
モ
相
立
存
置
ノ
儀
願
出
候
ハ
・
管
轄
庁
昌
於
テ
聞
届
敦
レ
モ
処

分
済
ノ
後
別
紙
雛
形
二
照
準
シ
一
同
取
纒
メ
可
届
出
此
旨
相
達
候
事

　
　
但
神
社
寺
院
明
細
帳
二
記
載
ノ
モ
ブ
ハ
伺
之
上
処
分
ス
ヘ
シ

　
　
「
別
紙
雛
形
」
（
略
）



（
7
）
　
「
わ
れ
わ
れ
は
明
治
初
年
の
神
社
整
理
が
そ
の
ま
ま
進
ん
で
四
〇
年
代
の

　
大
整
理
に
至
つ
た
か
の
よ
う
に
思
い
が
ち
で
あ
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
、

　
（
後
略
）
」
（
萩
原
龍
夫
『
中
世
祭
杷
組
織
の
研
究
』
七
三
三
頁
、
昭
和
三
七
年

　
三
月
、
吉
川
弘
文
館
）

（
8
）
　
法
規
上
に
お
い
て
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
り
、
列
格
の
推
移
は
必
ず

　
し
も
法
規
上
の
そ
れ
と
は
一
致
し
な
い
。

（
9
）
　
明
治
一
二
年
六
月
二
八
日
内
務
省
達
乙
第
三
一
号
。

（
10
）
　
神
祇
院
『
社
格
制
度
の
沿
革
』
（
昭
和
一
八
年
三
月
）
に
依
る
と
、
「
先
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
原
註
）

　
明
治
十
三
年
制
定
の
内
規
を
見
る
に
、
・
之
に
は
官
国
幣
社
に
関
し
て
は
触
れ
る

　
所
な
く
、
府
県
社
・
郷
社
・
村
社
に
就
い
て
各
其
の
由
緒
，
社
殿
の
構
造
、
氏

　
子
戸
数
等
に
就
い
て
の
標
準
を
示
し
て
ゐ
る
が
、
其
の
内
容
は
現
在
よ
り
見
る

　
と
相
当
高
い
標
準
と
思
わ
れ
る
。
但
、
実
施
せ
ら
れ
た
も
の
か
否
か
明
か
で

　
な
い
。
」
と
あ
り
、
（
原
註
）
に
は
「
高
松
四
郎
氏
所
蔵
資
料
二
拠
ル
。
本
文
省

　
略
。
」
と
あ
り
当
時
の
昇
格
内
規
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
終
戦

　
に
至
る
迄
の
内
規
（
お
そ
く
も
明
治
三
〇
年
代
に
は
出
来
あ
が
つ
て
い
た
し

　
同
書
噌
O
八
頁
。
）
は
そ
の
全
文
が
梅
田
義
彦
に
よ
つ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
（
梅
田
義
彦
「
神
社
制
度
沿
革
史
」
『
明
治
維
新
神
道
百
年
史
第
一
巻
』
■
所
収
二

　
三
四
i
五
頁
、
昭
和
四
一
年
四
月
、
神
道
文
化
会
。
及
び
．
梅
田
義
彦
『
神
祇

　
制
度
史
の
基
礎
的
研
究
』
所
収
、
昭
和
三
九
降
三
月
、
吉
川
弘
文
館
）

（
1
1
）
　
明
治
三
九
年
四
月
三
〇
日
勅
令
第
九
六
号
府
県
社
以
下
神
社
ノ
神
齪
幣
島

　
料
供
進
二
関
ス
ル
件
に
於
い
て
実
施
へ
一
歩
進
ん
だ
。

（
1
2
）
　
本
稿
で
は
論
議
に
亘
る
こ
と
は
極
力
さ
け
、
資
料
の
紹
介
を
目
的
と
す
る

　
た
め
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
改
め
て
別
稿
で
論
じ
た
い
。

（
1
3
）
　
明
治
三
九
年
八
月
一
四
日
社
甲
第
一
六
号
神
社
宗
教
両
局
長
依
命
通
牒

　
　
今
般
勅
令
第
二
百
二
十
号
ヲ
以
テ
神
社
寺
院
仏
堂
合
併
跡
地
無
代
下
付
ノ
件

　
発
布
相
成
候
処
右
ハ
府
県
社
以
下
神
社
ノ
総
数
十
九
万
三
千
有
余
中
由
緒
ナ
キ

明
治
末
期
の
神
社
整
理

屡
少
ノ
村
社
無
格
社
彩
キ
ニ
居
リ
其
ノ
数
十
八
万
九
千
余
昌
達
ス
此
等
ノ
内
昌

　
ハ
神
社
ノ
体
裁
備
ハ
ラ
ス
神
職
ノ
常
置
ナ
ク
祭
杷
行
ハ
レ
ス
崇
敬
ノ
実
挙
ラ
サ

　
ル
モ
ノ
少
カ
ラ
ス
又
寺
院
ノ
数
ハ
七
万
余
仏
堂
ハ
三
万
七
千
有
余
ノ
多
数
ニ
シ

テ
此
等
寺
院
仏
堂
中
ニ
ハ
堂
宇
頽
廃
シ
境
内
荒
廃
シ
法
用
行
ハ
レ
ス
其
ノ
名
ア

リ
テ
殆
ン
ト
其
ノ
実
ナ
キ
モ
ノ
鮮
シ
ト
セ
ス
故
昌
斯
ル
神
社
寺
院
仏
堂
ハ
成
ル

　
ヘ
ク
設
備
ヲ
完
全
ナ
ラ
シ
ム
ル
ト
同
時
二
神
社
寺
院
等
ノ
資
産
ヲ
増
加
シ
維
持

　
二
困
難
ナ
カ
ラ
シ
メ
神
社
寺
院
等
ノ
尊
厳
ヲ
計
ラ
ン
ト
ス
ル
ノ
旨
趣
二
出
テ
タ

　
ル
モ
ノ
雷
外
ナ
ラ
ス
候
條
此
ノ
趣
旨
二
基
キ
右
等
ノ
神
社
寺
院
仏
堂
ハ
成
ル
ヘ

ク
合
併
ヲ
行
ハ
シ
メ
仏
堂
二
在
リ
テ
ハ
其
ノ
管
理
二
属
ス
ル
寺
院
へ
合
併
セ
シ

　
ム
ル
カ
又
ハ
寺
院
境
内
二
移
シ
境
内
仏
堂
ト
為
サ
シ
ム
ル
方
法
ヲ
講
セ
ラ
レ
度

而
シ
テ
合
併
跡
地
ノ
下
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
管
理
上
右
下
付
ノ
旨
趣
二
悼
ル

　
カ
如
キ
コ
ト
無
之
様
厳
重
監
督
相
成
度

（
1
4
）
　
明
治
四
年
五
月
十
四
日
長
尾
藩
（
千
葉
県
）
伺
に
依
る
と
、
村
々
に
移
し

　
い
神
社
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
一
村
輔
両
社
に
合
併
し
て
も
よ
い
か
と
間
合
せ

　
た
の
に
対
し
、
六
月
十
二
日
指
令
は

　
　
式
内
鼓
国
史
現
在
ノ
神
社
海
内
一
般
取
調
明
亮
行
届
候
迄
山
林
野
間
等
二
小

社
難
有
之
先
其
儘
差
置
可
申
事
、

　
と
あ
る
。
（
法
規
分
類
大
全
社
寺
門
神
社
一
、
一
二
〇
頁
）

（
1
5
）
　
森
岡
清
美
（
森
岡
・
前
掲
論
文
一
〇
頁
）
に
よ
る
と
「
三
重
県
が
先
登
を

　
切
つ
た
』
と
し
て
、
他
府
県
に
先
が
け
て
実
施
さ
れ
た
と
す
る
。
す
な
わ
ち
明

治
三
七
年
頃
よ
り
着
手
さ
れ
た
と
す
る
。
他
府
県
に
ウ
い
て
の
資
料
が
乏
し
い

　
の
で
こ
の
点
に
つ
い
て
断
定
す
る
こ
と
は
難
か
し
い
が
、
岩
手
県
に
於
い
て
は

　
訓
令
、
依
命
通
牒
が
明
治
三
五
年
七
月
二
六
日
付
で
出
さ
れ
て
い
る
．
左
の
通

　
り
で
あ
る
。

　
　
明
治
三
五
年
七
月
二
六
日
岩
手
県
訓
令
甲
第
二
三
号
、
郡
役
所
宛

　
　
郷
村
社
無
格
社
ニ
シ
テ
其
所
在
町
村
ノ
氏
子
若
ク
ハ
信
徒
二
於
テ
神
職
ヲ
モ

五
九
　
　
（
コ
ニ
四
三
）



明
漕
末
期
φ
神
祉
整
理

置
ク
能
ハ
ス
到
底
維
持
ノ
見
込
ナ
ギ
毛
ノ
昏
廃
止
若
ク

（
値
神
社
へ
合
併
ノ
儀

出
願
セ
シ
ム
ヘ
シ

　
　
明
治
三
五
年
七
月
二
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岩
手
県
知
事
　
北
　
条
　
元
　
利

　
明
治
三
五
年
七
月
二
六
日
岩
手
県
内
務
部
依
命
通
牒
及
合
併
書
類
書
式

　
近
来
郷
村
社
無
格
社
ニ
シ
テ
維
持
保
存
ノ
見
込
ナ
キ
為
メ
神
職
ノ
欠
員
多
々

有
之
候
処
神
社
二
在
テ
ハ
一
時
モ
神
職
ノ
欠
員
ヲ
許
サ
ス
又
維
持
保
存
ノ
見
込

ナ
キ
モ
ノ
ハ
相
当
整
理
セ
シ
ム
ル
ノ
趣
旨
ニ
テ
今
般
訓
令
甲
第
二
三
号
発
令
相

成
候
次
第
二
付
右
訓
令
ヲ
励
行
相
成
度
尚
県
令
第
十
五
号
ヲ
以
テ
神
職
候
補
者

推
薦
命
令
ノ
件
委
任
相
成
候
二
付
将
来
神
職
欠
員
ノ
神
社

二
対
シ
テ
ハ
三
十
五

年
二
月
十
八
日
内
務
省
令
第
四
号
第
十
二
条
及
廿
七
年
二
月
昔
七
日
勅
令
第
二

十
二
号
第
六
条
二
依
リ
候
補
者
推
薦
セ
シ
メ
ラ
レ
度
依
命
此
段
及
通
牒
候
也

　
　
明
治
三
十
五
年
七
月
二
十
六
E

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
務
部
長
　
池
　
永
　
　
　
・
端

　
　
各
郡
長
宛

　
追
テ
御
参
考
迄
神
社
廃
合
出
願
ノ
書
式
左
二
記
載
致
置
候
間
可
成
該
書
式
昌

準
拠
セ
シ
メ
ラ
レ
度
尤
モ
廃
止
ノ
場
合
ニ
ハ
箕
財
産
ノ
処
理
ガ
法
ヲ
モ
記
載
セ

シ
メ
ラ
レ
度
為
念
此
段
申
添
候
也

〈
書
式
〉

　
　
何
々
神
社
廃
止
（
又
ハ
合
併
）
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
郡
何
町
村
大
字
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
社
格
，
何
々
神
社

　
右
神
社
ハ
到
底
維
持
ノ
見
込
無
之
候
二
付
廃
止
（
又
ハ
何
郡
何
町
村
大
字
何
．

何
社
格
何
々
神
社
へ
合
併
）
致
度
候
間
御
許
可
被
成
下
度
財
産
ハ
別
紙
ノ
通
処

理
致
度
候
間
併
テ
御
許
可
相
成
度
此
段
奉
願
候
也
（
合
併
ノ
場
合
ニ
ハ
財
産
ハ

当
然
合
併
神
社
へ
帰
属
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ニ
付
特
別
二
其
財
産
ノ
帰
属
者
ヲ
定

山
ハ
○
　
　
　
（
』
」
二
㎜
闘
四
）

ム
ル
ハ
必
要
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
外
本
文
中
「
財
産
ハ
別
紙
以
下
」
二
十
「
一
字
記

載
ス
ル
ニ
及
バ
ズ
）

　
　
年
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
何
社
格
　
何
＞
神
社
々
司
（
又
ハ
社
掌
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
　
　
某

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
子
総
代
（
氏
子
ナ
キ
ト
キ
ハ
信
徒
総
代
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
　
　
某

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
何
　
　
某

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
何
　
　
某

　
　
知
事
宛

　
　
　
　
　
ニ

（
備
考
、
神
職
欠
員
ノ
為
メ
廃
合
出
願
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
場
合
ハ
予
メ
本
年

度
県
令
第
十
七
号
中
第
一
書
式
二
依
拠
他
神
社
ノ
神
職
ヲ
シ
テ
兼
補
挫
薦
ノ
手

続
ヲ
取
計
フ
ヲ
要
ス
尤
モ
廃
合
ノ
為
メ

一
時
神
職
ヲ
推
薦
ス
ル
場
合
ハ
廿
七
年

勅
令
第
廿
二
号
第
一
条
及
第
二
条
定
員
認
可
ノ
必
要
無
之
二
付
推
薦
書
中
二
其

旨
併
テ
附
記
ス
ル
ヲ
要
ス
）

　
な
お
、
「
書
式
」
中
に
（
・
）
を
も
つ
て
示
さ
れ
た
「
合
併
ノ
場
合
1
」

は
岩
手
県
当
局
の
見
解
は
正
し
く
な
い
。

　
神
社
協
会
雑
誌
第
一
七
号
（
明
治
三
六
年
七
月
嚇
五
日
）
の
「
質
疑
解
答
」

の
欄
に
左
の
，
如
ぎ
問
答
が
あ
る
。

（
問
）
官
有
地
境
内
の
無
格
社
に
し
て
維
持
保
存
の
目
途
無
之
他
神
社
に
合
併

の
手
続
取
計
ふ
場
合
に
て
は
其
擁
内
地
及
び
立
竹
木
は
合
併
神
社
匠
附
す
べ
き

も
の
哉
官
の
上
地
と
な
る
べ
き
も
の
哉
（
福
岡
県
朝
倉
郡
会
員
）

（
答
）
他
神
社
に
合
併
す
る
上
は
従
来
の
神
社
は
自
ら
廃
止
に
帰
せ
し
と
同
き

を
以
て
其
境
内
地
及
ひ
付
帯
の
物
件
は
当
然
官
有
地
と
な
り
神
社
に
ほ
附
せ
ら

れ
さ
る
も
の
な
り
。

　
合
併
神
社
境
内
地
が
官
有
地
で
あ
る
か
民
有
地
で
あ
る
か
に
よ
つ
て
そ
の
処



理
方
法
は
異
な
る
。
官
有
地
の
場
合
は
（
答
）
に
示
さ
れ
た
見
解
通
り
と
な
る
。

そ
れ
で
な
く
て
は
勅
令
第
二
二
〇
号
の
公
布
の
意
味
は
無
く
な
る
。

二
、

（
県
関
係
V

覧
　
表

M
3
5
・
1
0
・
7
訓
令
第
八
一
号
、
郷
社
以

下
神
社
ノ
維
持
二
関
ス
ル
件

M
3
6
・
1
・
2
7
乙
一
発
第
コ
号
、
社
寺

合
併
並
二
廃
止
一
一
関
ス
ル
件

’
M
3
6
・
4
・
9
乙
蝋
第
三
八
号
、
辱
社
寺
合

併
等
ノ
際
代
表
者
二
関
ス
ル
件

M
3
6
・
7
・
4
内
務
省
神
社
局
長
（
無
格

社
移
転
ノ
件
－
申
達
）

　M

36

・
7
・
6
収
甲
第
三
四
五
一
号
、
神

・
社
移
転
二
関
ス
ル
件

M
3
6
・
9
・
2
8
乙
発
第
九
九
号
、
社
寺
合

併
二
関
ス
ル
件

M
3
7
・
1
・
1
4
乙
一
発
第
四
号
（
社
寺
合

併
ノ
際
代
表
者
二
関
ス
ル
件
）

M
3
7
・
6
・
21
内
務
省
秘
甲
第
九
九
号
、

府
県
社
以
下
移
転
内
規

（
郡
関
係
）

明
治
宋
期
⑳
神
社
整
理

M
3
5
・
9
・
25
社
第
一
〇
七
号

内
ノ
鎮
守
と
称
シ
）

M
3
6
・
2
・
9
社
第
四
五
号

M
3
6
・
4
・
16
社
第
一
〇
六
号

M
3
6
・
7
・
1
1
社
第
コ
一
六
号

M
3
6
・
8
・
2
4
社
第
二
二
六
号

数
再
応
御
取
調
ノ
件
）

M
3
6
・
9
・
3
0
社
第
一
五
〇
号

（
寺
院
境

（
神
社
員

M
3
9
・
1
・
1
5
県
治
方
針
草
案
（
抄
）

M
3
9
・
8
・
9
勅
令
第
二
二
〇
号
（
一
、
註

5
）M

3
9
・
8
・
1
4
内
務
省
社
甲
第
一
六
号

（
一
、
註
13）

M
3
9
・
1
0
・
20
二
甲
収
第
三
四
九
五
号
合

併
神
社
跡
地
二
関
ス
ル
件

M
3
9
・
1
2
・
8
内
務
省
秘
乙
第
三
六
三
号

（
秘
甲
第
九
九
号
追
加
条
項
）

M
3
9
・
1
2
・
28
二
甲
収
第
三
四
九
五
号
、

移
転
跡
地
ヲ
神
社
二
譲
与
ス
ル
件
照
会

M
4
0
・
1
・
9
二
甲
収
第
三
四
九
五
号
へ

の
神
社
局
長
回
答

M
4
0
・
1
・
16
（
？
）
神
社
境
内
移
転
ノ
跡

M
3
7
・
1
2
・
2
7
社
第
一
〇
七
号
（
神
職
欠

員
或
い
は
維
持
困
難
な
る
も
の
は
合
併

移
転
せ
し
む
）

M
3
8
・
1
2
・
18
社
第
一
二
九
号
（
社
寺
移

転
許
可
後
ニ
ケ
年
以
内
に
移
転
）

M
3
8
・
1
2
・
18
社
第
二
二
〇
号
（
社
寺
移

転
）M

3
9
・
9
・
4
社
第
七
一
号
（
勅
令
第
二

二
〇
号
発
布
の
件
）

M
3
9
・
9
・
9
号
外
（
調
査
依
頼
の
件
〉

M
3
9
・
1
0
・
2
上
伊
那
郡
照
会
社
第
一
八

一
号
（
社
格
の
異
な
る
神
社
合
併
の
件
）

M
姶
・
1
・
2
4
社
第
一
九
号

六
一

（
二
二
四
五
）



　
　
　
虜
治
末
期
の
神
社
整
理

地
二
関
ス
ル
件

M
4
0
・
2
・
5
（
？
）
二
乙
発
第
八
号
、
合

併
神
社
跡
地
二
関
ス
ル
件

M
4
0
・
2
・
8
二
甲
発
第
九
号
、
神
社
合

併
二
関
ス
ル
件
照
会

M
ω
・
2
・
18
内
務
省
局
第
二
号
（
二
甲

発
第
九
号
照
会
に
対
す
る
神
社
局
長
回

答
）M

4
0
・
3
・
4
輔
乙
発
第
輔
一
六
号
（
合

併
跡
地
反
別
調
査
添
付
方
の
件
照
会
、

部
長
宛
）

M
4
0
・
3
・
5
二
乙
発
第
一
六
号
、
神
社

合
併
二
関
ス
ル
件

M
4
0
・
3
・
6
二
乙
発
第
一
八
号
、
維
持

財
産
保
管
ノ
件

M
4
0
・
5
・
2
1
二
乙
発
第
五
一
号
（
神
社

ノ
維
持
財
産
造
成
方
法
）

M
4
0
・
5
・
2
4
訓
令
第
四
一
号
（
合
併
、

移
転
の
勧
誘
）

　
（
別
紙
、
神
社
存
続
廃
合
移
転
内
規
）

M
4
0
・
1
0
・
9
学
乙
発
第
二
一
号
（
合
併
ゼ

移
転
の
際
調
査
事
項
）

M
4
0
・
1
1
・
4
学
乙
発
第
二
六
号
（
合
併

移
転
に
関
す
る
考
慮
事
項
）

M
4
0
・
11
・
18
学
乙
発
第
三
三
号
（
社
殿

M
如
・
2
・
9
社
第
三
六
号
（
合
併
跡
地

民
有
地
第
二
種
取
扱
方
の
件
）

M
4
0
・
3
・
7
社
第
四
〇
号

M
4
0
・
3
・
8
社
第
四
三
号

M
如
・
5
・
3
0
社
第
哺
〇
九
号

M
4
0
・
7
・
1
0
社
第
一
三
二
号

　
（
別
紙
、
会
議
事
項
）

M
4
0
・
1
0
・
犯
社
第
一
七
一
号

M
ω
・
U
・
1
1
社
第
一
九
三
号

M
4
0
・
1
1
・
1
9
社
第
二
〇
三
号

を
神
事
の
外
使
用
致
す
べ
か
ら
ざ
る
こ

と
）

M
ω
・
1
1
・
1
9
学
乙
発
第
三
四
号
（
神
罎

幣
鳥
料
供
進
神
社
指
定
条
件
の
件
Y

M
4
0
・
1
1
・
2
0
学
乙
発
第
三
六
号
（
学
乙

発
第
二
六
号
に
関
す
る
件
）

M
4
0
・
11
・
3
0
学
乙
発
第
三
七
号
（
維
持

財
産
の
造
成
方
法
に
つ
い
て
）

M
4
1
・
1
・
9
学
甲
発
第
一
号
（
神
社
合

併
し
、
他
所
を
境
内
と
す
る
件
）

M
4
1
・
2
・
5
内
務
省
社
甲
第
一
号

M
4
1
．
3
．
⑱
学
乙
発
第
三
七
号
（
存
続

見
込
無
キ
モ
ノ
ノ
取
扱
に
つ
い
て
）

M
4
1
・
3
・
2
4
学
甲
発
第
三
一
号
（
会
計

規
則
適
用
神
社
合
併
の
件
）

M
4
1
・
5
・
20
学
乙
発
第
七
四
号
（
跡
地

譲
与
出
願
の
場
合
添
付
事
項
の
件
）

M
4
1
・
6
・
3
学
乙
発
第
一
〇
号
（
合
併

跡
地
立
木
処
分
方
法
の
件
）

六
二

（
一
三
四
六
）

M
ω
・
12
・
4
社
第
二
二
三
号

M
4
0
・
1
1
・
2
6
社
第
二
二
号

M
4
0
・
1
2
・
4
社
第
二
二
四
号

M
4
1
・
1
・
11
社
第
三
九
号
・

M
4
1
・
1
・
2
5
社
第
四
九
号
（
合
併
跡
地

名
儀
に
関
す
る
件
）

M
4
1
・
2
・
鰺
社
第
九
一
号
（
内
務
省
社

甲
第
一
号
承
知
方
の
件
）

　
（
別
紙
、
神
社
合
併
願
等
様
式
）

M
4
1
・
3
・
2
0
社
第
一
七
一
号
（
神
社
所

有
土
地
、
立
木
売
却
方
法
の
件
）

M
4
1
・
5
・
2
5
社
第
三
七
〇
号

M
4
1
・
6
・
1
1
社
第
三
八
九
号



M
4
2
・
5
・
6
郡
長
会
議
問
題
送
付
ノ
件

（
神
社
合
併
二
関
ス
ル
件
、
神
社
二
関
ス

ル
件
）

M
4
2
・
1
1
・
16
学
乙
発
第
三
二
号

認
神
社
整
理
の
件
）

（
非
公

M
4
3
・
i
・
28
土
甲
発
第
一
〇
号
（
合
併

出
願
の
際
の
立
木
数
の
件
）

M
4
3
・
4
・
7
地
方
官
会
議
ノ
資
料
二
関

ス
ル
件
（
三
、
神
社
整
理
二
関
ス
ル
件
）

M
必
・
1
・
1
2
地
乙
発
第
三
号
（
部
落
有

財
産
統
一
に
際
し
神
社
へ
の
財
産
寄
附

の
件
）

M
4
4
・
3
・
1
6
学
乙
発
第
四
三
号
（
甲
社

乙
社
へ
移
転
に
つ
ぎ
財
産
処
分
方
法
の

　
　
　
輿
治
末
期
の
神
社
整
理

M
妊
・
8
・
6
社
第
四
二
四
号
（
移
転
駿

書
添
付
予
定
明
細
帳
の
件
）

M
4
2
・
3
・
2
4
社
第
九
四
号
（
神
社
整
理

経
過
回
報
方
照
会
の
件
）

M
4
2
・
9
・
1
1
社
第
四
〇
一
号
入
合
併
促

進
方
通
牒
）

M
4
3
・
1
・
1
5
社
第
七
三
号

の
登
録
税
算
定
の
件
）

M
4
3
、
・
1
・
3
1
社
第
八
六
号

（
合
併
跡
地

M
4
3
・
6
・
2
8
社
第
二
六
一
号
（
合
併
神

社
神
職
の
件
、
別
紙
、
埼
玉
県
知
事
伺

出
内
務
省
神
社
局
長
回
答
）

M
4
4
・
3
・
2
0
社
第
一
一
九
号

件
）M

4
5
・
5
・
8
二
甲
発
第
三
」
号

帳
照
合
の
件
）

T
6
・
2
・
1
9
学
乙
発
第
一
五
号

の
際
神
職
兼
務
の
件
）

（
明
細

（
合
併

T
7
・
6
・
1
3
学
乙
発
第
一
〇
六
八
号

（
T
7
・
6
・
5
諏
訪
郡
照
会
へ
の
回
答
）

S
1
1
・
1
1
・
1
5
、
第
四
回
長
野
県
神
社
総

代
会
決
議
（
合
併
移
転
神
社
復
旧
に
つ

い
て
）

S
1
6
・
1
1
・
1
3
、
第
九
回
長
野
県
氏
子
総

代
会
決
議
（
合
併
神
社
ヲ
元
二
復
旧
ス

ル
ノ
件
）

S
1
6
・
1
2
・
1
0
神
祇
院
一
六
発
総
第
一
四

三
号
、
神
社
復
旧
ノ
件

T
6
・
牙
・
21
社
第
六
一
号

T
7
・
6
・
5
社
第
一
二
七
号
（
無
格
社

処
分
方
洗
に
つ
き
諏
訪
郡
よ
り
県
へ
照

会
）

（
註
・
通
牒
名
の
う
ち
カ
ッ
コ
の
付
さ
れ
た
竜
の
は
、

が
便
宜
的
に
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
）

六
三

元
来
通
牒
名
が
な
く
筆
者

（
二
一
西
七
）



明
治
末
期
の
神
社
整
理

三
、
訓
令
・
通
牒
等

　
明
治
三
五
年
九
月
二
五
日
諏
訪
郡
役
所
第
一
課
社
第
一
〇
七
号
は
明
治
三
五

年
九
月
二
五
日
内
務
部
畏
通
牒
と
ほ
ぽ
同
文
と
思
わ
れ
る
が
、
県
通
牒
を
見
る

こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
た
め
郡
通
牒
を
示
す
。
郡
通
牒
と
遼
と
ん
ど
同
文
の
も

の
を
湖
南
村
か
ら
甲
第
七
六
号
（
明
治
三
五
年
一
〇
月
二
〇
日
）
と
し
て
各
区
長

宛
に
通
牒
す
る
。

　
寺
院
境
内
に
神
仏
分
離
の
時
期
を
は
る
か
に
へ
だ
て
て
な
お
神
桐
が
在
る
こ

と
と
、
そ
れ
を
不
都
合
と
す
る
行
政
指
導
が
こ
こ
に
は
み
ら
れ
る
。

　
　
明
治
三
五
年
九
月
二
五
日
郡
社
第
一
〇
七
号

　
　
寺
院
境
内
ノ
鎮
守
ト
称
シ
稲
荷
社
ノ
類
ヲ
設
置
シ
鳥
居
ヲ
建
設
シ
常
二
公

　
衆
二
参
拝
セ
シ
メ
祭
典
執
行
ス
ル
モ
ノ
有
之
候
趣
相
聞
甚
タ
不
都
合
ノ
次
第

　
二
付
キ
右
二
該
当
ス
ル
モ
ノ
有
之
候
ハ
・
速
二
最
寄
神
社
二
合
併
セ
シ
ム
ル

　
鰍
又
ハ
、
私
邸
内
二
移
転
セ
シ
メ
公
衆
ノ
参
拝
ヲ
為
サ
シ
メ
サ
ル
様
御
措
置
相

　
成
度
此
段
及
通
牒
候
也

　
県
で
は
社
寺
の
廃
止
も
し
く
は
合
併
出
願
方
を
郡
市
町
村
へ
明
治
三
五
年
一

〇
月
七
日
訓
令
第
八
一
号
を
も
つ
て
勧
誘
し
て
い
る
。

　
　
明
治
三
五
年
一
〇
月
七
日
訓
令
第
八
一
号
郷
社
以
下
神
社
の
維
持
二
関
ス

　
ル
件

　
　
郷
社
以
下
ノ
神
社
ニ
シ
テ
其
ノ
氏
子
若
ク
ハ
信
徒
二
於
テ
神
職
ヲ
モ
置
ク

　
能
ハ
ス
到
底
維
持
ノ
見
込
ナ
キ
モ
ノ
ハ
廃
止
若
ク
ハ
他
神
社
へ
合
併
ノ
義
出

　
願
セ
シ
ム
ヘ
シ

　
　
（
理
由
）
現
二
神
職
ノ
欠
員
神
社
　
カ
ラ
ス
畢
童
維
持
方
法
確
立
セ
ス
困
難

六
四
　
　
（
コ
ニ
四
八
η

　
ナ
ル
事
実
ア
ル
ぞ
ノ
ト
セ
ハ
廃
止
若
ク
ハ
合
併
ス
ル
ニ
如
カ
サ
ル
ヘ
シ
ト
思

考
セ
リ

　
訓
令
「
郷
社
以
下
神
社
維
持
二
関
ス
ル
件
」
は
件
名
か
ら
す
る
と
、
神
社
の

維
持
に
関
す
る
訓
令
の
よ
う
で
あ
つ
た
が
、
内
容
は
維
持
で
き
な
b
と
認
定
さ

れ
得
る
神
社
の
処
分
方
法
に
つ
い
て
の
訓
令
で
あ
つ
て
積
極
的
に
神
社
の
維
持

方
法
等
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

　
本
訓
令
で
廃
止
も
し
く
は
合
併
の
対
象
と
さ
れ
た
「
到
底
維
持
ノ
見
趣
ナ
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
）

モ
ノ
皆
と
さ
れ
得
る
神
社
は
郷
社
以
下
の
神
社
、
す
な
わ
ち
郷
社
、
村
社
、
撫

（
註
2
）
　
　
　
　
　
　
｝

格
社
の
内
当
該
神
社
の
氏
子
、
信
徒
に
於
て
・
「
到
底
神
職
ヲ
モ
置
ク
能
ハ
ス
」

神
社
で
あ
り
、
維
持
基
準
と
し
て
神
職
を
置
く
か
否
か
が
示
さ
れ
て
い
為
。
神

職
を
置
く
こ
と
の
愚
き
な
い
神
社
が
な
ぜ
「
到
底
維
持
ノ
見
込
ナ
キ
モ
ノ
」
と

さ
れ
る
の
か
は
改
め
て
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
本
稿
で
は
触
れ
な

い
。
と
も
あ
れ
「
到
底
維
持
ノ
見
込
ナ
キ
モ
ノ
」
が
ど
の
よ
う
な
基
準
に
依
る

も
の
で
あ
れ
、
そ
の
よ
う
に
認
定
さ
れ
得
る
神
社
は
廃
止
も
し
く
は
他
神
社
へ

合
併
す
る
よ
う
に
出
願
せ
し
む
べ
く
劃
令
し
た
。

（
註
1
）
　
郷
社
を
含
む
か
否
か
が
曖
昧
で
あ
る
が
、
両
様
に
解
さ
れ
る
丹
以
下
」

　
の
使
用
例
が
あ
る
の
で
断
定
は
で
き
な
、
い
が
、
’
郷
社
に
亜
ぐ
神
社
社
格
は
村
社

　
で
あ
り
、
列
格
さ
れ
な
い
神
社
は
無
格
社
で
あ
る
が
、
明
治
四
〇
年
五
月
二
四

　日

訓
令
第
四
言
写
で
は
存
続
鷺
し
む
べ
き
神
社
と
し
て
郷
社
が
含
ま
れ
て
い
る

　
の
で
、
こ
こ
で
は
郷
社
を
含
む
、
郷
社
、
村
社
、
無
格
社
が
対
象
で
あ
ろ
う
。

（
註
2
）
　
従
つ
て
す
べ
で
神
社
明
細
帳
に
登
載
さ
れ
公
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
神

社
で
あ
る
．

　
『
長
野
県
神
社
百
年
誌
凹
（
長
野
県
神
社
庁
、
昭
和
三
九
年
一
二
月

一
二
日
）
は



当
時
の
長
野
県
神
社
施
策
に
つ
い
て
「
三
十
三
、
四
両
年
の
押
川
県
政
の
神
社

施
策
は
目
立
つ
た
も
の
は
な
か
つ
た
が
、
三
十
五
年
知
事
は
関
清
英
に
代
わ
つ

た
、
関
知
事
の
三
年
間
は
長
野
県
神
社
行
政
に
活
を
入
れ
た
、
明
治
三
十
九
年

九
月
大
山
綱
昌
知
事
に
代
る
や
全
県
の
弱
小
神
社
合
併
の
大
号
令
も
そ
れ
の
素

地
は
関
知
事
に
あ
つ
た
よ
う
で
あ
る
」
（
六
一
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
神
杜
行
政
の
方
向
付
け
を
知
事
個
人
の
個
性
に
求
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る

が
、
南
、
大
山
知
事
の
時
期
に
お
け
る
国
の
神
社
行
政
の
方
針
が
知
事
の
施
策

に
結
び
つ
い
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
．

　
明
治
三
五
年
一
二
月
三
一
日
現
在
に
お
け
る
長
野
県
の
神
職
数
は
四
二
四

名
、
県
社
、
郷
社
、
村
社
合
計
二
、
〇
五
〇
社
、
境
外
無
格
社
七
、
〇
三
四
社
で
あ

り
（
帝
国
統
計
年
鑑
に
よ
る
）
、
神
職
数
に
比
し
神
社
数
が
極
め
て
多
く
兼
任
神

職
と
し
て
神
職
を
置
く
場
合
九
、
○
八
四
社
に
四
二
四
名
で
あ
り
、
一
神
職
に
つ

き
約
二
〇
社
に
な
る
。
こ
れ
は
同
年
の
全
国
総
計
、
神
職
数
扁
六
、
〇
九
三
名
、

府
県
社
郷
社
村
社
計
五
六
、
五
三
〇
社
、
境
外
無
格
社
一
六
三
、
八
七
一
社
、

一
神
職
あ
た
り
約
一
〇
社
と
比
し
長
野
県
の
場
合
約
二
倍
の
兼
社
が
必
要
と
な

る
こ
と
を
意
味
す
る
．

　
明
治
三
六
年
一
月
二
七
日
に
は
「
神
社
寺
院
合
併
又
ハ
出
願
者
ア
リ
タ
ル
ト

キ
」
の
願
書
具
備
事
項
を
通
牒
す
る
。
こ
れ
は
前
年
一
〇
月
七
日
訓
令
第
八
一

号
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
明
治
三
六
年
一
月
二
七
日
乙
一
発
第
一
一
号
社
寺
合
併
並
二
廃
止
二
関
ス

　
ル
件
、
各
郡
市
長
宛
、

　
　
神
社
寺
院
合
併
又
ハ
廃
止
出
願
者
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
願
書
二
左
ノ
事

　
項
具
備
セ
シ
メ
御
進
達
相
成
度
此
段
及
通
牒
候
也

　
　
一
、
奪
合
併
露
講
〃
鎗
謬
難
ノ
ノ
墜
予
箕
ノ
合
併
後

　
　
　
　
明
治
末
期
⑳
神
社
整
理

　
二
係
ル
明
細
帳
ヲ
作
製
シ
添
付
ス
ル
事

　
　
但
式
内
神
社
並
文
明
十
八
年
以
前
ゐ
創
立
二
係
ル
社
寺
ハ
願
書
弐
通
ヲ
要

　
ス

　
　
ニ
、
祭
神
本
尊
合
併
ノ
結
果
其
社
寺
号
ノ
改
称
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ハ
其
旨
詳

　
記
ス
ル
事

　
　
三
、
社
寺
合
併
若
ク
ハ
合
社
寺
願
ト
シ
テ
社
寺
号
二
関
ス
ル
記
載
ナ
キ
モ

　
ノ
ハ
祭
神
本
尊
ノ
ミ
ノ
合
併
ト
シ
社
寺
号
ハ
改
称
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
見
徹
ス

　
　
四
、
合
併
ノ
，
際
財
産
ハ
当
然
合
併
セ
ラ
レ
タ
ル
社
寺
有
二
属
ス
ル
モ
ノ
ナ

　
ル
ニ
依
リ
其
寄
付
財
産
ノ
類
ニ
シ
テ
合
併
シ
難
キ
事
情
ア
ル
モ
ノ
ハ
其
処
分

　
方
法
ヲ
詳
記
シ
タ
ル
書
類
及
ヒ
証
拠
物
件
ノ
添
付
ヲ
要
ス

　
　
境
内
地
官
有
二
係
ル
モ
ノ
ハ
合
併
ス
ル
途
ナ
シ

　
　
五
、
社
寺
合
併
ハ
其
ノ
社
寺
格
同
一
ナ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ザ
と
ハ
許
可
セ
サ

　
ル
方
針
二
付
此
場
合
ハ
境
内
移
転
ノ
手
続
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
事

　
　
六
、
神
社
ノ
合
殿
寺
院
ノ
合
堂
ハ
一
ノ
社
寺
地
二
殿
堂
両
立
ス
ル
モ
ノ
ナ

ル
ニ
依
－
出
願
ノ
驕
細
帳
ニ
ハ
之
ヲ
明
轟
魏
騨
藩
留
シ
前

　
二
建
物
位
置
ノ
図
面
ヲ
添
付
セ
シ
ム
ル
事

　
　
但
シ
建
物
内
ヲ
便
宜
区
画
シ
安
置
ス
ル
ハ
妨
ゲ
ナ
シ
ト
難
モ
本
文
ノ
旨
趣

　
二
依
ラ
シ
ム

　
第
一
項
は
合
併
の
際
予
め
合
併
後
に
係
る
明
細
帳
を
一
通
作
成
し
添
付
す

る
こ
と
、
式
内
神
社
並
文
明
一
八
年
以
前
の
創
立
に
係
る
社
寺
は
二
通
添
付
で

あ
り
、
以
後
に
お
い
て
庵
改
訂
は
な
い
。
文
明
一
八
年
を
画
期
と
す
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
明
治
一
一
年
六
月
一
八
日
新
潟
県
よ
り
内
務
省
へ
の
伺
に
あ
る

「
ー
！
右
文
開
十
八
年
ヲ
以
区
分
相
立
候
儀
ハ
何
等
ノ
縁
由
二
出
候
哉
為
心

六
五
　
　
（
、
一
主
四
九
）



　
　
　
　
明
治
末
期
め
神
，
社
整
理
・

得
此
段
相
伺
候
」
に
対
し
て
内
務
省
は
．
「
書
面
之
趣
ハ
距
今
概
略
四
百
年
前
ヲ

目
途
ト
シ
区
分
候
儀
ト
可
心
得
事
」
と
答
え
て
い
る
（
法
規
分
類
大
全
社
侍
門

神
社
一
、
明
治
二
四
年
五
月
一
六
旧
、
内
閣
記
録
局
編
輯
、
二
五
五
頁
）
．

　
特
に
本
通
牒
第
四
項
に
あ
る
「
境
内
地
官
有
二
係
ル
モ
ノ
ハ
合
併
ス
ル
途
ナ

シ
」
は
明
治
三
九
年
八
月
一
〇
日
勅
令
第
二
二
〇
号
が
公
布
さ
れ
る
に
至
つ
た

一
つ
の
原
因
で
あ
ろ
う
。

　
第
五
項
「
社
寺
合
併
ハ
其
ノ
社
寺
格
同
一
ナ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ザ
レ
パ
許
可
セ

ザ
ル
方
針
」
も
合
併
促
進
に
対
す
る
障
壁
で
は
あ
つ
た
が
、
第
四
項
と
は
異
な

り
「
此
場
合
ハ
境
内
移
転
ノ
手
続
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
事
」
に
よ
り
事
実
上
同
一
の

結
果
を
生
ま
す
こ
と
は
可
能
で
あ
つ
た
。
な
お
第
五
項
は
明
治
三
六
年
九
月
二

八
日
乙
発
第
九
九
号
第
二
項
に
よ
り
改
訂
さ
れ
、
次
い
で
明
治
四
〇
年
三
月
五

日
二
乙
発
第
一
六
号
に
お
い
て
本
項
は
削
除
さ
れ
た
が
第
一
六
号
第
一
項
は
事

実
上
の
改
訂
を
示
す
。
こ
れ
ら
の
改
訂
は
す
べ
て
合
併
を
容
易
な
ら
し
め
る
方

向
に
改
訂
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
つ
た
．

　
明
治
三
六
年
四
月
九
日
乙
一
発
第
三
八
号
社
寺
合
併
等
ノ
際
代
表
者
二
関
ス

ル
件
は
同
一
人
に
て
合
併
両
社
の
代
表
者
た
り
得
な
い
と
の
通
牒
で
あ
る
（
明

治
三
七
年
一
月
一
四
日
乙
一
発
第
四
号
、
大
正
六
年
二
月
一
九
日
学
乙
発
第
一
五
号

参
照
）
。

　
　
明
治
三
六
年
四
月
九
日
乙
一
発
第
三
八
号
社
寺
合
併
等
ノ
際
代
表
者
二
関

　
ス
ル
件
、
各
郡
市
長
宛

　
　
社
寺
仏
堂
ノ
合
併
鐙
私
鍔
頻
講
轡
際
シ
璽
人
ニ
シ
テ
関
係

　
両
者
ノ
代
表
者
タ
ル
合
併
出
願
二
対
シ
テ
ハ
民
法
第
百
八
条
ノ
規
定
モ
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甫
ハ
六
　
　
（
哺
一
二
五
〇
）
，

之
詮
議
可
相
成
筋
，
昌
無
之
ト
被
認
候
条
此
如
御
注
意
相
成
度
此
段
及
通
牒
候

也
、

　
県
は
明
治
三
六
年
六
月
二
九
日
一
収
第
三
四
五
一
号
を
も
つ
て
内
務
省
に
伺

を
出
す
。
こ
の
伺
そ
の
も
の
は
不
明
で
あ
る
が
内
務
省
神
社
局
長
は
七
月
四
日

付
で
回
答
す
る
。
「
微
々
タ
ル
社
頭
ハ
独
立
社
ト
シ
テ
移
転
セ
シ
ム
ル
必
要
」

な
く
「
最
寄
郷
村
社
へ
合
杷
」
「
境
内
社
ト
シ
テ
移
転
ナ
サ
シ
ム
ル
」
方
針
が

内
務
省
に
存
し
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

　
　
明
治
三
六
年
七
月
四
日
内
務
省
神
社
局
長
（
白
仁
武
）
よ
り
長
野
県
知
事
宛

　
　
本
年
六
月
二
十
九
日
付
一
収
第
三
四
五
一
号
伺
神
社
移
転
二
関
シ
別
紙
ノ

　
通
指
令
相
成
候
処
右
等
ノ
如
キ
微
々
タ
ル
社
頭
ハ
独
立
社
ト
シ
テ
移
転
セ
シ

　
ム
ル
必
要
モ
無
之
鰍
ト
被
認
候
二
付
寧
ロ
此
際
最
寄
ノ
郷
村
社
へ
合
杷
セ
シ

　
ム
ル
鰍
若
ク
ハ
境
内
社
ト
シ
テ
移
転
ナ
サ
シ
ム
ル
方
了
然
存
候
間
其
旨
御
了

　
知
可
然
御
措
置
相
成
度
為
念
此
如
申
達
候
也

　
こ
れ
は
明
治
九
年
一
二
月
一
五
日
達
書
第
三
七
号
（
前
掲
）
に
脈
絡
を
も
つ
考

え
方
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
に
お
い
て
「
微
々
タ
ル
社
頭
」
の
移
転
が
問
題
に
な
る
と
い
う
こ

と
の
意
味
に
つ
い
て
言
及
す
る
必
要
も
あ
る
が
本
稿
で
は
省
く
。

　
内
務
省
神
社
局
長
回
答
後
の
七
月
六
日
収
甲
扱
第
三
四
五
一
号
神
社
移
転
二

関
ス
ル
件
で
直
に
各
郡
市
長
宛
通
牒
す
る
。
通
牒
番
号
は
先
の
内
務
省
回
答
中

に
あ
る
番
号
と
同
じ
で
あ
る
が
、
勿
論
改
訂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。

　
　
明
治
三
六
年
七
月
六
日
収
甲
扱
第
三
四
五
一
号
神
社
移
転
二
関
ス
ル
件
、



各
郡
市
長
宛

　
無
格
社
ニ
シ
テ
微
々
タ
ル
社
頭
8
（
射
）
独
立
社
ト
シ
テ
移
転
図

（
ノ
義
御
々
出
願
ノ
向
モ
有
之
候
処
右
等
ハ
其
）
必
要
モ
無
之
鰍
ト
認
ラ
レ
候

二
付
今
後
出
願
候
モ
ノ
有
之
候
ハ
ハ
最
寄
神
社
へ
合
祖
セ
シ
ム
ル
殿
若
ク
ハ

境
内
社
ト
シ
テ
移
転
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル
様
可
然
存
候
間
此
旨
御
了
知
可
然
御
措

置
相
成
度
此
段
及
通
牒
候
也

　
郡
社
第
二
二
六
号
は
神
社
の
員
数
の
取
調
を
命
じ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
形

式
的
（
神
社
明
細
帳
へ
の
登
載
の
有
無
）
で
は
な
く
実
質
的
な
神
社
員
数
の
調
査

が
企
図
ざ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
明
治
三
六
年
八
月
二
四
日
郡
社
第
一
三
六
号
、
各
町
村
長
宛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
客
月
錯
日
付
社
第
二
ま
ハ
号
当
課
照
会
ニ
ヨ
リ
神
社
員
数
表
御
差
出
ノ
処

今
般
其
筋
ヨ
リ
照
会
之
次
第
モ
有
之
候
二
付
左
記
之
廉
御
承
知
ノ
上
再
応
御

　
取
調
曇
ノ
御
差
出
ノ
そ
ノ
ト
相
違
ノ
向
ハ
本
月
末
日
迄
二
更
正
調
書
御
差
出

　
有
之
度
此
段
及
照
会
候
也

　
　
追
テ
本
文
期
日
迄
二
何
等
御
申
出
無
之
ト
キ
ハ
相
違
ナ
キ
モ
ノ
ト
認
メ
候

　
此
段
申
添
候
也

　
　
一
、
明
細
帳
脱
漏
ノ
神
社
に
て
衆
庶
ノ
参
拝
ス
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
調
査
シ
但

　
書
若
グ
ハ
内
訳
ヲ
以
テ
必
ズ
其
員
数
ヲ
示
サ
レ
度

　
　
一
、
其
神
社
Z
摂
（
末
）
社
ト
錐
モ
本
社
ト
境
内
ヲ
異
ニ
ス
ル
モ
ノ
ハ
一
社

　
ト
シ
テ
調
査
ヲ
要
ス

　
　
一
、
、
明
細
帳
神
社
名
ノ
肩
二
何
神
社
摂
（
末
）
社
、
雑
社
、
小
社
ト
記
載
ア

　
ル
モ
ノ
総
テ
無
格
社
ノ
部
二
算
入
セ
ラ
レ
度

　
　
　
　
朋
治
末
期
の
神
社
整
理

一
．
総
テ
擁
内
神
社
ハ
調
査
二
及
バ
ズ

　
明
治
三
六
年
九
月
二
八
日
乙
一
発
第
九
九
号
社
寺
合
併
二
関
ス
ル
件
は
先

に
も
触
れ
た
よ
う
に
一
且
二
七
日
乙
一
発
第
一
一
号
を
社
寺
合
併
を
容
易
な
ら

し
め
る
よ
う
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
項
に
お
い
て
は
全
面
的
改
訂
が
あ

り
、
社
格
異
な
る
も
の
の
合
併
が
可
能
に
な
つ
た
こ
と
は
前
に
触
れ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
本
通
牒
に
つ
い
て
「
こ
れ
は
明
治
四
十
、
四
十
一
、
年
度
頃
の
合
併
の

前
提
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
」
（
『
長
野
県
神
社
百
年
史
』
・
六
一
七
頁
）
と
考
え
ら

れ
て
い
る
が
一
月
の
乙
一
発
第
一
一
号
よ
り
合
併
促
進
を
一
歩
進
め
得
る
も
の

に
な
つ
た
と
は
云
え
、
む
し
ろ
第
一
一
号
が
右
の
表
現
に
従
え
ば
前
提
に
な
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
明
治
三
六
年
九
月
二
八
日
乙
一
発
第
九
九
号
社
寺
合
併
二
関
ス
ル
件
、
各

　
郡
市
長
宛

　
　
本
年
一
月
乙
一
発
二
号
ヲ
以
テ
社
寺
合
併
二
関
シ
及
通
牒
置
候
処
右
ハ

　
左
之
事
項
之
通
相
改
メ
候
条
此
段
及
通
牒
候
也

　
　
学
、
社
寺
合
併
ハ
其
合
併
後
二
係
ル
明
細
帳
ヲ
作
製
シ
添
付
セ
シ
ム
ル
事

　
　
但
式
内
神
社
並
二
文
明
十
八
年
以
前
ノ
創
立
二
係
ル
社
寺
ハ
願
書
弐
通
ヲ

　
要
ス

　
　
ニ
、
神
社
ハ
其
社
格
ヲ
異
ニ
ス
ル
ト
難
モ
之
ヲ
合
併
ス
ル
ハ
妨
ケ
ナ
シ
尤

　
モ
此
場
合
ハ
甲
社
ゴ
リ
乙
社
二
合
併
ス
ル
モ
ブ
ナ
レ
ハ
無
論
甲
社
ノ
社
格
社

　
号
ハ
廃
滅
二
帰
ス
故
二
甲
社
社
号
ノ
文
字
ヲ
乙
社
之
社
号
中
二
包
含
セ
シ
メ

　
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
神
社
号
ノ
改
称
ナ
ル
ニ
依
リ
其
旨
詳
記
ヲ
要
ス
但
社
殿
ノ

　
増
加
ヲ
妨
ヶ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
　
　
（
一
三
五
じ



　
　
　
虜
治
末
期
の
神
社
整
理

　
　
三
、
従
来
二
以
上
ノ
神
社
号
ヲ
列
記
シ
其
下
二
単
二
合
殿
ト
セ
シ
モ
ノ
ア

　
リ
テ
各
社
号
存
ス
ル
ノ
嫌
ア
リ
依
テ
一
ノ
社
号
ト
ナ
ス
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
此
ノ

　
如
キ
モ
ノ
ハ
許
可
セ
ラ
レ
サ
ル
事

　
　
四
、
神
社
合
併
ノ
際
財
産
ハ
当
然
合
併
社
寺
ノ
有
二
属
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ニ

　
依
リ
寄
付
財
産
ノ
類
ニ
シ
テ
合
併
シ
難
キ
事
情
ア
ル
モ
ノ
ハ
其
処
分
方
法
ヲ

　
詳
記
シ
タ
ル
書
類
及
証
拠
物
件
ノ
添
付
ヲ
要
ス

　
　
五
、
社
寺
ノ
廃
止
ハ
祭
神
本
尊
ハ
消
滅
二
属
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ニ
依
リ
予
メ

　
廃
止
後
財
産
処
分
之
方
法
ヲ
記
シ
願
書
二
添
付
ノ
事

　
　
但
書
第
一
項
二
同
シ

　
な
お
明
治
四
〇
年
三
月
五
日
二
乙
発
第
一
六
号
神
社
合
併
二
関
ス
ル
件
に
よ

り
本
通
牒
第
二
項
は
削
除
さ
れ
る
。

　
第
四
項
の
場
合
の
官
有
地
が
そ
の
合
併
さ
れ
る
土
地
に
含
ま
れ
る
場
合
に
は
・

合
併
が
で
き
な
い
こ
と
は
乙
一
発
第
二
号
と
同
様
で
あ
る
。

　
明
治
三
七
年
一
月
一
四
日
乙
一
発
第
四
号
は
明
治
三
六
年
四
月
九
日
乙
第
三

八
号
の
改
訂
で
あ
る
こ
と
は
本
通
牒
中
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
お
い
て
合
併
関
係
者
が
神
職
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
が
、
改
訂
後
と
云
え
ど
も
神
職
の
役
割
は
実
質
的
に
変
わ
る
も
の
で
は
な

い
。　

氏
子
及
び
信
徒
総
代
の
連
署
の
場
合
も
同
一
人
が
関
係
両
神
社
の
氏
子
及
び

信
徒
総
代
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
．
こ
の
場
合
、
村
持
の

神
社
の
場
合
が
問
題
と
な
る
。
村
持
の
神
社
の
場
合
氏
子
総
代
、
崇
敬
者
総
代

（
信
徒
総
代
）
が
代
表
者
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
に
異
な

つ
た
人
が
こ
の
場
合
に
は
代
表
者
に
選
ば
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八
　
　
（
輔

三
五
二
）

る
。
各
社
と
そ
の
選
ば
れ
た
代
表
者
の
関
係
は
村
持
の
神
社
と
そ
の
氏
子
、
崇

敬
者
の
代
表
と
い
う
意
味
し
か
持
た
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
の
で
、
神
社
と
代

表
者
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
関
係
は
特
に
詮
索
す
る
必
要
は
な
い
。
す

な
わ
ち
神
社
と
そ
の
代
表
者
の
関
係
は
便
宜
的
に
決
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を

意
味
す
る
」

　
　
明
治
三
七
年
一
月
一
四
日
乙
一
発
第
四
号

　
　
社
寺
仏
堂
合
併
二
際
シ
同
一
人
ニ
テ
関
係
両
者
ノ
代
表
者
タ
ル
合
併
出
願

　
一
一
対
シ
テ
ハ
詮
議
可
相
成
筋
二
無
之
旨
客
年
四
月
九
日
付
乙
一
発
第
三
八
号

　
ヲ
以
テ
及
通
牒
置
候
処
右
神
社
二
対
シ
テ
其
廃
合
若
シ
ク
ハ
移
転
ヲ
出
願
セ

　
ン
ト
ス
ル
場
合
二
於
テ
ハ
一
時
便
宜
ノ
処
置
ト
シ
テ
其
関
係
者
ノ
兼
務
ヲ
解

　
カ
シ
メ
単
二
氏
子
若
ク
ハ
信
徒
総
代
ノ
連
署
ノ
ミ
ヲ
以
テ
出
願
セ
シ
メ
候
様

　
御
取
計
相
成
度
此
段
依
命
及
通
牒
候
也

　
　
追
テ
本
移
転
若
ク
ハ
廃
合
二
付
テ
ハ
其
移
転
及
ヒ
合
併
先
キ
神
社
及
氏
子

　
総
代
等
ノ
連
署
ハ
固
ヨ
リ
不
可
欠
義
ト
御
承
知
相
成
度
此
段
申
添
候
也

　
右
の
通
牒
の
追
記
は
社
寺
合
併
に
関
し
て
は
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ

と
は
次
に
掲
げ
る
例
が
そ
れ
を
示
す
。

　
神
社
協
会
雑
誌
（
第
六
年
第
六
号
、
明
治
四
〇
年
六
月
一
五
日
、
五
七
頁
）
に
掲

載
の
「
解
疑
」
の
欄
に
次
の
問
答
が
あ
る
。

　
〈
問
V
　
一
無
格
社
あ
り
明
細
帳
に
は
明
か
に
信
徒
三
人
と
あ
れ
ど
も
其
一
人

　
は
既
に
故
人
と
な
り
て
、
今
は
僅
か
に
二
人
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
且
つ
其
内
容

　
は
有
名
無
実
に
し
て
全
然
祝
典
廃
絶
し
て
唯
一
人
の
祭
拝
す
る
も
の
な
け
れ

　
ど
も
之
を
他
の
社
に
移
す
こ
と
を
好
ま
ず
却
て
之
を
支
拒
す
る
に
及
べ
り
依

　
て
之
が
明
細
帳
削
除
願
又
は
移
転
廃
合
等
を
神
職
一
人
に
て
専
行
し
得
ざ
る



か
、
尚
ほ
明
細
帳
削
除
及
廃
社
出
願
許
可
の
後
其
の
跡
地
の
処
分
は
如
何
な

る
べ
き
か
。

〈
答
〉
μ
斯
の
如
く
信
徒
僅
少
に
L
て
祝
典
廃
絶
し
維
持
方
法
確
立
せ
ざ
る
神

社
は
其
尊
厳
を
保
維
す
る
の
点
に
於
て
宜
し
く
合
併
等
の
手
段
を
取
る
べ
き

も
の
な
る
べ
し
而
し
て
明
細
帳
削
除
又
は
移
転
廃
合
等
に
関
し
て
は
信
徒
と

協
議
を
遂
げ
其
願
書
に
其
信
徒
総
代
の
連
署
を
要
す
べ
き
も
の
な
れ
ば
神
職

一
人
の
専
断
に
て
は
之
を
行
ふ
こ
と
能
は
ず
．
：
…
（
後
略
）
。

　
明
治
三
七
年
一
月
乙
一
発
第
四
号
よ
り
明
治
四
〇
年
一
月
迄
の
間
の
県
関
係

の
通
牒
等
は
不
明
で
あ
る
が
、
明
治
三
九
年
の
県
治
方
針
（
草
案
）
か
ら
し
て
も

こ
の
間
に
合
併
整
理
施
策
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。

　
県
治
方
針
（
草
案
）
以
前
に
明
治
三
七
年
六
月
二
一
日
内
務
省
通
牒
秘
甲
第
九

九
号
が
長
野
県
知
事
宛
通
牒
さ
れ
て
い
る
。

　
秘
甲
第
九
九
号
に
よ
る
と
府
県
社
以
下
神
社
の
移
転
は
極
め
て
厳
し
く
制
限

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
条
件
は
社
殿
様
式
、
規
模
、
社

地
面
積
、
・
永
続
資
本
、
氏
子
信
徒
数
丙
由
緒
、
環
境
等
に
わ
た
つ
て
規
定
さ
れ

て
い
る
。

　
な
お
第
三
項
五
は
明
治
三
九
年
一
二
月
八
日
内
務
省
秘
乙
第
三
六
三
号
に
よ

る
追
加
条
項
で
あ
る
。

　
　
明
治
三
七
年
六
月
二
一
日
内
務
省
秘
甲
第
九
九
号
、
県
知
事
宛

　
　
府
県
社
以
下
神
社
移
転
内
親
御
参
考
迄
別
紙
及
御
送
致
候
右
移
転
二
就
テ

　
ハ
容
易
詮
議
不
相
成
旨
趣
二
付
若
シ
事
情
不
得
止
場
合
ニ
ハ
本
内
規
二
照
準

　
　
　
一
明
治
末
期
の
神
社
整
理

シ
御
取
扱
相
成
度
此
段
及
通
牒
候
也

　
（
別
紙
）

　
神
社
移
転
二
就
テ
ハ
左
記
ノ
各
項
ヲ
具
備
ス
ル
ヲ
要
ス

　
第
一
項
本
殿
、
拝
殿
、
及
鳥
居
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ

　
第
二
項
移
転
先
キ
地
ハ
氏
子
区
域
内
二
限
ル
氏
子
ナ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ

ハ
信
徒
所
在
ノ
部
落
内
二
限
ル
コ
ト

　
但
其
信
徒
所
在
ノ
区
域
現
在
神
社
ノ
地
ヨ
リ
甚
タ
飛
ピ
離
ル
ル
ト
キ
ハ
許

可
セ
ス
移
民
地
へ
移
転
ノ
場
合
ハ
本
項
但
書
ヲ
適
用
セ
ス

　
第
三
項
　
移
転
ノ
事
由
ハ
少
ナ
ク
ト
モ
左
の
一
ヲ
欠
ク
可
カ
ラ
ス

　
一
、
現
在
ノ
境
内
地
力
鉄
道
敷
地
、
道
路
敷
地
、
河
川
改
修
工
事
其
他
公

益
ノ
事
業
上
避
ク
可
カ
ラ
サ
ル
用
地
二
供
セ
ラ
ル
ル
場
合

　
二
、
現
境
内
地
力
常
に
風
水
害
若
ク
ハ
火
災
等
危
険
ノ
虞
ア
ル
場
合

　
三
、
現
境
内
地
力
四
囲
ノ
状
況
等
ヨ
リ
祭
神
二
対
シ
不
敬
ナ
ル
ト
キ

　
四
、
祭
神
に
特
別
縁
故
ア
ル
地
二
移
転
セ
ン
干
ス
ル
ト
キ

　
但
其
地
二
同
祭
神
ヲ
祭
レ
ル
他
ノ
神
社
ナ
キ
ト
キ
ニ
限
ル

　
五
、
神
社
合
併
ノ
為
メ
便
宜
ノ
土
地
ヲ
選
定
シ
新
タ
ニ
境
内
地
ヲ
設
定
セ

ン
ト
ス
ル
ト
キ

第
四
頂
　
移
転
先
キ
境
内
地
ハ
社
有
ニ
シ
テ
百
五
十
坪
以
上
ヲ
有
ス
ル
モ

ノ

第
五
項
　
建
物
ハ
本
殿
、
拝
殿
、
各
四
坪
以
上
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ

但
本
殿
拝
殿
兼
用
ノ
モ
ノ
ハ
六
坪
以
上
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
六
項
．
永
続
資
本
ハ
六
百
円
以
上
ノ
現
金
若
ク
ハ
動
産
不
動
産
等
又
ハ

一
ケ
年
五
十
円
以
上
ノ
収
入
ア
ル
モ
ノ
但
其
収
入
ハ
大
体
確
実
ト
認
メ
ラ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
　
　
（
ニ
ニ
五
三
）



　
　
　
明
治
宋
期
の
神
社
整
理

　
ル
モ
ノ
ニ
限
ル

　
　
第
七
項
　
前
各
項
ノ
条
件
ヲ
具
備
ス
ル
モ
ノ
ト
難
モ
氏
子
信
徒
極
メ
テ
少

　
数
ナ
ル
ト
ギ
ハ
之
ヲ
許
サ
ス

　
　
第
八
項
由
緒
ナ
キ
無
格
社
ラ
シ
テ
現
在
ノ
神
社
ノ
体
裁
極
メ
テ
媛
小
ナ

　
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
許
サ
ス

　
　
第
九
項
　
神
社
現
在
ノ
地
位
四
囲
ノ
状
況
上
極
メ
テ
不
適
当
ニ
シ
テ
之
ヲ

　
移
転
ス
ル
特
殊
ノ
理
由
存
ス
ル
ト
キ
ハ
前
各
項
二
該
当
セ
ス
ト
錐
モ
特
二
之

　
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

　
　
第
十
項
　
公
ケ
の
事
業
若
ク
ハ
公
益
事
業
等
ノ
為
メ
已
ム
ヲ
得
サ
ル
場
合

　
二
於
テ
移
転
ス
ル
ハ
本
内
規
二
依
ラ
ス
大
概
之
ヲ
許
可
ス

　
　
第
十
一
項
　
他
ノ
神
社
境
内
社
ト
シ
テ
移
転
ス
ル
モ
ノ
ハ
前
項
二
準
ス

　
第
三
項
五
が
後
に
（
明
治
三
九
年
一
二
月
八
日
）
追
加
さ
れ
た
こ
と
は
合
併
方

針
が
施
策
と
し
て
現
実
化
し
た
時
点
を
知
る
に
大
切
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
勅
令
第
二
二
〇
号
公
布
以
後
で
あ
る
点
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第

三
項
五
は
数
神
社
合
併
の
場
合
、
そ
れ
ら
神
社
を
廃
社
し
、
一
神
社
を
新
設
し

得
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
勿
論
厳
密
に
は
新
神
社
と
断
定
す
る
、
こ
と
は
祭
神
、

由
緒
等
の
問
題
も
あ
り
誤
り
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
よ

い
。
こ
れ
は
明
治
末
期
の
神
社
合
併
、
整
理
の
目
的
を
察
知
す
る
た
め
の
有
力

な
手
掛
り
と
も
な
り
得
よ
う
。

　
先
に
触
れ
た
が
明
治
三
七
年
一
月
一
四
日
乙
一
発
第
四
号
よ
り
明
治
三
九
年

一
月
の
県
治
方
針
（
草
案
）
に
至
る
約
ニ
ケ
年
間
、
県
関
係
の
通
牒
は
不
明
で
あ

る
が
、
郡
で
は
次
の
三
通
諜
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
神
社
移
転
、
合
併
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
　
　
（
一
三
五
四
）

の
施
策
は
継
続
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
郡
社
第
一
〇
七
号
は
村
落
の
神
社
祭
杞
或
い
は
運
営
に
神
職
が
参
加
す
る
こ

と
を
強
制
す
る
も
の
で
あ
り
従
来
の
慣
習
上
の
祭
杷
形
態
を
変
え
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
村
々
の
神
社
に
国
家
の
介
入
を
計
る
も
の
で
あ
つ
た
と
云
え
よ
う
。

　
　
明
治
三
七
年
一
二
月
二
七
日
郡
社
第
一
〇
七
号
、
各
町
村
長
宛

　
　
県
社
以
下
ノ
神
社
ニ
シ
テ
神
職
欠
員
ノ
モ
ノ
ハ
推
薦
セ
シ
メ
又
ハ
維
持
困

　
難
ノ
モ
ノ
ハ
合
併
移
転
等
夫
々
御
措
置
相
成
候
事
ト
ハ
存
候
得
共
尚
ホ
未
ダ

　
神
職
ヲ
置
カ
ザ
ル
モ
ノ
不
　
畢
寛
是
等
ハ
祭
典
ノ
際
無
資
格
者
ヲ
以
テ
之
二

　
充
テ
其
不
敬
ヲ
モ
顧
ミ
サ
ル
状
況
ニ
ハ
無
之
哉
或
ハ
神
社
ト
シ
テ
存
ス
ル
モ

　
其
祭
典
全
然
執
行
セ
ザ
リ
シ
ニ
ハ
ア
ラ
サ
ル
ヤ
頃
日
聞
処
二
拠
レ
ハ
無
資
格

　
者
若
ク
ハ
教
導
職
ノ
モ
ノ
ヲ
代
勤
セ
シ
ム
ル
向
モ
有
之
趣
斯
ク
テ
ハ
敬
神
ノ

　
途
ヲ
欠
キ
動
モ
ス
レ
バ
神
社
ト
宗
教
ト
相
混
ス
ル
ノ
弊
ヲ
モ
生
シ
易
キ
次
第

　
二
有
之
候
二
付
厳
重
取
締
方
内
務
部
長
ヨ
リ
照
会
ノ
次
第
モ
有
之
候
間
右
様

　
ノ
不
都
合
無
之
様
御
取
締
相
成
度
此
段
及
照
会
候
也

　
郡
社
第
扁
二
九
号
、
第
二
二
〇
号
通
牒
は
当
時
の
神
社
行
政
の
在
り
方
を
考

え
る
と
、
社
寺
移
転
に
つ
い
て
の
期
限
に
関
し
、
県
令
を
改
め
て
通
牒
す
る
と

い
う
こ
と
は
社
寺
の
移
転
に
名
目
を
求
め
る
新
設
を
阻
止
し
、
社
寺
数
の
増
加

を
防
ぐ
”
も
の
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
明
治
三
八
年
一
二
月
二
八
日
郡
社
第
一
二
九
号
．
各
町
村
長
宛

　
　
社
寺
移
転
許
可
後
ニ
ケ
年
以
内
に
移
転
セ
サ
ル
モ
ノ
ハ
明
治
升
六
年
二
月

　
本
県
々
令
第
十
二
号
二
依
り
其
許
可
ヲ
取
消
ス
際
既
二
従
来
ノ
境
内
地
及
其

　
建
物
其
他
二
売
却
シ
タ
ル
等
ニ
テ
荘
来
ノ
場
所
二
存
立
ス
ル
事
能
ハ
ザ
ル
モ



ノ
ハ
移
転
許
可
取
消
ノ
日
ヨ
リ
百
目
以
内
二
再
建
之
方
法
ア
立
テ
関
係
者
連

署
寺
院
ハ
管
長
副
署
ヲ
以
テ
届
出
其
方
法
確
実
ト
認
ム
ル
モ
ノ
ニ
限
り
建
築

ノ
為
メ
満
ニ
ケ
年
間
ノ
猶
予
ヲ
与
へ
若
シ
百
日
ヲ
経
過
再
建
ノ
方
法
ヲ
不
申

出
又
ハ
満
ニ
ケ
年
問
二
建
築
セ
サ
ル
モ
ノ
ハ
明
細
帳
削
除
ス
ル
コ
ト
ニ
決
定

候
旨
其
筋
ヨ
リ
通
牒
ノ
次
第
モ
有
之
為
御
心
得
依
命
通
牒
此
段
及
通
牒
候
也

　
明
治
三
八
年
二
一
月
八
巳
郡
社
第
二
二
〇
号
、
各
町
村
長
宛

　
社
寺
移
転
二
関
シ
テ
ハ
本
日
及
通
牒
置
候
処
右
移
転
許
可
ハ
本
県
ト
他
県

ト
ニ
拘
ラ
ス
総
テ
許
可
ノ
日
ヨ
リ
ニ
年
内
二
建
設
セ
サ
ル
モ
ノ
ハ
取
消
ス
ヘ

キ
モ

ノ
ニ
付
此
際
一
応
御
取
調
結
果
来
ル
廿
五
日
迄
二
報
告
相
成
度
尤
モ
事

実
建
設
済
ナ
ル
モ
移
転
済
届
出
ヲ
怠
リ
シ
モ
ノ
有
之
候
ハ
バ
明
細
帳
相
添
其

事
由
回
申
セ
シ
メ
ラ
レ
度
其
筋
ヨ
リ
照
会
ノ
次
第
モ
有
之
此
段
照
会
候
也

「
県
治
方
針
（
案
）
」
は
勅
令
第
二
二
〇
号
公
布
以
前
、
明
治
三
九
年
一
月
一
五

日
に
作
成
さ
れ
て
い
る
。
神
職
と
神
社
と
が
不
可
分
で
あ
巻
こ
と
が
強
調
さ

れ
、
神
社
の
合
併
、
廃
社
施
策
に
果
し
た
神
職
の
役
割
を
窺
う
こ
と
が
で
き

る
。　

　
明
治
三
九
年
一
月
一
五
日
県
治
方
針
（
案
）

　
　
　
神
社
（
抄
）

　
　
i
又
従
来
県
社
以
下
ノ
神
社
ニ
シ
テ
神
職
ヲ
置
カ
サ
ル
モ
ノ
　
カ
ラ
ス

　
頗
ル
敬
神
ノ
道
二
欠
ル
処
ア
ル
ラ
以
テ
県
社
以
下
神
社
神
職
任
用
規
則
施
行

　
細
則
ヲ
発
布
シ
ニ
名
以
上
候
補
者
推
薦
乃
法
ヲ
設
ケ
神
職
ノ
年
給
ヲ
一
社
二

　
付
三
十
円
四
十
円
五
十
円
ト
ナ
シ
当
器
ノ
人
初
ヲ
任
補
ス
ル
事
二
努
メ
ッ
ツ

　
　
　
囎
治
末
期
の
神
社
整
理

ア
リ
然
レ
ド
モ
氏
子
若
ク
ハ
信
徒
ノ
少
数
ニ
シ
テ
相
当
神
職
ヲ
置
ク
能
ハ
サ

ル
等
維
持
方
法
ノ
立
チ
難
キ
モ
ノ
ハ
断
然
最
寄
神
社
二
合
併
セ
シ
ム
ル
方
針

ヲ
以
テ
数
年
来
之
・
ヲ
実
行
セ
リ
尚
今
後
二
於
テ
モ
同
一
方
針
二
依
リ
取
扱
ハ

γ
ト
ス

　
明
治
三
九
年
八
月
九
日
勅
令
第
二
二
〇
号
（
前
掲
）
は
明
治
末
期
の
神
社
整
理

に
お
い
て
画
期
的
意
味
を
な
し
た
こ
と
は
疑
問
の
余
地
は
な
い
。

　
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
長
野
県
の
場
合
、
明
治
三
六
年
一
月
二
七
日
社
寺
合

併
並
二
廃
止
二
関
ス
ル
件
、
明
治
三
六
年
九
月
二
八
日
社
寺
合
併
亀
関
ス
ル

件
両
通
牒
の
合
併
障
壁
を
取
り
除
く
意
味
を
持
つ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
つ

た
。
な
お
明
治
四
〇
年
三
月
五
日
神
社
合
併
に
関
す
る
件
は
合
併
障
壁
を
取
り

除
い
て
い
る
。

　
勅
令
第
二
二
〇
号
の
意
味
は
明
治
三
九
年
八
月
一
四
日
内
務
省
社
甲
第
一
六

号
（
前
掲
》
に
よ
り
明
ら
が
で
あ
ろ
う
。

　
勅
令
第
ニ
ニ
○
号
公
布
に
つ
い
て
郡
よ
り
町
村
長
へ
移
牒
さ
れ
る
。

　
　
明
治
三
九
年
九
月
四
日
郡
社
第
七
一
号

　
　
今
般
勅
令
第
二
百
二
十
号
ヲ
以
テ
神
社
，
寺
院
仏
堂
合
併
跡
地
無
代
下
附
之

　
件
発
布
二
付
別
紙
之
通
リ
其
筋
ヨ
リ
通
牒
相
成
候
間
右
主
旨
二
基
キ
此
際
維

　
持
不
完
全
ナ
ル
神
社
寺
院
等
成
ル
可
ク
合
併
又
ハ
境
内
二
移
転
候
様
御
措
置

　
相
成
度
依
命
此
段
及
移
牒
候
也

　
町
村
か
ら
区
へ
ほ
ぼ
同
文
に
て
移
牒
さ
れ
た
。
な
お
そ
れ
に
添
付
し
た
別
紙

に
ば
内
務
省
社
甲
第
一
六
号
が
全
文
記
載
さ
れ
て
い
る
．

七
一

2
・
三
五
五
）



　
　
　
明
治
末
期
の
神
社
整
理

　
明
治
三
九
年
一
〇
月
二
日
上
伊
那
郡
長
よ
り
の
照
会
社
第
一
八
一
号
、
・
『
神

社
ニ
シ
テ
社
格
ヲ
異
ニ
ス
ル
等
ノ
為
人
合
併
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
」

と
云
う
こ
と

は
明
治
三
六
年
一
月
二
七
日
乙
一
第
二
号
第
五
項
に
社
寺
合
併
は
「
社
寺
格

同
一
ナ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
許
可
セ
ザ
ル
」
こ
と
に
よ
り
当
然
で
あ
り
、
も

し
合
併
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
勅
令
第
二
二
〇
号
に
よ
る
跡
地
処
分
方

法
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
「
仮
令
バ
無
格
社
ノ
境
内
」
」
と
い

う
懸
念
が
生
じ
た
う
え
で
の
照
会
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
照
会
は
明
治
三
六
年

九
月
二
八
日
社
寺
合
併
二
関
ス
ル
件
第
二
項
に
よ
れ
ば
照
会
す
る
ま
で
も
な

く
、
社
格
の
異
な
る
神
社
の
合
併
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
そ
れ
と
し

て
、
こ
こ
で
「
仮
令
バ
i
」
以
下
の
無
格
社
が
村
社
の
境
内
社
と
し
て
移
転

す
る
場
合
の
移
転
神
社
の
跡
地
の
問
題
を
勅
令
第
二
二
〇
号
公
布
後
ど
の
よ
う

に
取
扱
う
か
は
問
題
と
な
ろ
う
。

　
　
明
治
三
九
年
・
一
〇
月
二
日
上
伊
那
郡
社
第
鱒
八
一
号
照
会

　
　
本
年
八
月
勅
令
第
二
百
二
十
号
ヲ
以
テ
神
社
寺
院
仏
堂
合
併
跡
地
無
代
下

　
付
之
件
発
布
相
成
候
処
神
社
ニ
シ
テ
社
格
ヲ
異
ニ
ス
ル
等
ノ
為
メ
合
併
ス
ル

　
コ
ト
能
ハ
ズ
仮
令
．
ハ
無
格
社
ヲ
村
社
ノ
境
内
社
ト
シ
テ
移
転
ス
ル
場
合
昌
於

　
テ
モ
亦
其
移
転
跡
地
ヲ
合
併
跡
地
ト
シ
テ
処
分
可
相
成
義
、
二
候
哉
神
社
処
分

　
奨
励
上
目
下
差
障
リ
居
リ
候
二
付
御
意
見
承
知
致
度
候
条
至
急
御
回
答
相
成

　
度
此
段
及
御
照
会
候
也

　
一
〇
月
二
〇
日
長
野
県
知
事
は
内
務
省
神
社
局
長
宛
照
会
す
る
。
（
理
由
）
に

示
さ
れ
た
担
当
役
人
の
考
え
方
は
明
治
末
期
神
社
整
理
の
目
的
の
所
在
が
明
瞭

に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
明
治
三
九
年
一
〇
月
二
〇
日
二
甲
収
第
三
四
九
五
号
合
併
神
社
ノ
跡
地
二

七
二
　
　
（
二
二
五
六
）
．

関
ス
ル
件
、
神
社
局
長
宛

　
神
社
寺
院
仏
堂
ヲ
他
ノ
神
社
寺
院
仏
堂
境
内
地
へ
移
転
シ
タ
ル
ニ
因
リ
不

用
二
帰
シ
タ
ル
境
内
官
有
地
モ
本
年
八
月
勅
令
第
弐
百
弐
十
号
二
依
リ
其
移

転
シ
タ
ル
神
社
寺
険
仏
堂
二
譲
与
セ
ラ
ル
ヘ
キ
義
ト
ハ
存
候
得
共
御
意
見
承

知
致
度
此
段
及
照
会
候
也

　
（
理
由
）

　
勅
令
ニ
ハ
単
二
合
併
ト
ア
リ
境
内
移
転
ハ
法
文
上
含
マ
サ
ル
モ
ノ
ノ
如
ク

ナ
ル
モ
神
社
ノ
数
ヲ
減
シ
官
有
地
ノ
不
用
二
帰
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
神
社
二
譲
与

セ
ラ
ル
ル
特
典
ハ
同
一
ナ
ル
ニ
依
リ
合
併
ヲ
広
キ
意
味
二
解
シ
為
念
一
度
照

会
可
致
乎

右
の
照
会
に
対
す
る
内
務
省
の
回
答
は
不
明
で
あ
る
。

　
合
併
と
移
転
と
は
異
な
る
が
、
事
実
と
し
て
は
同
叫
の
内
容
を
為
す
場
合
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
境
内
へ
他
の
神
社
を
移
転
す
る
場
合
境
内
神
社
と
し
て
移
転

し
た
神
社
は
独
立
の
神
社
た
る
資
格
は
失
う
が
、
体
裁
と
し
て
は
残
る
の
で
氏

子
等
を
納
得
せ
し
め
易
い
と
い
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
神
社
数
を
減
少

せ
し
め
る
と
い
う
点
で
は
そ
の
目
的
に
適
う
の
で
当
局
者
は
承
認
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　
次
の
往
復
に
そ
の
間
の
事
情
は
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
V

　
　
明
治
三
九
年
一
二
月
二
八
日
二
甲
収
第
三
四
九
五
号
移
転
跡
地
ヲ
神
社
二

　
譲
ス
ル
件
、
神
社
局
長
宛

　
　
県
社
以
下
ノ
神
社
ニ
シ
テ
他
ノ
県
社
以
下
ノ
神
社
境
内
へ
移
転
シ
社
号
公

　
称
ス
ル
ノ
ミ
ニ
テ
総
テ
ノ
権
利
義
務
其
ノ
移
転
先
神
社
二
帰
ス
ル
場
合
ハ
事



実
合
併
ト
同
様
ニ
テ
独
立
之
資
格
ヲ
失
フ
モ
ノ
ナ
ル
ニ
因
リ
不
用
二
帰
シ
タ

　
ル
跡
地
ハ
本
年
勅
令
第
二
百
二
十
号
ユ
準
シ
移
転
シ
タ
ル
神
社
二
譲
与
可
然

存
候
得
共
御
意
見
承
知
度
致
此
段
及
照
会
候
也

　
　
（
理
由
）

　
　
襲
二
本
件
二
付
照
会
セ
シ
そ
仏
堂
ノ
ミ
合
併
シ
移
転
ハ
含
マ
サ
ル
旨
回
答

　
ア
ル
モ
均
シ
ク
移
転
ナ
ル
ニ
依
リ
今
一
度
本
案
ノ
如
ク
照
会
可
致
乎

　
　
明
治
四
〇
年
一
月
九
日
内
務
省
神
社
局
長
回
答
．
長
野
県
知
事
宛

　
　
県
社
以
下
神
社
移
転
跡
地
譲
与
ノ
件
二
関
シ
客
年
十
二
月
二
十
八
日
二
甲

　
収
第
三
四
九
五
号
ヲ
以
テ
御
照
会
之
趣
了
承
右
ハ
御
見
込
ノ
通
ト
存
候
尤
移

転
シ
タ
ル
神
社
ト
ア
ル
ハ
移
転
先
神
社
ノ
誤
記
ト
認
メ
ラ
レ
候
此
段
及
回
答

候
也

右
の
内
務
省
と
の
往
復
は
次
に
示
す
明
治
四
〇
年
一
月
一
六
日
（
浄
書
）
通
牒

（
通
牒
番
号
は
原
議
に
は
記
し
て
無
い
）
で
各
郡
市
長
へ
通
牒
さ
れ
た
。

　
　
明
治
四
〇
年
一
月
一
五
日
（
浄
書
）
神
社
境
内
移
転
ノ
跡
地
二
関
ス
ル
件
．

各
郡
市
長
宛

　
　
県
社
以
下
ノ
神
社
ヲ
他
ノ
県
社
以
下
ノ
神
社
境
内
へ
移
転
シ
社
号
ヲ
公
称

　
ス
ル
ノ
ミ
ニ
テ
総
テ
ノ
権
利
義
務
其
ノ
移
転
先
神
社
二
帰
ス
ル
場
合
ハ
事
実

合
併
ト
同
様
ニ
テ
独
立
ノ
資
格
ヲ
失
フ
モ
ノ
ナ
ル
ニ
因
リ
不
用
二
帰
シ
タ
ル

　
跡
地
ハ
明
治
三
十
九
年
八
月
勅
令
第
二
百
二
十
号
二
準
シ
官
有
財
産
管
理
上

　
必
要
ノ
モ
ノ
ヲ
除
ク
外
移
転
先
神
社
二
譲
与
相
成
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
義
二
有
之

候
条
依
命
此
段
及
通
牒
候
也

　
　
追
テ
仏
堂
ヲ
寺
院
若
ハ
他
ノ
仏
堂
境
内
二
移
シ
其
ノ
寺
院
仏
堂
ノ
境
内
仏

　
堂
ト
ナ
ス
モ
ノ
ハ
本
文
同
様
ノ
義
ト
承
知
相
成
度
此
段
申
添
候

　
　
　
明
治
末
期
⑳
神
社
整
理

　
（
理
由
）

　
嚢
二
神
社
宗
教
両
局
長
二
照
会
シ
尚
ホ
再
応
神
社
局
長
ノ
意
見
ヲ
聞
キ
タ

ル
処
別
紙
中
ノ
通
回
答
ア
リ
神
社
整
理
上
境
内
移
転
ニ
シ
テ
其
移
転
先
ノ
管

理
二
属
ス
ル
モ
ノ
ハ
事
実
合
併
同
様
ナ
ル
ニ
由
ル

次
の
通
牒
二
乙
発
第
八
号
は
民
有
地
第
二
種
の
も
の
の
取
扱
を
示
す
。

　
明
治
四
〇
年
二
月
四
日
二
乙
発
第
八
号
合
併
神
社
跡
地
二
関
ス
ル
件
、
各

郡
市
長
宛

　
神
社
合
併
跡
地
ニ
シ
テ
民
有
地
第
二
種
ノ
モ
ノ
ハ
当
然
合
併
先
神
社
ノ
財

産
ト
可
相
成
義
二
付
地
価
設
定
ノ
上
有
租
地
ト
シ
テ
地
目
反
別
ト
モ
届
出
サ

シ
ム
ル
様
御
取
斗
相
成
度
此
段
及
通
牒
侯
也

　
明
治
四
〇
年
二
月
八
日
二
甲
発
第
九
号
を
以
て
内
務
省
神
社
局
長
宛
に
神
社

合
併
の
際
、
下
級
社
格
の
神
社
へ
上
級
社
格
神
社
が
合
併
す
る
場
合
の
社
格
の

取
扱
い
に
つ
い
て
問
合
せ
る
。

　
神
社
局
長
回
答
（
局
第
二
号
）
は
合
併
後
の
社
格
は
上
級
社
格
で
あ
る
旨
を
指

示
す
る
。
兎
角
合
併
の
促
進
に
不
都
合
な
る
も
の
は
す
べ
て
合
併
が
容
易
に
な

る
よ
う
に
改
訂
さ
れ
る
、
或
い
は
解
釈
さ
れ
る
と
云
え
る
（
M
3
6
・
1
・
2
7
県
乙
幅

発
第
一
一
号
第
五
項
。
M
36

・
9
・
28
乙
一
発
第
九
九
号
第
二
項
参
照
）
。

　
上
級
社
格
神
社
の
下
級
社
格
神
社
へ
の
合
併
が
生
ず
る
場
合
は
種
々
考
え
得

る
が
、
先
ず
立
地
条
件
の
便
も
考
え
ら
れ
る
が
、
社
格
の
高
下
と
必
ず
し
も
、

氏
子
、
崇
敬
者
の
神
社
へ
の
崇
敬
意
識
の
高
低
が
結
び
つ
い
て
居
な
い
と
い
う

点
死
留
意
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
　
　
（
一
三
五
七
）



　
　
明
治
末
期
の
神
社
整
理

　
明
治
四
〇
年
二
月
八
日
二
甲
発
第
九
号
神
社
合
併
二
関
ス
ル
件
（
照
会
）
、

神
社
局
長
宛

　
神
社
ハ
其
ノ
社
格
ヲ
異
ニ
ス
ル
モ
ノ
ト
難
モ
合
併
ス
ル
・
ハ
勿
論
差
支
ナ
キ

義
ト
存
ジ
候
得
共
県
社
以
下
ノ
神
社
ニ
シ
テ
其
下
級
ノ
神
社
即
チ
村
社
ラ
無

格
社
二
合
併
セ
ン
ト
ス
ル
場
合
ハ
村
社
タ
ル
社
格
ハ
自
然
消
滅
二
帰
ス
ル
ヤ

又
ハ
合
併
ノ
為
メ
社
格
ハ
消
滅
セ
ザ
ル
モ
ノ
ト
セ
ハ
合
併
許
可
セ
シ
上
ハ
合

併
先
ノ
無
格
社
ヲ
村
社
ト
シ
テ
可
取
扱
ヤ
聯
力
疑
有
之
候
二
付
御
意
見
承
知

致
度
此
段
及
御
照
会
候
也

　
（
理
由
）

　
従
来
本
県
取
扱
例
ハ
社
格
ヲ
異
ニ
ス
ル
モ
合
併
先
神
社
ノ
社
格
二
依
ラ
シ

メ
タ
リ
シ
モ
頃
日
協
会
雑
誌
其
，
他
ノ
説
ニ
ハ
合
併
ノ
為
メ
社
格
ハ
消
滅
セ
サ

ル
ト
ノ
コ
ト
整
理
上
影
響
少
カ
ラ
サ
ル
ニ
依
リ
一
応
照
会
可
致
候
事
、

　
明
治
四
〇
年
二
月
一
八
日
内
務
省
神
社
局
長
回
答
局
第
二
号
、
長
野
県
知

事
宛

　
村
社
ヲ
無
格
社
二
合
併
セ
シ
場
合
二
於
ケ
ル
社
格
ノ
件
二
関
シ
本
月
十
四

日
二
甲
発
第
九
号
ヲ
以
御
照
会
之
趣
了
承
右
ハ
村
社
ト
シ
テ
取
扱
相
成
可
然

存
候
此
段
及
回
答
候
也

　
明
治
四
〇
年
三
月
四
日
一
乙
発
第
一
一
六
号
、
郡
長
宛

　
神
社
寺
院
仏
堂
ノ
合
併
願
書
ニ
ハ
地
種
目
組
替
上
必
要
有
之
候
二
付
自
今

土
地
台
帳
ニ
ヨ
リ
其
合
併
跡
地
二
該
当
ス
ル
土
地
ノ
地
籍
字
地
番
地
目
反
別

ヲ
記
シ
タ
ル
調
査
添
付
候
様
御
示
達
相
成
度
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四
　
　
（
コ
ニ
五
八
）

　
明
治
四
〇
年
三
月
五
日
二
乙
発
第
一
六
号
神
社
合
併
二
関
ス
ル
件
は
明
治
三

六
年
一
月
二
七
日
乙
一
、
第
一
一
号
、
同
年
九
月
二
八
日
乙
一
発
第
九
九
号
両
通

牒
を
踏
ま
え
た
勅
令
第
二
二
〇
号
以
後
の
合
併
規
定
で
あ
り
、
や
が
て
明
治
四

〇
年
五
月
二
四
日
訓
令
第
四
一
号
及
び
神
社
存
続
廃
合
移
転
内
規
に
進
み
得
る

も
の
で
あ
つ
た
。

　
　
明
治
四
〇
年
三
月
五
日
二
乙
発
第
一
六
号
神
社
合
併
二
関
ス
ル
件
．
各
郡

　
市
長
宛

　
　
神
社
含
併
二
関
シ
テ
バ
各
郡
市
歩
調
ヲ
一
ニ
セ
サ
レ
バ
其
ノ
目
的
ヲ
達
シ

　
難
ク
依
テ
其
ノ
方
法
及
之
二
関
係
ス
ル
規
定
ハ
調
査
中
ナ
ル
モ
其
向
出
願
者

　
二
対
シ
テ
ハ
珊
六
年
九
月
乙
一
発
第
九
九
号
通
牒
二
依
ル
ヘ
キ
ハ
勿
論
尚
左

　
ノ
事
項
二
依
リ
御
取
扱
相
成
度
此
段
及
通
牒
候
雀

　
　
一
、
県
社
以
下
ノ
神
社
．
ニ
シ
テ
其
ノ
社
格
ヲ
異
ニ
ス
ル
モ
ノ
ト
錐
モ
合
併

　
ス
ル
ハ
妨
ケ
ナ
シ
而
シ
テ
其
ノ
合
併
ノ
結
果
ト
シ
テ
数
社
中
ノ
上
級
社
格
ト

　
為
ス
ヲ
得
ル
モ
其
ノ
社
号
ハ
改
称
ス
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
尿
上
級
社
ノ
社
号
ヲ
用

　
ユ
ル
ヲ
要
ス
但
社
殿
ノ
増
加
ヲ
妨
ケ
ス

　
　
寺
院
仏
堂
ノ
合
併
寺
号
改
称
二
就
テ
モ
亦
同
シ

　
　
ニ
、
数
神
社
ヲ
合
併
ス
ル
為
ノ
便
宜
フ
地
ヲ
撰
定
シ
新
タ
ニ
境
内
地
ヲ
設

　
定
シ
移
転
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
左
ノ
事
項
具
備
ス
ル
ヲ
要
ス

　
　
一
．
本
殿
拝
殿
鳥
居
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ

　
　
一
、
移
転
先
地
ハ
氏
子
区
域
内
二
限
ル

　
　
一
．
移
転
先
地
ハ
社
有
ニ
シ
テ
百
五
十
坪
以
上
を
有
ス
ル
モ
ノ

　
　
一
、
建
物
ハ
本
殿
拝
殿
各
四
坪
以
上
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
本
殿
拝
殿
建
込
ノ
モ

　
ノ
ハ
六
坪
以
上
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ



　
一
、
』
基
本
財
産
ヨ
リ
生
ス
ル
一
ケ
年
ノ
収
入
五
拾
円
以
上
ア
ル
モ
ノ

　
前
項
ノ
条
件
ヲ
具
備
ス
ル
モ
氏
子
少
数
ナ
ル
ト
キ
ハ
否
認
ス
ル
ヲ
要
ス

　
三
、
無
格
社
ハ
県
社
以
下
ノ
神
社
へ
合
併
セ
シ
ム
ヘ
シ
團

圖
圏
前
項
ノ
条
件
園
ス
止
ム
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
）
ハ
其

信
徒
ノ
区
域
内
二
限
リ
之
ヲ
許
可
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

　
四
、
明
治
三
十
六
年
九
月
廿
八
日
乙
輔
発
第
九
九
号
通
牒
第
二
項
ハ
削
除

ス　
明
治
四
〇
年
三
月
八
日
郡
社
第
四
三
号
、
各
町
村
長
宛

　
神
社
合
併
二
関
ス
ル
関
係
規
定
ハ
其
筋
二
於
テ
調
査
中
ナ
ル
モ
差
向
出
願

者
二
対
シ
テ
ハ
光
六
年
九
月
舟
日
社
第
一
五
〇
号
通
牒
二
依
ル
皿
ヘ
キ
ハ
勿
論

尚
左
ノ
事
項
二
依
り
御
取
扱
相
成
度
此
如
及
通
牒
候
也

（
註
・
以
下
に
県
二
乙
発
第
一
六
号
と
同
文
が
付
記
さ
れ
て
い
る
が
略
す
．
）

　
神
社
維
持
の
た
め
の
財
産
造
成
と
保
管
方
法
に
つ
い
て
の
県
の
千
渉
が
あ
つ

た
。　

　
明
治
四
〇
年
三
月
六
日
二
乙
発
第
叫
八
号
維
持
財
産
保
管
ノ
件
、
各
郡
市

　
長
宛

　
　
県
社
以
下
神
社
ノ
維
持
之
資
金
ハ
確
実
二
保
管
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
付
神
社
名

　
ヲ
以
テ
郵
便
貯
金
又
ハ
確
実
ナ
ル
銀
行
二
預
入
セ
シ
メ
ラ
レ
度
現
二
氏
子
総

　
代
等
ノ
保
管
二
係
ル
モ
ノ
ハ
速
二
右
之
如
ク
相
改
メ
証
書
写
ヲ
添
へ
届
出
候

　
様
御
取
斗
相
成
度
此
段
及
通
牒
候
也

　
　
（
理
由
）

　
　
未
タ
会
計
法
発
布
ニ
ナ
ラ
サ
ル
モ
神
社
ノ
基
本
金
ヲ
己
人
預
リ
ト
為
ス
ハ

明
治
末
期
の
神
社
整
理

尤
モ
危
険
二
付
安
固
ヲ
期
ス
ル
為
メ
本
案
通
牒
可
候
乎

　
維
持
財
産
保
管
方
法
に
つ
い
て
の
先
の
通
牒
に
次
い
で
、
神
社
の
維
持
財
産

造
成
方
法
を
も
具
体
的
に
示
し
た
の
が
明
治
四
〇
年
五
月
二
一
日
二
乙
発
第
五

一
号
で
あ
り
、
神
社
に
対
す
る
統
制
の
厳
し
さ
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
明
治
四
〇
年
五
月
二
一
日
二
乙
発
第
五
一
号
、
各
郡
市
長
宛

　
　
県
社
以
下
神
社
ノ
維
持
財
産
造
成
方
法
概
ネ
別
紙
二
依
リ
御
取
扱
可
然
依

　
命
此
段
通
牒
候
也

　
　
（
別
紙
）

　
　
神
社
ノ
維
持
財
産
造
成
方
法

　
　
一
、
神
社
ノ
維
持

　
　
神
社
ノ
維
持
方
法
ヲ
確
立
セ
シ
メ
ル
ニ
ハ
動
産
又
ハ
不
動
産
ヨ
リ
生
ス
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

　
収
益
ナ
カ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ
是
等
が
左
ノ
方
法
二
依
リ
其
目
的
ヲ
達
セ
シ
メ
ン
ト

　
ス

　
　
e
合
併
跡
地
官
有
地
ナ
ル
ト
キ
ハ
譲
与
ヲ
受
ケ
収
益
ヲ
謀
ル
事

　
　
⇔
境
内
地
又
r
ハ
社
有
山
林
ヲ
経
営
シ
間
伐
売
却
代
金
ヲ
蓄
積
ス
ル
事

　
　
㊧
有
志
者
ノ
寄
附
ヲ
受
ク
ル
事

　
　
二
、
神
社
ノ
取
締

　
　
合
併
跡
地
官
有
地
ノ
譲
与
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
神
社
ノ
財
産
ト
ナ
リ
民
有

　
地
二
変
シ
其
収
益
ヲ
謀
ル
点
二
就
テ
ハ
如
何
ナ
ル
方
法
ヲ
講
ス
ル
モ
妨
ケ
ナ

　
シ
ト
難
モ
其
方
法
宜
シ
キ
ヲ
得
サ
ル
ト
ギ
ニ
ハ
忽
チ
情
弊
ヲ
生
シ
易
キ
モ
ノ

　
ナ
リ
故
二
厳
格
ナ
ル
会
計
法
ノ
下
二
取
締
ト
同
時
噛
網
実
地
ノ
監
査
ヲ
要
ス

　
　
又
跡
地
ノ
民
有
ナ
ル
モ
！
ニ
シ
テ
第
一
種
二
属
ス
ル
モ
ノ
ト
難
モ
合
併
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
　
　
（
コ
ニ
五
九
）



　
　
明
治
凍
期
の
神
社
整
理

依
リ
不
用
二
帰
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
特
殊
ノ
事
情
ア
ル
モ
ノ
ノ
外
幅
顧
ハ
．
神
社
ノ
財

産
二
移
サ
シ
ム
ル
ヲ
要
ス

　
林
藪
ノ
経
営
ハ
概
ネ
左
ノ
事
項
ヲ
妨
ケ
サ
ル
ヲ
限
度
ト
シ
措
置
ス
ル
モ
ノ

ト
ス

　
一
、
神
社
ノ
風
致

　
二
、
祭
典
用
又
ハ
参
詣
道
二
必
要
ナ
ル
箇
所

　
三
、
歴
史
上
若
ハ
古
記
社
伝
等
二
於
テ
神
社
ト
密
接
ノ
縁
故
ア
ル
モ
ノ

　
四
、
災
害
防
止

　
長
野
県
に
お
い
て
神
社
整
理
促
進
の
画
期
を
為
し
た
の
は
明
治
四
〇
年
五
月

二
四
日
訓
令
第
四
一
号
で
あ
り
、
郡
市
役
所
町
村
役
場
宛
訓
令
さ
れ
た
．

　
訓
令
第
四
一
号
は
そ
れ
以
前
の
通
牒
等
に
よ
る
神
社
整
理
の
方
針
を
統
括
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
，

　
本
訓
令
は
町
村
内
部
に
お
け
る
神
社
数
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
点
に
お
い
て

明
治
三
五
年
一
〇
月
七
日
訓
令
第
八
一
号
と
は
異
な
つ
て
い
み
。

　
別
紙
と
し
て
副
え
ら
れ
た
神
社
存
続
廃
合
及
移
転
内
規
は
長
野
県
の
神
社
整

理
方
針
の
大
綱
が
定
ま
つ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
右
の
移
転
内
規
の
他
に
会
議
事
項
と
し
て
副
え
ら
れ
た
別
紙
が
あ
る
。
こ
れ

は
諏
訪
市
湖
南
（
旧
諏
訪
郡
湖
南
村
）
大
熊
、
北
方
御
社
宮
司
社
所
蔵
「
社
寺
御

規
則
之
達
」
に
綴
り
込
ん
で
あ
る
も
の
で
あ
り
．
こ
れ
は
訓
令
第
四
一
号
、
神

社
存
続
廃
冶
移
転
内
規
と
共
に
綴
り
込
ま
れ
て
は
い
る
が
、
県
段
階
の
も
の
か

郡
段
階
の
も
の
か
不
明
で
あ
る
。
県
綴
込
に
は
見
あ
た
ら
な
か
つ
た
。

　
，
明
治
四
〇
年
五
月
二
四
日
訓
令
第
四
一
号
、
郡
市
役
所
町
村
役
場
宛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
　
　
（
二
二
六
〇
）

　
県
社
以
下
ノ
神
社
ニ
シ
テ
永
遠
維
持
ノ
方
法
確
立
セ
サ
ル
モ
ノ
紗
カ
ラ
ス

殊
二
一
町
村
内
二
村
社
以
下
ノ
神
社
多
数
ヲ
杞
ル
モ
ノ
ハ
概
シ
テ
其
規
模
小

ニ
シ
テ
多
ク
維
持
二
苦
ミ
従
テ
崇
敬
ノ
実
挙
ラ
サ
ル
モ
ノ
ア
ル
カ
如
シ
此
等

ノ
神
社
二
対
シ
テ
ハ
合
併
若
ク
ハ
境
内
移
転
ヲ
勧
誘
シ
以
テ
将
来
神
社
ノ
維

持
方
法
ヲ
確
立
セ
シ
ム
ヘ
シ

　
神
社
存
続
廃
合
及
移
転
内
規

　
第
一
条
存
続
セ
シ
ム
ヘ
キ
神
社
左
ノ
如
シ

　
一
、
県
社

　
二
、
郷
社

　
三
、
村
社
中
延
喜
式
内
社
六
国
史
所
載
社
創
立
年
代
之
二
準
ス
ヘ
キ
社
文

明
十
八
年
以
前
ノ
創
立
二
係
ル
社
領
主
武
将
ノ
崇
敬
シ
タ
ル
著
明
ノ
社
又
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

祭
神
ノ
該
地
方
二
功
績
又
ハ
特
別
ノ
縁
故
ア
ル
神
社
ニ
シ
テ
本
殿
及
拝
殿
ヲ

有
シ
維
持
ノ
方
法
確
立
セ
ル
モ
ノ

　
個
、
無
格
社
中
其
ノ
祭
神
明
確
ニ
シ
テ
前
項
ノ
条
件
ヲ
具
備
セ
ル
モ
ノ

　
五
、
村
社
中
第
三
号
に
該
当
セ
ス
又
無
格
社
中
第
四
号
二
該
当
セ
サ
ル
モ

其
祭
神
由
緒
明
確
ニ
シ
テ
本
殿
及
拝
殿
ヲ
有
シ
且
ツ
百
戸
以
上
ノ
氏
子
又
ハ

多
数
ノ
信
徒
及
百
八
十
四
坪
以
上
ノ
境
内
地
ヲ
有
シ
維
持
ノ
方
法
確
立
セ
ル

モ
ブ
一
社

　
六
、
第
三
号
乃
至
第
五
号
二
記
載
ス
ル
神
社
ヲ
有
セ
サ
ル
町
村
二
於
テ
ハ

現
在
神
社
中
祭
神
明
確
ニ
シ
テ
本
殿
拝
殿
境
内
地
及
維
持
方
法
比
較
的
良
好

、
氏
子
又
ハ
信
徒
ノ
多
数
ア
ル
モ
ノ
一
社
但
本
殿
拝
殿
境
内
地
及
維
持
方
法
二

於
テ
梢
々
劣
ル
処
ア
ル
モ
氏
子
又
ハ
信
徒
多
数
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
多
数
ノ
氏
子

又
ハ
信
徒
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ヲ
取
リ
氏
子
又
ハ
信
徒
数
略
相
同
シ
キ
ト
キ
ハ
本



殿
拝
殿
ノ
壮
厳
ニ
シ
テ
境
内
地
ノ
広
キ
モ
ノ
ヲ
取
リ
其
ノ
状
況
相
類
似
セ
ル

ト
キ
ハ
維
持
方
法
ノ
良
好
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
取
ル

　
第
二
条
前
条
二
該
当
セ
サ
ル
神
社
ハ
左
ノ
例
二
依
リ
措
置
ス
ル
ヲ
要
ス

　
一
、
祭
神
ノ
明
確
ナ
ル
モ
ノ
ハ
前
条
ノ
神
社
二
合
併
シ
若
ク
ハ
其
境
内
二

移
転
セ
シ
ム
但
本
殿
及
拝
殿
ヲ
有
ス
ル
神
社
ニ
シ
テ
他
二
合
併
又
ハ
移
転
ス

ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
特
別
ノ
事
由
ア
ル
モ
ノ
ハ
単
大
字
若
ク
ハ
旧
町
村
二
該
当

ス
ル
部
落
一
社
ヲ
限
リ
之
ヲ
存
続
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
場
合
二
於
テ
ハ
明
治
四

十
一
年
中
二
維
持
ノ
方
法
ヲ
確
立
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
若
ツ
期
間
内
二
其
ノ
方

法
確
立
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
必
ス
他
二
合
併
又
ハ
移
転
セ
シ
ム

　
ニ
、
・
前
項
二
依
リ
合
併
ノ
結
果
ト
シ
テ
其
ノ
神
社
ノ
位
置
二
変
更
ヲ
要
ス

ル
ト
キ
ハ
氏
子
区
域
内
二
限
リ
便
宜
ノ
土
地
ヲ
撰
定
シ
新
タ
ニ
境
内
地
ヲ
設

定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
三
、
祭
神
ノ
明
確
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ハ
総
テ
之
ヲ
廃
止
セ
シ
ム

　
第
三
条
　
維
持
ノ
方
法
ヲ
確
立
セ
リ
ト
看
倣
ニ
ハ
左
二
記
載
ス
ル
収
入
ヲ

有
シ
且
其
内
半
額
以
上
ハ
永
続
資
金
其
他
不
動
産
ヨ
リ
生
ス
ル
収
入
タ
ル
コ

ト
ヲ
要
ス

　
一
．
県
社
一
ケ
年
金
参
百
円
以
上

　
二
、
郷
社
一
ケ
年
金
弐
百
円
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

　
三
、
村
社
以
下
ノ
神
社
一
ケ
年
金
百
円
以
上

　
第
四
条
，
県
社
及
郷
社
ニ
シ
テ
前
項
二
記
載
ス
ル
収
入
ナ
キ
ト
キ
ハ
其
収

入
ヲ
前
項
ノ
制
限
額
二
達
セ
シ
ム
ル
為
速
カ
ニ
相
当
ノ
措
置
ヲ
為
ス
ヘ
シ

　
第
五
条
　
前
各
条
ノ
条
件
ヲ
具
備
セ
ス
単
二
感
情
上
合
併
又
ハ
移
転
シ
難

キ
事
情
ア
ル
モ
ノ
ハ
状
況
詳
細
及
具
甫
候
事

　
　
　
規
治
末
期
の
神
社
整
理

（
註
・
第
三
条
三
は
朱
書
追
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
）

　
会
議
事
項

　
一
、
村
社
ト
シ
テ
存
続
ス
可
キ
規
準
ハ
氏
子
百
戸
以
上
、
境
内
地
百
九
拾

四
坪
以
上
ト
シ
テ
本
殿
拝
殿
ヲ
具
備
シ
拝
殿
建
坪
ハ
内
坪
以
上
ト
シ
本
殿
拝

殿
ヲ
建
込
ム
モ
ノ
ハ
六
坪
以
上
タ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

　
其
他
ノ
詳
細
ハ
別
紙
内
規
ノ
通
リ

　
「
、
神
社
合
併
願
書
ハ
式
内
神
社
並
二
文
明
十
八
年
以
前
創
立
ノ
モ
ノ
ハ

三
通
其
他
ハ
ニ
通
ト
シ
関
係
両
者
ノ
代
表
連
署
シ
知
事
宛
名
ト
シ
左
記
ノ
書

類
ヲ
添
付
シ
提
出
ス
ル
事
（
用
紙
ハ
凡
テ
美
濃
紙
ト
ス
）

　
但
シ
同
一
人
ニ
シ
テ
関
係
両
者
ノ
代
表
者
タ
ル
ヲ
得
ス

　
ω
合
併
後
二
係
ル
明
細
帳
ヲ
作
製
シ
添
付
ス
ル
事

　
⑧
土
地
台
帳
ニ
ヨ
リ
其
合
併
跡
地
ノ
地
籍
字
地
番
地
目
反
別
ヲ
調
査
シ
調

書
ヲ
作
リ
添
付
ス
ル
事

　
一
、
合
併
跡
地
ニ
シ
テ
民
有
地
第
二
種
ノ
モ
ノ
ハ
当
然
合
併
先
神
社
ノ
所

有
ト
ス
．
其
他
ノ
財
産
亦
同
シ

　
一
、
神
社
移
転
ヲ
ナ
シ
タ
ル
ト
キ
、
単
二
其
社
号
ヲ
公
称
ス
ル
ノ
ミ
ニ
シ

テ
総
テ
権
利
義
務
移
転
先
神
社
二
帰
ス

ル
ト
キ
ハ
其
財
産
ハ
合
併
ノ
例
ニ
ヨ

ル　
一
、
数
神
社
合
併
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
中
ノ
上
級
社
ノ
社
格
ト
ナ
ル

　
噌
、
神
社
合
併
二
当
リ
其
財
産
ニ
シ
テ
若
シ
合
併
シ
難
キ
特
別
ノ
事
由
ア

ル
モ
ノ
ハ
其
事
由
並
二
処
分
方
法
ヲ
詳
記
シ
タ
ル
書
類
及
証
愚
書
類
ヲ
願
書

二
添
付
ス
ベ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
　
　
（
一
三
六
一
）



　
　
明
治
末
期
の
神
社
整
理

　
て
神
社
ヲ
廃
ス
ル
ト
キ
ハ
廃
止
后
ノ
財
産
処
分
方
法
ヲ
詳
記
シ
タ
ル
書

類
ヲ
添
付
ス
ル
ヲ
要
ス

　
明
治
四
〇
年
一
〇
月
九
日
学
乙
第
一
二
号
は
合
併
・
移
転
出
願
に
あ
た
つ
て

の
提
出
書
類
の
具
備
条
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
神
社
を
め
ぐ
つ
て

の
部
落
と
神
職
の
関
係
に
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
各
神
社
の
祭
祖
を
担
当
す
る
も
の
と
し
て
の
氏
子
と
神
職
の
神
社
祭
杞
を
め

ぐ
つ
て
の
主
導
権
の
争
い
が
伏
流
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
各
神
社
は
誰

の
も
の
か
、
氏
子
か
神
職
か
。
氏
子
の
場
合
「
村
持
」
か
「
同
族
持
」
か
「
組

持
」
か
等
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
事
情
は
異
な
る
。

　
　
明
治
四
〇
年
一
〇
月
九
日
学
乙
発
第
叫
二
号

　
　
県
社
以
下
神
社
合
併
並
二
境
内
へ
移
転
出
願
ノ
場
合
ハ
左
ノ
事
項
御
調
査

　
ノ
上
書
類
御
進
達
相
成
度
此
段
及
通
牒
候
也

　
　
一
、
神
社
ノ
合
併
二
依
り
総
テ
ノ
財
産
ハ
当
然
合
併
先
神
社
ノ
有
二
帰
ス

　
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
付
動
産
不
動
産
ヲ
区
別
シ
現
在
ノ
財
産
調
書
ヲ
添
付
セ
シ
ム
ル

　
事

　
　
二
、
合
併
二
際
シ
其
ノ
財
産
ノ
全
部
若
ク
ハ
幾
部
ヲ
部
落
二
譲
与
不
ル
ニ

　
ア
ラ
ザ
レ
バ
容
易
二
合
併
シ
難
キ
事
情
ア
ル
モ
ノ
ハ
其
事
実
ヲ
詳
記
シ
同
時

　
二
処
分
方
出
願
セ
シ
ム
ル
事

　
　
三
3
跡
地
民
有
第
一
種
ノ
モ
ノ
ノ
処
分
方
法
，

　
　
四
、
官
民
有
二
拘
ラ
ス
跡
地
二
在
ル
立
木
目
通
シ
一
尺
以
上
ノ
数
及
価
格

　
　
五
、
境
内
へ
移
転
ス
ル
場
合
ハ
前
各
項
二
準
ス
ル
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
　
　
（
一
三
六
二
）

　
明
治
四
〇
年
一
一
月
四
日
学
乙
発
第
二
六
号
は
一
〇
月
九
日
学
乙
発
第
二
一

号
を
補
充
す
る
も
の
と
し
て
通
牒
さ
れ
た
が
、
第
一
項
は
後
日
一
一
月
二
〇
日

学
乙
発
第
三
六
号
に
お
い
て
改
め
て
通
牒
が
あ
つ
た
よ
う
に
神
職
と
部
落
の
神

社
の
管
理
運
営
を
め
ぐ
つ
て
の
神
職
側
の
立
場
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。

ま
た
第
二
項
は
神
職
給
料
に
か
ら
む
と
と
も
に
合
併
推
進
に
果
し
た
神
職
の
立

場
を
あ
き
ら
か
に
す
ξ
も
の
で
あ
る
。

　
　
明
治
四
〇
年
一
一
月
四
日
学
乙
発
第
二
六
号

　
　
神
社
寺
院
仏
堂
合
併
及
移
転
二
関
シ
テ
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
考
慮
セ
ラ
レ
御
措

　
置
相
成
度
依
命
此
段
及
通
牒
候
也

　
　
一
、
合
併
及
移
転
ノ
際
跡
地
及
産
物
其
ノ
他
ノ
財
産
貸
与
若
ク
ハ
売
却
処

　
分
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ハ
願
書
二
其
事
由
ヲ
記
載
セ
シ
メ
処
分
後
二
於
テ
更
二
合

　
併
又
ハ
移
転
先
神
社
ヨ
リ
出
願
セ
シ
ム
ル
事

　
　
二
、
合
併
及
移
転
二
付
テ
ハ
忽
チ
神
職
ノ
給
料
芦
影
響
ス
ル
ニ
依
リ
其
増

　
額
届
出
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
ハ
整
理
上
稗
益
ア
ル
ヘ
シ

　
　
三
、
蓄
積
金
ノ
届
出
境
外
所
有
地
明
細
帳
登
録
ハ
共
二
此
際
其
手
続
ヲ
怠

　
ラ
シ
メ
サ
ル
事
以
上

　
明
治
四
〇
年
一
．
一
月
一
八
日
学
乙
発
第
三
三
号
ば
部
落
の
神
社
が
国
家
の
統

瓢
の
強
化
さ
れ
る
と
と
も
に
部
落
民
の
手
か
ら
離
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
を
示
す
も

の
と
思
わ
れ
る
噂

　
　
明
治
四
〇
年
一
一
月
一
八
日
学
乙
発
第
三
三
号

　
　
神
社
ノ
社
殿
ハ
神
事
ノ
外
使
用
致
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ハ
勿
論
ノ
処
中
ニ
ハ
部

　
落
民
会
合
ノ
席
ト
ナ
シ
或
ハ
共
二
飲
食
ス
ル
等
ノ
聞
モ
有
之
候
二
付
爾
今
右



心
得
違
無
之
様
関
係
者
へ
厳
重
御
示
達
相
成
度
此
段
及
通
牒
候
也

　
明
治
四
〇
年
二
月
叫
九
日
学
乙
発
第
三
四
号
は
神
社
整
理
と
併
行
し
て
神

齪
幣
畠
料
供
進
神
社
が
指
定
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
神
齪
幣

畠
料
供
進
指
定
は
神
社
整
理
を
促
進
す
る
が
、
神
社
整
理
の
本
来
の
目
的
は
む

し
ろ
供
進
神
社
の
指
定
を
容
易
な
ら
し
め
（
1
す
な
わ
ち
神
社
数
の
減
少
を
計

る
こ
と
に
ょ
り
ー
）
る
こ
と
に
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
全
神
社
を
供
進
指

定
神
社
ど
す
る
こ
と
が
理
想
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
こ
そ
神
社
整
理
を
断
行
し

神
社
数
を
減
少
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

「
左
記
」
に
示
さ
れ
た
供
進
指
定
の
条
件
は
昇
格
基
準
と
殆
ん
ど
同
じ
で
あ
る

こ
と
か
ら
み
て
、
列
格
神
社
は
社
格
の
区
別
は
問
わ
ず
供
進
指
定
を
受
け
る
条

件
を
持
ウ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
列
格
基
準
は
明
治
四
年
七
月
四
日
郷
社
定

則
に
示
ざ
れ
た
も
の
と
は
そ
の
後
変
化
し
て
い
る
の
で
、
列
格
社
と
い
え
ど
も

供
進
指
定
を
受
け
る
条
件
を
満
た
さ
な
い
社
も
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
明
治
初
期
に
お
け
る
列
格
、
す
な
わ
ち
「
神
社
社
格
区
別
帳
」
に
登
載
さ
れ

た
神
社
は
戸
籍
区
と
の
関
係
に
お
い
て
列
格
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
後
の
そ
れ

と
は
異
な
る
。

　
な
お
明
治
四
一
年
三
月
二
四
目
学
甲
発
第
三
一
号
参
照
。

　
　
明
治
四
〇
年
二
月
一
九
日
学
乙
発
第
三
四
号

　
　
県
社
以
下
ノ
神
社
ハ
目
下
夫
々
御
整
理
中
二
有
之
候
処
村
社
以
上
ノ
神
祉

　
二
在
デ
存
続
セ
シ
ム
ヘ
キ
見
込
ノ
モ
ノ
ニ

シ
テ
維
持
金
若
ハ
不
動
産
ヨ
リ
生

　
ズ
ル
収
入
一
ケ
年
五
十
円
以
上
ア
ル
モ
ノ
ノ
内
左
ノ
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ル

　
モ
ン
一
ハ
神
撰
幣
吊
料
供
進
ノ
神
社
二
指
定
ス
ヘ
キ
材
料
ト
致
度
候
間
今
後
右

　
　
　
　
明
治
末
期
の
神
社
整
理

二
該
当
ス
ル
モ
ノ
今
其
ノ
時
々
御
申
出
棺
成
度
此
段
及
通
牒
侯
也

　
　
左
記

　
嚇
、
延
喜
式
内
社
、
六
国
史
所
載
社
及
創
立
年
代
之
二
準
ス
ヘ
キ
神
社

　
二
、
武
門
武
将
国
造
国
司
藩
主
領
主
ノ
崇
敬
ア
リ
シ
神
社
（
奉
幣
祈
願
社

殿
造
営
社
領
等
寄
進
ア
ル
シ
類
）

　
三
、
境
内
地
百
八
十
四
坪
以
上
本
殿
拝
殿
完
備
シ
氏
子
百
戸
以
上
ヲ
有
ス

ル
モ
ノ

　
四
、
郷
社
以
上
ノ
神
社
ニ
シ
テ
氏
子
ナ
キ
モ
ノ
ハ
多
数
ノ
信
徒
ヲ
有
ス
ル

（
註
）

モ
ノ
　
以
上

　
逐
テ
御
申
出
ノ
際
左
ノ
例
二
依
リ
御
取
調
相
成
度
此
段
申
添
候

該
当
事
項

所
在
地
名

社
格
社
号
氏
子
数

維
　
持
　
法

建
物
境
内
地

通
牒
第
項

何
郡
何
町
村

村
社
何
々
神
社
百
五
十
戸

年
収
入
金
何
円

大
字
何
字
何

建
物
何
坪

境
内
地
何
坪

（
註
・
郡
通
牒
社
第
二
こ
三
号
で
は

て
左
の
記
載
が
あ
る
。
）

「
左
記
」
の
「
四
』
は
無
く
「
備
考
』
と
し

年
収
入
ハ
貸
預
金
ノ
如
キ
乃
預
金
証
書
ノ
写
ヲ
添
付
シ
不
動
産
収
入
ハ
例

ヘ
パ
何
一
反
歩
此
小
作
人
年
何
円
ト
調
査
ス
ル
ガ
如
シ

　
明
治
四
〇
年
一
一
月
二
〇
日
学
乙
発
第
三
六
号
は
明
治
四
〇
年
一
一
月
四
日

学
乙
発
第
二
六
号
第
一
項
の
現
実
的
運
用
を
留
意
し
た
結
果
通
牒
さ
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
通
牒
中
「
名
儀
ノ
ミ
神
社
有
ト
ナ
リ
其
内
容
部
落
有
二
帰
シ
』
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
　
　
（
コ
昌
六
三
）



　
　
　
明
治
末
期
め
神
社
整
理

状
態
は
神
社
有
、
部
落
有
の
区
別
は
本
来
あ
る
筈
の
も
の
で
は
な
か
つ
た
溝
、

明
治
以
降
の
神
社
行
政
分
中
で
区
別
さ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
合
併
整
理
の
過

程
に
お
い
て
な
お
そ
の
傾
向
は
強
め
ら
れ
た
。
神
社
と
部
落
と
が
乖
離
せ
し
め

ら
れ
た
こ
と
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
　
明
治
四
〇
年
一
一
月
二
〇
日
学
乙
発
第
三
六
号

　
　
本
月
四
日
付
学
乙
発
第
二
六
号
ヲ
以
テ
神
社
寺
院
仏
堂
合
併
及
移
転
二
関

　
シ
及
通
牒
置
候
処
右
第
一
項
ノ
場
合
ハ
合
併
又
ハ
移
転
先
神
社
二
於
テ
出
願

　
ス
ル
ヲ
正
当
ト
被
存
候
得
共
中
ニ
ハ
名
儀
ノ
ミ
神
社
有
ト
ナ
リ
其
内
容
部
落

　
有
二
帰
シ
事
実
占
有
ノ
姿
ト
相
成
居
候
モ
ノ
ノ
如
キ
ハ
感
情
上
合
併
前
二
於

、
テ
特
別
ノ
詮
議
ヲ
為
ス
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
整
理
至
難
ナ
ル
場
合
モ
可
有
之
故
二

　
是
等
二
対
シ
テ
ハ
其
弊
害
ナ
キ
限
度
二
於
テ
処
分
可
相
成
筈
二
付
願
書
ニ
ハ

　
可
成
証
拠
ト
ナ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ヲ
添
付
セ
シ
メ
尚
其
処
分
ヲ
要
ス
ル
事
情
詳
細

　
御
添
付
相
成
度
此
段
依
命
及
通
牒
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○
　
　
（
コ
ニ
六
四
）

　
部
落
の
人
々
が
祭
相
す
る
神
社
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
ら
の
人
々
に
と
つ
て
の

由
緒
は
あ
つ
た
。
官
製
の
由
緒
に
合
致
す
る
か
否
か
に
よ
つ
て
「
由
緒
ナ
キ
モ

ノ
」
と
認
定
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
氏
子
、
、
崇
敬
老
（
信
徒
）
側
の
抵
抗
の
一
形

態
と
し
て
本
通
牒
に
あ
る
事
実
は
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
明
治
四
〇
年
一
一
月
三
〇
日
学
乙
発
第
三
七
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
神
社
合
併
及
移
転
内
規
発
布
以
来
氏
子
少
数
ノ
神
社
ニ
シ
テ
殊
二
特
種
ノ

　
由
緒
ナ
キ
モ
ノ
境
内
地
及
建
物
ノ
現
状
二
顧
慮
セ
ズ
維
持
財
産
ヲ
造
成
ス
レ

　
ハ
存
続
シ
得
ル
モ
ノ
ト
思
料
シ
一
時
ノ
感
情
上
多
額
ノ
資
金
ヲ
維
持
財
産
ト

　
シ
以
テ
其
ノ
存
続
ヲ
迫
ル
ノ
傾
ア
リ
斯
ク
テ
ハ
町
村
ノ
経
済
二
影
響
シ
起
ル

　
ベ
キ
生
産
的
事
業
ヲ
モ
狙
害
ス
ル
ノ
虞
ナ
シ
ト
セ
ズ
神
社
ノ
整
理
ハ
合
併
跡

　
地
及
林
藪
経
営
二
依
リ
重
ナ
ル
財
産
ヲ
造
成
セ
シ
メ
尚
足
ラ
ザ
ル
部
分
ハ
任

　
意
ノ
寄
附
二
倹
ツ
モ
ノ
ト
シ
テ
可
然
見
込
二
有
之
候
処
右
様
御
取
扱
相
成
度

　
為
念
如
此
及
通
牒
候
也

　
明
治
四
〇
年
二
月
三
〇
日
学
乙
発
第
三
七
号
は
神
社
存
続
廃
合
及
移
転
内

規
第
三
条
の
「
維
持
ノ
方
法
ヲ
確
立
セ
リ
ト
看
倣
ニ
ハ
左
二
記
載
ス
ル
収
入
ヲ

有
シ
且
其
内
半
額
以
上
は
永
続
資
金
其
他
不
動
産
ヨ
リ
生
ズ
ル
収
入
タ
ル
コ
ト

ヲ
要
ス

　
第
三
項
村
社
以
下
ノ
神
社
一
ケ
年
百
円
以
上
」
。

　
右
の
規
定
に
合
致
せ
し
め
る
た
め
「
町
村
ノ
経
済
二
影
響
シ
起
ル
ベ
キ
生
産

的
事
業
ヲ
モ
租
害
ス
ル
ノ
虞
」
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
維
持
財
産
の
造
成
を
計

つ
た
神
社
は
氏
子
、
崇
敬
者
に
と
つ
て
軽
々
し
く
合
併
し
た
軌
廃
社
で
き
る
も

の
で
な
か
つ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
明
治
四
一
年
一
月
九
日
学
甲
発
第
一
号
は
或
る
意
味
で
は
神
社
の
新
設
を
認

め
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
三
神
社
を
廃
社
し
一
社
を
新
規
設
立
、
差
引

二
社
減
少
と
な
る
こ
と
を
ね
ら
つ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
な
お
合
併
移
転
の
場
合
の
跡
地
譲
与
の
件
に
関
し
て
は
内
務
省
と
各
県
と
の

照
会
往
復
等
も
あ
り
簡
単
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

明
治
四
一
年
一
月
九
日
学
甲
発
第
一
号

神
社
整
理
上
ノ
都
合
二
依
リ
甲
乙
丙
ノ
三
社
合
併
ノ
為
新
タ
ニ
丁
地
ヲ
ト

シ
境
内
ト
為
サ
ソ
ト
ス
ル
場
合
モ
可
有
之
右
ハ
其
ノ
丁
地
二
於
テ
合
併
ス
ル



モ
ノ
ニ
候
得
者
甲
乙
丙
参
社
ノ
跡
地
ハ
明
治
三
拾
九
年
勅
令
第
二
百
二
拾
号

二
依
ツ
無
代
譲
与
可
相
成
候
条
御
了
承
相
成
度
此
如
及
通
牒
候
也

　
郡
社
第
沼
九
号
、
郡
社
第
九
一
号
に
相
当
す
る
県
通
牒
は
見
る
こ
と
は
で
き

な
か
つ
た
。

　
　
明
治
四
一
年
一
月
二
五
日
郡
社
第
四
九
号
、
．
．
町
村
長
宛

　
　
神
社
合
併
又
ハ
移
転
許
可
ノ
後
其
ノ
社
有
二
係
リ
シ
境
内
民
有
地
第
二
種

　
二
属
ス
ル
モ
ノ
ハ
合
併
又
ハ
移
転
先
神
社
ノ
境
外
地
ト
可
相
成
モ
ノ
ニ
付
名

儀
変
更
ソ
登
記
ヲ
ナ
シ
尚
地
種
組
替
地
目
変
換
地
価
設
定
ノ
上
届
出
サ
セ
又

　
民
有
地
第
一
種
ノ
モ
ノ
ト
難
モ
更
二
地
目
地
価
ノ
届
出
ヲ
要
シ
候
条
右
様
御

　
取
扱
相
成
度
此
如
及
通
牒
候
也

　
明
治
四
一
年
二
月
一
八
日
郡
社
第
九
一
号
は
内
務
省
社
甲
第
一
号
の
移
牒
で

あ
る
と
と
も
に
、
別
紙
と
し
て
神
社
合
併
（
移
転
）
願
等
の
書
式
が
添
え
ら
れ
て

い
る
。

　
　
明
治
四
一
年
二
月
一
八
日
郡
社
第
九
一
号
、
各
町
村
長
宛

　
　
従
来
合
杷
配
杞
ノ
区
別
合
殿
相
殿
え
称
呼
及
社
号
社
格
由
緒
ノ
得
喪
等
二

　
関
シ
取
扱
方
区
区
二
渉
リ
往
々
誤
解
ヲ
生
ス
ル
向
モ
有
之
候
条
左
記
ノ
通
リ

　
御
承
知
相
成
度
其
筋
ヨ
リ
通
牒
ノ
次
第
モ
有
之
此
段
及
通
牒
候
也

　
　
　
記

　
　
（
内
務
省
社
甲
第
一
号
、
記
載
省
略
）

　
　
（
別
紙
）

　
　
　
神
社
合
併
（
移
転
）
願

　
　
　
明
治
末
期
の
神
社
整
理

　
諏
訪
郡
何
町
（
村
）
大
字
何
字
何
鎮
座

　
　
　
　
　
　
　
無
格
社
、
何
々
神
社

　
諏
訪
郡
何
町
（
村
）
大
字
何
字
何
鎮
座

　
　
　
　
　
　
　
無
格
社
　
何
々
神
社

　
諏
訪
郡
何
町
（
村
）
大
字
何
字
何
鎮
座

　
　
　
　
　
　
　
無
格
社
何
々
神
社

　
右
今
般
本
村
大
字
何
字
何
鎮
座
郷
（
村
）
社
何
神
社
へ
合
併
（
何
神
社
へ
移

転
）
致
度
就
テ
ハ
該
費
用
ハ
氏
子
（
信
徒
）
二
於
テ
負
担
シ
又
合
併
（
移
転
）
跡

地
二
対
ス
ル
総
テ
ノ
権
利
義
務
ハ
合
併
（
移
転
）
先
神
社
ノ
管
理
二
属
シ
候
条

御
許
可
相
成
度
別
紙
合
併
（
移
転
）
後
ノ
神
社
明
細
書
及
関
係
書
類
相
添
へ
此

段
相
願
候
也

　
　
右
郷
（
村
）
社
何
神
社
氏
子
総
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
　
某
　
印

　
明
治
年
月
日
　
何
某
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
　
某
　
印

　
　
　
社
司
（
社
掌
）
　
何
某
印

　
　
右
無
格
社
何
々
社
信
徒
（
氏
子
）
総
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
　
某
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
　
某
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
　
某
　
印

　
　
　
　
　
　
　
社
掌
　
　
何
　
某
　
印

　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
神
社
数
二
応
ジ
列
記
ス
ル
コ
ト
）

凛
知
事
宛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
　
（
，
一
三
六
査
）
，



　
　
明
治
末
期
の
神
社
整
理

　
（
注
意
）
本
願
書
ハ
弐
通
ヲ
要
ス

長
野
県
管
下
信
濃
国
諏
訪
郡
何
町
（
村
）
大
字
何
字
何

　
　
何
社
　
何
々
神
社

一
、
祭
神
何
々
々
（
合
併
い
此
祭
神
ヲ
列
記
ス
ル
コ
ト
）

輔
、
由
緒
何
々
々

一
、
社
殿
間
数

本
殿
離
鵬
簸

拝
轟
鵤
醐
簸

祝
詞
轟
鵤
闇
簸

鳥
轟
鵤
難
駅

一
、
境
内
坪
数
並
地
種
　
何
百
何
十
坪
官
有
地
第
何
種

一
、
境
内
神
社
幾
社
（
境
内
移
転
ハ
其
神
社
数
ヲ
列
記
ス
ル
コ
ト
）

　
何
神
社

　
　
　
祭
神
　
何
々
々

　
　
　
由
緒
　
何
々
々

　
　
　
社
殿
　
石
桐
　
間
口
何
間
何
尺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
奥
行
何
間
何
尺

一
．
境
外
所
有
地

　
　
何
番
地
字
何
　
田
反
別
何
々
　
地
価
金
何
々

　
　
何
番
地
字
何
　
畑
反
別
何
々
　
地
価
金
何
々

　
　
何
番
地
字
何
　
山
林
反
別
何
々
地
価
金
何
々

　
　
何
番
地
字
何
　
宅
地
反
別
何
々
地
価
金
何
々

八
二
　
　
（
＝
壬
ハ
六
）

り
、
媛
子
戸
数
何
百
戸

一
、
管
轄
庁
迄
ノ
距
離
何
十
何
里
何
町
余

　
右
之
通
相
違
無
之
候
也

　
　
　
　
　
　
右
民
子
総
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
　
某
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
　
某
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
　
某
　
印

　
　
　
社
司
（
社
掌
）
何
某
印

県
知
事
宛

　
（
注
意
）
明
細
書
調
整
（
明
治
十
四
年
頃
）
後
境
外
所
有
地
二
異
動
ヲ
生
シ
タ

ル
モ
ノ
別
二
異
動
ノ
事
由
ヲ
詳
記
シ
タ
ル
書
類
添
付
ノ
事

神
社
合
併
（
移
転
）
跡
地
取
調
書

諏
訪
郡
何
町
（
村
）
何
番
地
字
何
々

　
一
、
何
反
別
何
々
　
無
格
社
　
何
神
社
跡
地

同
郡
同
町
（
村
）
何
番
地
字
何
々

　
一
、
何
反
別
何
々
　
無
格
社
　
何
神
社
跡
地

右
之
通
り
候
也

合
併
（
移
転
）
神
社
跡
地
譲
与
願

諏
訪
郡
何
町
（
村
）
大
字
何
字
何
何
番
地

　
輔
、
台
帳
反
別
何
程
　
何
々
神
社
敷
地

諏
訪
郡
何
町
（
村
）
大
字
何
字
何
何
番
地

　
輔
、
台
帳
反
別
何
程
　
何
々
神
社
敷
地



　
一
、
地
上
立
木
何
本

　
明
治
何
年
何
月
何
日
付
長
野
県
指
令
二
甲
発
第
何
号
御
許
可
　
右
ハ
村
社

何
々
神
社
へ
合
併
（
何
々
神
社
境
内
へ
移
転
）
跡
地
二
有
之
候
処
該
地
二
対
ス

ル
権
利
義
務
ハ
合
併
（
移
転
）
先
神
社
ノ
管
理
二
属
ス
ル
条
件
二
基
キ
此
跡
地

ハ
村
社
何
々
神
社
ノ
境
外
社
有
地
二
譲
渡
ヲ
受
ケ
本
社
ノ
基
本
財
産
二
編
入

致
度
候
間
譲
渡
ノ
儀
御
許
可
被
成
下
度
別
紙
書
類
相
添
へ
此
段
柑
願
候
也

　
諏
訪
郡
何
町
（
村
）
何
々
神
社
氏
子
総
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
　
某
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
　
某
　
印

　
　
　
　
　
　
社
司
（
掌
）
何
某
印

　
明
治
何
年
何
月
何
日

　
県
知
事
宛

　
（
注
意
）
立
木
伐
採
ハ
更
二
県
知
事
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ル
コ
ト

立
木
取
調
書

跡
　
　
　
地

何
々
社
跡

樹
種
・
樹
数

松
壱

　
　
長

何
間
何
尺
何
本

目
　
逢
　
リ

何
尺
何
寸

右
之
通
・
一
』
候
也

諏
訪
郡
何
町
（
村
）
大
字
何
字
何
何
番
地

無
格
祖
何
々
社
跡
地
図
面

　
珊
治
末
期
の
神
社
整
理

（
注
意
）
此
図
ハ
町
村
役
場
ノ
分
間
地
図
二
依
リ
謄
写
ス
ル
事

　
　
価
格
調
査
書

　
　
諏
訪
郡
何
町
（
村
）
大
字
何
字
何
何
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
々
社
　
敷
地

　
、
反
別
何
々

　
　
此
価
格

金
何
円
　
但
壱
坪
二
付
金
何
円

　
、
地
立
立
木
　
何
百
何
拾
本

　
　
此
価
格
　
金
何
円
　
別
紙
価
格
明
細
書
ノ
通
リ

、
何
々
　
何

　
　
此
価
格
　
金
何
円

　
（
以
下
神
社
数
二
応
ジ
列
記
ス
ル
コ
ト
）

　
右
相
当
価
格
ト
認
メ
候
也

　
明
治
．
年
　
月
　
日

　
　
　
諏
訪
郡
何
町
（
村
）
長
氏
名
印

　
（
注
意
）
土
地
ハ
近
隣
類
地
ノ
売
買
価
格
二
依
リ
相
当
価
格
ヲ
定
メ
立
木
ハ

用
材
及
薪
炭
材
二
区
別
シ
之
昌
対
ス
ル
単
価
ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト

　
学
乙
発
第
三
七
号
は
明
治
四
〇
年
一
一
月
三
〇
日
学
乙
発
第
三
七
号
の
趣
旨

を
別
の
側
面
か
ら
補
強
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
存
続
見
込
無
キ
モ
ノ
』
と
は

何
を
意
味
す
る
か
、
ヒ
れ
は
「
存
続
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
も
の
」
の
意
味
と
解

さ
れ
る
。

　
　
明
治
四
一
年
三
月
一
八
日
学
乙
発
第
三
七
号
、
郡
長
宛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
　
2
、
三
六
七
）



　
　
明
治
宋
期
の
神
社
整
理

　
神
社
ノ
整
理
ハ
内
規
二
依
リ
着
々
其
歩
ヲ
進
メ
ッ
ツ
有
之
候
趣
二
候
処
存

続
見
込
無
キ
モ
ノ
ニ
対
シ
テ
ハ
社
殿
ノ
建
設
境
内
ノ
設
備
維
持
財
産
之
造
成

等
ハ
為
サ
シ
メ
サ
ル
様
御
留
意
ノ
上
可
然
御
措
置
相
成
度
此
段
及
通
牒
候
也

　
明
治
四
一
年
三
月
二
四
日
学
甲
発
第
三
一
号
は
会
計
規
則
適
用
神
社
と
合
併

移
転
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
明
治
四
〇
年
一
一
月
一
九
日
学
乙
発
第
三
四
号

参
照
。

　
　
明
治
四
一
年
三
月
二
四
日
学
甲
発
第
三
一
号
、
郡
長
宛

　
　
県
社
以
下
神
社
会
計
規
則
全
部
ヲ
適
用
ス
ヘ
キ
神
社
今
回
指
定
相
成
候
処

　
右
ハ
合
併
移
転
ヲ
妨
ゲ
ザ
ル
ノ
、
・
・
ナ
ラ
ズ
尚
今
後
指
定
ヲ
要
ス
ル
見
込
ノ
モ

　
ノ
ハ
其
ノ
社
入
ト
参
拝
者
ノ
模
様
御
報
告
相
成
度
此
如
及
通
牒
候
也

　
明
治
四
一
年
三
月
二
〇
旧
郡
社
第
一
七
一
号
に
相
当
す
る
県
通
牒
は
見
る
こ

と
は
で
き
な
か
つ
た
。

　
　
明
治
四
一
年
三
月
二
〇
日
郡
社
第
一
七
一
号
、
各
町
村
長
宛

　
　
県
社
以
下
神
社
ノ
所
有
土
地
及
立
木
売
却
ノ
儀
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ニ

　
シ
テ
其
出
願
ノ
際
区
若
ク
ハ
部
落
有
二
特
売
ス
ベ
キ
モ
ノ
ノ
外
総
テ
当
該
神

　
社
二
於
テ
便
宜
ノ
方
法
二
依
リ
公
売
二
付
セ
シ
ム
ル
様
御
取
計
相
成
度
此
如

及
通
牒
候
也

八
四
　
　
（
コ
ニ
六
八
）

格
の
実
査
報
告
を
求
め
て
い
る
。

　
学
乙
発
第
一
〇
号
も
立
木
処
分
方
法
、
調
査
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
明
治
四
扁
年
五
月
二
〇
日
学
乙
収
第
七
四
号
、
各
郡
市
長
宛

　
　
神
社
寺
院
仏
堂
ノ
跡
地
譲
与
出
願
ノ
場
合
ハ
左
ノ
事
項
実
査
ヲ
遂
ヶ
御
添

　
申
相
成
度
此
如
及
通
牒
候
也

　
　
　
　
記

　
　
一
、
土
地
ノ
実
況
及
価
格

　
　
親
地
林
地
原
野
等
ノ
実
況
ヲ
記
シ
近
傍
類
地
ノ
実
際
売
買
価
格
ノ
根
拠
ヲ

　
調
査
ス
ベ
キ
コ
ト

　
　
ニ
、
立
木
及
価
格

　
　
樹
葉
瞥
通
婁
蔑
単
価
及
（
蔽
握
．
）
用
材
薪
材
ノ
別
善
総

　
価
格
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト

　
明
治
四
一
年
六
月
三
日
学
乙
発
第
一
〇
号
、
各
郡
市
長
宛

　
神
社
合
併
ニ
ョ
リ
不
用
二
帰
シ
タ
ル
境
内
民
有
跡
地
ニ
シ
テ
共
有
若
ク
ハ

一
私
人
ノ
所
有
ハ
素
ヨ
リ
其
所
有
者
二
還
付
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
モ
其
地
上
ニ

ア
ル
立
木
ハ
民
法
第
百
六
十
三
条
二
依
リ
神
社
昌
於
テ
権
利
ヲ
取
得
シ
居
ル

モ
ノ
ト
存
候
右
出
願
之
際
ハ
立
木
処
分
方
法
御
調
査
相
成
度
此
段
及
通
牒
候

也

　
学
乙
発
第
七
四
号
の
調
査
の
目
的
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
神
社
の
合

併
整
理
に
関
し
て
立
木
類
の
売
買
に
よ
る
「
不
正
」
が
あ
る
と
い
う
非
難
が
当

時
あ
つ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
跡
地
に
関
す
る
土
地
の
実
況
及
価
格
、
立
木
及
価

　
約
一
ケ
年
間
合
併
関
係
の
県
通
牒
は
不
明
で
あ
る
が
、
郡
通
牒
は
存
す
る
こ

と
か
ら
み
て
、
当
然
県
通
牒
等
も
あ
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
明
治
四
一
年
八
月
六
日
郡
社
第
四
二
四
号
、
各
町
村
長
宛



　
従
来
神
社
寺
院
仏
堂
合
併
ノ
移
転
願
書
二
予
定
明
細
帳
添
付
セ
シ
メ
候
処

境
内
ヲ
新
設
シ
合
併
移
転
ス
ル
モ
ノ
ノ
外
今
般
添
付
セ
サ
ル
モ
差
支
へ
無
之

候
条
此
段
及
通
牒
候
也

　
追
テ
合
併
移
転
官
有
跡
地
及
立
木
ノ
処
分
方
法
ハ
添
付
ヲ
要
セ
ズ
候
条
申

添
候
也

　
明
治
四
二
年
三
月
二
四
日
郡
社
第
九
四
号
は
神
社
整
理
の
進
行
が
円
滑
に
運

ば
れ
な
い
事
実
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
明
治
四
二
年
三
月
二
四
日
郡
社
第
九
四
号
、
湖
南
村
長
宛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
神
社
整
理
二
関
シ
客
月
十
九
日
及
本
月
九
日
社
第
九
四
号
ヲ
以
テ
及
依
命

　
通
牒
置
候
二
付
既
二
相
当
御
取
運
相
成
候
事
ト
ハ
被
存
候
へ
共
其
経
過
具
体

　
的
詳
記
シ
本
月
二
八
日
迄
二
御
回
報
相
成
度
此
段
及
照
会
候
也

　
郡
長
会
議
に
知
事
に
よ
つ
て
提
出
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
し
て
左
に
示
す
「
指

示
事
項
」
が
明
治
四
二
年
五
月
六
日
に
担
当
課
に
よ
つ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。

神
社
合
併
の
目
的
、
経
過
等
に
つ
い
て
県
の
考
え
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
．

　
神
社
合
併
に
関
し
て
は
特
に
「
左
記
数
項
ノ
如
キ
既
二
夫
々
留
意
セ
ラ
ル
ル

所
ナ
リ
ト
錐
モ
尚
為
念
各
位
ノ
顧
慮
ヲ
煩
ハ
サ
ソ
ト
欲
ス
」
と
し
て
、
従
来
の

合
併
促
進
施
策
に
つ
い
て
の
反
省
を
す
る
。

　
ω
基
本
財
産
蓄
積
の
有
無
を
合
併
標
準
と
す
る
傾
向
が
あ
つ
た
こ
と
、

　
⑧
地
域
的
条
件
を
加
味
し
て
神
社
合
併
を
促
進
す
る
必
要
の
あ
つ
た
こ
と
．

特
に
参
詣
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
広
域
に
わ
た
る
神
社
の
合
併
を
為
し
た
傾
向

が
あ
っ
…
た
。
す
な
わ
ち
地
域
に
よ
つ
て
、
例
え
ば
山
問
僻
遠
の
地
域
の
．
神
社

　
　
　
明
治
末
期
の
神
社
整
理

密
度
が
低
く
な
り
過
ぎ
た
こ
と
、

　
㈹
跡
地
の
立
木
伐
採
に
つ
い
て
配
慮
す
べ
ぎ
で
あ
つ
た
こ
と
、

　
右
等
の
点
に
つ
い
て
は
通
牒
等
に
よ
つ
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
な
お
充
分

な
効
果
は
無
か
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
神
社
整
理
の
強
行
に
対
し
て
は
「
実
況
如
何
二
鑑
み
ー
」
と
い
う
よ

う
な
後
退
と
も
云
え
る
側
面
を
み
せ
て
い
る
こ
と
に
は
当
時
の
神
社
整
理
断
行

に
関
し
て
の
風
潮
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
あ
く
ま
で
神
社
の
整

理
を
実
行
し
て
ゆ
く
と
い
う
基
本
方
針
に
は
変
り
は
な
い
。

　
ま
た
郷
社
以
下
神
社
の
減
社
数
に
つ
い
て
郡
市
別
に
表
示
す
る
。
郷
社
以
下

神
社
増
減
表
は
帝
国
統
計
年
鑑
の
数
字
と
は
異
な
る
。

　
　
指
示
事
項

　
　
神
社
合
併
二
関
ス
ル
件

　
　
県
社
以
下
神
社
ニ
シ
テ
格
別
ノ
由
緒
ナ
ク
規
模
狭
小
ニ
シ
テ
且
ツ
神
職
ノ

　
常
置
ナ
ク
氏
子
崇
敬
者
二
於
テ
モ
其
維
持
二
堪
ヘ
ス
随
テ
神
社
ノ
体
面
ヲ
維

　
持
シ
難
ク
崇
敬
ノ
実
ヲ
挙
ク
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
ハ
可
成
合
併
シ
テ
神
社

　
将
来
ノ
発
展
ヲ
期
ス
ヘ
キ
様
屡
々
訓
示
シ
尚
通
牒
セ
シ
ニ
ョ
リ
爾
来
各
地
二

　
行
ハ
ル
ル
神
社
整
理
ハ
此
方
針
ノ
結
果
二
外
ナ
ラ
サ
ル
ヘ
ク
之
二
依
リ
テ
益

　
々
敬
神
ノ
念
ヲ
厚
カ
ラ
シ
メ
又
之
二
由
リ
テ
神
社
ノ
興
隆
ヲ
期
ス
ル
ヲ
得
ヘ

　
キ
ハ
予
ノ
深
ク
信
ス
ル
処
ナ
リ

　
　
神
社
ハ
世
道
人
心
ト
ノ
関
係
最
モ
密
遍
ナ
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
二
其
措
置
ノ

　
宜
シ
キ
ヲ
得
ル
ト
否
ト
ハ
直
接
神
社
ノ
隆
替
二
関
係
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
郷
党

　
隣
保
ノ
揖
睦
ニ
モ
影
響
モ
ス
ル
所
多
大
ナ
ル
ハ
今
更
言
ヲ
倹
タ
ス
故
二
将
来

　
ノ
整
理
二
就
テ
ハ
神
社
ノ
由
緒
ト
維
持
ノ
方
法
ト
ニ
加
ヘ
テ
常
二
実
況
如
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
　
　
（
二
壬
ハ
九
）



　
　
明
治
末
期
の
神
社
整
理

二
鑑
町
慎
重
ナ
ル
調
査
ヲ
重
ネ
一
層
周
到
ナ
ル
注
意
ヲ
加
ヘ
テ
レ
ソ
コ
ト
ヲ

望
ム
特
二
左
記
数
項
ノ
如
キ
既
二
夫
々
留
意
セ
ラ
ル
ル
所
ナ
リ
ト
難
モ
尚
為

念
各
位
ノ
顧
慮
ヲ
煩
ハ
サ
ン
ト
欲
ス

　
一
、
今
日
二
在
リ
テ
ハ
県
社
以
下
ノ
神
社
ハ
氏
子
崇
敬
者
ノ
崇
敬
二
依
リ

テ
存
立
シ
之
ガ
維
持
経
営
ノ
為
メ
ニ
要
ス
ル
経
費
ノ
如
キ
モ
慣
習
二
依
リ
氏

子
崇
敬
者
ノ
醸
出
ス
ル
金
穀
ヲ
以
テ
之
ヲ
支
辮
シ
氏
子
崇
敬
者
ハ
神
社
ノ
維

持
ヲ
計
ル
ヘ
キ
慣
習
上
ノ
義
務
ヲ
有
ス
ル
ガ
故
二
万
一
基
本
財
産
蓄
積
ノ
有

無
ノ
ミ
ヲ
以
テ
直
二
維
持
ノ
難
否
ヲ
定
メ
是
ヲ
唯
一
ノ
標
準
ト
シ
テ
神
社
ノ

存
廃
ヲ
決
セ
ン
ト
ス
ル
カ
如
キ
〕
ト
ア
リ
テ
ハ
往
々
昌
シ
テ
神
社
ノ
実
情
二

適
セ
サ
ル
ノ
憾
ナ
キ
ヲ
保
セ
ス
基
本
財
産
ハ
素
ヨ
リ
神
社
維
持
ノ
良
法
タ
リ

ト
錐
モ
其
氏
子
又
ハ
崇
敬
者
ノ
協
力
二
依
テ
能
ク
神
社
ノ
体
面
ヲ
保
持
シ
崇

敬
ノ
実
ヲ
挙
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ア
ル
モ
ノ
ア
ル
ニ
拘
ハ
ラ
ス
余
リ
急
激
一
二

定
ノ
基
本
財
産
ヲ
造
成
セ
シ
メ
ソ
ガ
為
メ
強
テ
合
併
ノ
止
ム
ナ
キ
ニ
至
ラ
シ

ム
ル
ガ
如
キ
ハ
考
慮
ヲ
要
ス
ル
ベ
シ
ト
信
ス

　
ニ
、
合
併
二
依
リ
廃
頽
セ
ル
神
社
ノ
数
ヲ
減
シ
存
続
ノ
神
社
ヲ
シ
テ
其
結

構
ノ
完
備
ヲ
謀
リ
一
層
敬
神
ノ
念
ヲ
厚
カ
シ
延
テ
一
般
民
心
ノ
統
一
緯
睦
ヲ

来
シ
タ
ル
善
例
各
地
二
其
事
ノ
少
カ
ラ
サ
ル
ハ
予
ノ
満
足
ス
ル
所
ナ
リ
ト
難

モ
若
シ
単
二
神
社
ノ
数
ヲ
減
シ
結
構
ノ
完
備
ヲ
期
ス
ル
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ナ

ル
ノ
結
果
深
ク
土
地
ノ
状
況
ヲ
モ
察
セ
ス
偏
二
社
殿
ト
境
域
ト
ノ
ミ
ヲ
標
準

ト
シ
テ
強
テ
神
社
ノ
合
併
ヲ
為
サ
シ
メ
ン
ト
セ
ハ
山
間
僻
遠
ノ
地
ニ
ア
リ
テ

ハ
或
ハ
老
幼
女
ヲ
シ
テ
参
拝
ノ
便
ヲ
失
ハ
シ
メ
甚
シ
キ
ニ
至
リ
テ
ハ
数
里
ノ

外
二
出
テ
サ
レ
バ
氏
神
二
詣
ル
コ
ト
能
ハ
ス
此
ノ
如
キ
ハ
宜
ク
地
理
ノ
関
係

ヲ
審
査
シ
人
民
ヲ
シ
テ
神
社
崇
敬
ノ
意
ヲ
致
サ
シ
ム
ル
ニ
於
テ
更
二
遺
憾
ナ

八
六
　
　
（
＝
二
七
〇
）

キ
措
置
二
出
ズ
ル
ヲ
要
ス

　
三
講
神
社
合
併
ノ
結
果
二
依
ル
跡
地
ノ
処
分
ハ
合
併
先
神
社
二
対
ス
ル
崇

敬
心
ノ
集
中
、
基
金
造
成
財
務
整
理
ノ
必
要
其
他
四
囲
ノ
状
況
等
各
種
ノ
事

情
ヲ
参
酌
ス
ヘ
キ
ハ
素
ヨ
リ
言
ヲ
侯
タ
ス
ト
錐
モ
若
シ
其
跡
地
ノ
樹
木
ヲ
伐

採
ス
ル
カ
為
メ
其
地
方
ノ
風
致
ノ
段
損
シ
又
古
来
ノ
勝
地
史
跡
ヲ
滅
ス
ル
カ

如
キ
モ
ノ
ニ
ア
リ
テ
ハ
特
二
其
保
存
ヲ
務
ム
ル
ト
共
二
栽
植
保
護
ヲ
怠
ラ
サ

ル
コ
ト
ニ
注
意
ス
ル
ヲ
要
ス

　
神
社
二
関
ス
ル
件

　
神
社
ノ
合
併
二
力
ヲ
致
ス
ヘ
キ
ハ
従
来
屡
々
訓
示
シ
尚
之
二
関
シ
テ
ハ
特

　
二
訓
令
ヲ
発
シ
タ
ル
処
惟
フ
ニ
殊
二
神
社
二
関
ス
ル
行
政
ハ
其
ノ
慣
例
沿
革

ノ
縁
由
二
依
リ
氏
子
信
徒
ノ
感
情
ヲ
善
導
シ
徐
二
其
ノ
理
性
二
訴
ヘ
テ
之
レ

ヲ
処
理
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
係
リ
単
二
一
片
ノ
理
論
ニ
ノ
ミ
拠
リ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ニ

　
ア
ラ
サ
ル
ハ
諸
君
ノ
已
二
経
験
ス
ル
処
ナ
ル
ヘ
シ

　
諸
君
ハ
宜
シ
ク
旨
ヲ
体
シ
不
擁
不
屈
予
テ
指
示
シ
タ
ル
所
二
依
リ
其
歩
調

　
ヲ
一
ニ
シ
テ
之
レ
カ
整
理
ヲ
遂
ゲ
以
テ
神
社
崇
敬
ノ
実
ヲ
挙
ケ
シ
メ
ン
コ
ト

　
ヲ
努
ム
ル
ヲ
要
ス

　
参
考
ノ
為
メ
各
郡
市
神
社
整
理
二
依
リ
減
社
シ
タ
ル
員
数
及
現
在
社
数
員

数
ヲ
添
フ

　
明
治
四
二
年
九
月
一
一
日
郡
社
第
四
〇
一
号
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
な
お
扁

層
の
整
理
促
進
を
町
村
に
通
牒
す
る
。
こ
の
時
期
に
は
県
段
階
で
は
む
し
ろ
後

退
の
趨
勢
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
明
治
四
二
年
九
月
一
一
日
郡
社
第
四
〇
一
号
、
各
町
村
長
宛



一郷社以下神社増減表一

＞
在
　
計

現日　　
　
無
格
社

月　年42

村
社

治明く
　
郷
，
社

　
　

明
数

至
社
　
計

日
減

■
日

月
4
無
格
社

4
月

年
4

41

年
村
社

治
4
2

明
治自

　
郷
社

く
　在

　
　
計

現　1
　
無
格
社

月　
年
　
村
社

40治
明
　
郷
社

＜

200

336

575

436

275

219

86

487

116

112

138

93

108

152

349

73

20

30

118

216

421

306

117

111

49

340

55

20

46

45

44

63

163

21

14

18

76

114

140

127

155

204

36

143

6
6
1
4

59

92

83

43

58

79

174

47

　　5

10

3
3
4
1
4
2
　
9
5
6
10

12512

82

85

218

135

450

48

42

227

44

204

348

114

167

69

469

70

　　7

　　3

10　　72

5　　80

20　198

7　128

19　421

17　　31

6　　36

17　210

2　　42

15　189

20　328

12　102

14　1153

29　　40

39　430

33　　57

　　　　　　7

1　　2

390593　『1615　　21672782276　2506

282

421

793

571

725

367

128

714

160

316

486

207

275

221

218

143

　27

　22

6687

190

196

619

434

528

142

85

550

97

209

374

147

197

103

593

58

21

20

86

119

160

135

184

221

42

160

61

107

103

55

72

108

213

80

　　5

11

6
6
1
4
2
3
4
1
4
2
　
9
5
5
10

1251

2

91　　1923　　4673

南佐久郡

北佐久郡

小県郡
諏訪郡
上伊那郡

下伊那郡

西筑摩郡

東筑摩郡

南安曇郡

北安曇郡

更級郡
植科郡
上高井郡

下高井郡

上水内郡

下水内郡

長野市
松本市

　計

明
治
末
期
の
神
社
整
理

　
神
社
整
理
二
関
シ
テ
ハ
明
治
四
十
年
来
屡
々
訓
示
又
ハ
通
牒

ノ
次
第
モ
有
之
着
々
其
成
蹟
ノ
見
ル
ベ
キ
モ
ノ
ア
リ
殊
二
大
体

ノ
方
針
二
付
テ
ハ
神
社
整
理
内
規
ニ
ヨ
リ
夫
々
御
計
画
相
当
御

措
置
相
成
居
候
事
ト
ハ
被
存
候
得
共
素
ヨ
リ
短
日
月
ヲ
以
テ
能

ク
其
成
蹟
ヲ
挙
ク
ル
ハ
至
難
ノ
事
二
属
シ
自
然
勧
誘
手
段
ノ
緩

慢
二
流
ル
ル
嫌
ナ
キ
ヲ
保
セ
ズ
随
テ
最
初
ノ
計
画
一
二
頓
座
ヲ

来
シ
整
理
ノ
実
蹟
ヲ
見
ル
不
能
ノ
向
モ
有
之
哉
二
被
存
候
幸
ヒ

本
年
ハ
農
蚕
業
ノ
豊
穣
モ
予
想
ス
ル
ヲ
得
タ
リ
就
テ
ハ
此
好
機

ヲ
利
用
シ
一
層
之
ヲ
善
導
シ
理
想
二
近
キ
整
理
ヲ
為
サ
シ
メ
候

様
致
度
為
念
特
二
此
段
及
通
牒
候
也

　
明
治
四
二
年
に
入
る
と
そ
れ
以
前
と
比
ぺ
合
併
促
進
の
勢
力
は

弱
ま
つ
て
は
い
る
が
、
こ
れ
は
既
に
整
理
が
一
段
落
し
た
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
う
で
は
な
く
別
の
原
因
に
因

る
も
の
か
、
今
は
措
く
と
し
て
、
明
治
四
二
年
一
一
月
ニ
ハ
日
学

乙
発
第
三
二
号
は
従
来
の
方
針
と
は
異
な
り
焦
点
が
移
動
し
て
い

る
。

　
す
な
わ
ち
「
非
公
認
神
社
」
（
私
邸
内
神
桐
）
の
整
理
が
問
題
と

な
る
。
神
社
整
理
に
あ
た
つ
て
「
先
以
テ
非
公
認
神
社
を
整
理
ス

ル
必
要
ア
リ
」
と
す
る
方
針
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は

本
通
牒
で
始
め
て
触
れ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
神
社
整
理
施
策
の

性
格
の
一
端
を
窺
が
わ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
「
公

認
神
社
」
の
減
少
が
第
一
の
目
的
で
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
　
（
＝
二
七
一
）



　
　
　
明
治
末
期
の
神
社
整
理

ウ
、
む
し
ろ
非
公
認
神
社
は
問
題
外
で
あ
つ
た
が
、
整
理
施
策
に
対
す
る
反
抗

の
強
く
な
つ
た
時
点
に
お
い
て
此
の
よ
う
な
通
牒
の
発
せ
ら
れ
た
こ
と
は
整
理

施
策
の
目
的
の
奈
辺
に
あ
つ
た
か
を
推
察
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
明
治
四
二
年
一
一
月
一
六
日
学
乙
発
第
三
二
号

　
　
県
社
以
下
ノ
神
社
ヲ
整
理
ス
ル
ニ
ハ
先
以
テ
非
公
認
神
社
ヲ
整
理
ス
ル
必

　
要
ア
リ
過
般
主
任
召
集
ノ
際
其
ノ
旨
指
示
相
成
候
処
右
ハ
貴
衛
若
ハ
町
村
役

　
場
二
於
テ
其
ノ
関
係
者
ヲ
召
換
シ
厳
重
示
達
シ
相
当
期
限
ヲ
与
へ
私
邸
内
神

　
桐
ト
為
ス
設
備
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
カ
或
ハ
廃
社
又
ハ
祭
神
増
加
ノ
手
続
ヲ
為
サ

　
シ
ム
ル
受
書
ヲ
徴
シ
而
シ
テ
其
ノ
期
限
二
至
ル
モ
応
ゼ
サ
ル
ト
キ
ハ
貴
官
ヨ

　
リ
所
轄
警
察
官
署
二
通
知
シ
公
衆
ノ
参
拝
ヲ
停
止
ス
ル
様
御
取
計
相
成
度
依

　
命
此
段
及
通
牒
候
也

　
明
治
四
三
年
一
月
一
五
日
郡
社
第
七
三
号

　
神
社
合
併
跡
地
譲
与
ニ
ヨ
ル
所
有
権
移
転
登
記
請
求
ノ
場
合
二
於
ケ
ル
登

録
税
ノ
算
出
従
来
区
々
二
渉
リ
往
々
過
不
足
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
有
之
、
取
扱
上

差
支
候
条
爾
来
右
登
記
請
求
二
際
シ
テ
ハ
左
記
二
依
リ
登
録
税
ヲ
算
出
請
求

書
二
記
載
シ
之
二
相
当
ス
ル
収
入
印
紙
ヲ
添
へ
提
出
候
様
御
示
シ
置
相
成
度

此
如
及
通
牒
候
也

　
　
　
記

　
一
、
土
地
ノ
価
格
ハ
譲
与
ヲ
出
願
シ
タ
ル
当
時
ノ
価
格
二
因
ル
コ
ト

　
一
、
数
筆
ノ
土
地
二
対
シ
登
記
請
求
ノ
場
合
ハ
一
筆
二
価
格
ノ
記
載
ヲ
要

ス
ル
モ
登
録
税
ノ
算
出
ハ
合
計
価
格
二
因
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
　
　
（
一
三
七
二
）

　
明
治
四
三
年
一
月
二
八
日
土
甲
発
第
一
つ
号
は
明
治
四
一
年
五
月
二
〇
目
学

乙
発
第
七
四
号
、
六
月
三
日
学
乙
発
第
一
〇
号
等
と
同
趣
旨
の
跡
地
立
木
処
分

の
件
で
あ
り
、
合
併
の
過
程
に
お
い
て
立
木
類
の
処
分
が
大
き
な
意
味
を
も
つ

た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
明
治
四
三
年
一
月
二
八
日
土
甲
発
第
一
〇
号
、
各
郡
市
長
宛

　
　
明
治
三
十
九
年
勅
令
第
二
百
二
拾
号
二
依
リ
神
社
合
併
跡
地
ノ
譲
与
ヲ
出

　
願
ス
ル
場
合
二
於
テ
其
地
上
立
木
二
対
シ
実
際
ノ
立
木
数
ヨ
リ
少
キ
数
ヲ
願

　
書
二
記
載
ス
ル
向
往
々
有
之
候
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
其
土
地
及
立
木
ノ
譲
与
ヲ
未
タ

　
許
可
セ
ラ
レ
サ
ル
ニ
先
タ
チ
既
二
元
氏
子
総
代
若
ク
ハ
信
徒
総
代
等
二
於
テ

　
壇
二
該
地
上
立
木
ヲ
他
二
売
却
又
ハ
伐
採
シ
若
ク
ハ
該
土
地
ヲ
他
人
二
貸
付

　
又
ハ
売
却
シ
テ
之
ヲ
開
墾
セ
ジ
ム
ル
等
不
都
合
ノ
所
為
二
出
ル
モ
ノ
モ
有
之

　
右
ハ
官
有
地
ノ
管
理
上
ハ
勿
論
神
社
財
産
ノ
整
理
上
支
障
不
　
義
ト
存
候
条

　
右
様
ノ
義
無
之
様
此
際
特
二
御
注
意
置
相
成
度
此
段
及
通
牒
候
也

　
　
追
テ
本
文
土
地
及
立
木
ノ
譲
与
ヲ
受
ケ
タ
ル
後
二
於
テ
モ
該
土
地
及
立
木

　
ノ
処
分
ハ
前
以
テ
許
可
ヲ
受
ク
ヘ
キ
筈
ナ
ル
ニ
万
一
其
手
続
ヲ
怠
リ
若
ク
ハ

　
之
ヲ
履
行
セ
サ
ル
等
ノ
向
有
之
候
テ
ハ
監
督
上
不
都
合
ノ
次
第
二
付
是
亦
右

　
様
ノ
義
無
之
様
併
セ
テ
御
注
意
相
成
度
此
旨
申
添
候
也

　
　
理
由
　
将
来
不
都
合
無
之
様
注
意
ノ
為
メ
前
案
通
牒
相
成
可
然
事

　
明
治
四
三
年
四
月
一
六
日
内
務
大
臣
平
田
東
助
は
地
方
官
会
議
に
於
て
神
社

合
併
に
関
し
て
指
示
し
た
。
（
内
務
省
神
社
局
編
纂
『
神
社
法
令
輯
覧
』
附
録
五
－

六
頁
所
収
、
大
正
一
四
年
一
〇
月
一
七
日
発
行
）

　
地
方
官
会
議
開
催
に
先
立
ち
四
月
七
日
長
野
県
社
寺
兵
事
係
は
地
方
官
会
議



の
資
料
を
整
備
し
た
．
即
ち
本
資
料
に
よ
り
分
明
す
る
こ
と
は
県
郷
社
及
特
殊

の
由
緒
あ
る
も
の
を
除
き
基
本
的
に
は
、
　
』
村
一
社
」
を
実
現
せ
し
め
る
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ン

針
で
あ
つ
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
当
時
の
「
村
」
は
す
で
に
旧
藩
時
代
の

　
ム
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ソ

「
村
」
で
は
な
く
、
一
村
一
社
を
目
標
と
し
た
と
こ
ろ
に
合
併
の
困
難
な
点
が

あ
つ
た
こ
と
は
想
像
す
る
だ
に
難
く
な
い
。

　
　
明
治
四
三
年
四
月
七
日
地
方
官
会
議
ノ
資
料
二
関
ス
ル
件
（
抄
）
、
学
務
課

　
長
よ
り
地
方
課
長
宛

　
　
客
月
九
日
附
ヲ
以
テ
御
照
会
相
成
候
地
方
官
会
議
ノ
資
料
二
関
ス
ル
件
取

　
調
候
処
当
課
社
寺
兵
事
係
二
属
ス
ル
分
別
紙
ノ
通
二
有
之
候
条
可
然
御
取
計

　
相
成
度
此
段
及
回
答
候
也

　
　
三
、
神
社
整
理
二
関
ス
ル
件

　
　
明
治
四
十
年
四
月
一
日
ノ
現
在
当
県
神
社
数
ハ
六
千
七
百
ノ
多
キ
ヲ
計
上

　
シ
タ
リ
シ
カ
之
レ
カ
神
社
中
ニ
ハ
或
ハ
祭
杷
不
完
全
或
ハ
境
内
建
物
等
荒
廃

　
シ
殆
ン
ト
神
社
ノ
体
裁
ヲ
為
サ
ザ
ル
モ
ノ
等
ア
リ
シ
ヲ
以
テ
之
力
整
理
二
心

　
ヲ
致
シ
即
チ
本
県
二
於
テ
ハ
県
郷
社
及
特
殊
ノ
由
緒
ア
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外

一
村
一
社
（
繍
娠
禦
算
。
揮
譜
禦
御
）
ヲ
現
存
セ
シ
ム
ル
方
針
ヲ

　
以
テ
着
々
之
レ
ガ
減
社
ニ
ツ
ト
メ
タ
ル
結
果
昨
四
十
二
年
十
二
月
末
日
迄
二

　
於
テ
ニ
千
七
百
三
十
六
社
ヲ
減
ス
ル
ヲ
得
タ
リ
而
シ
テ
一
方
現
存
セ
シ
ム
ル

　
神
社
二
対
シ
テ
ハ
相
当
ノ
基
本
財
産
ヲ
造
成
セ
シ
メ
又
建
物
ヲ
完
備
シ
以
テ

　
完
全
ナ
ル
神
社
ト
為
サ
ン
コ
ト
ニ
務
メ
ッ
ツ
ア
ル
ヲ
以
テ
遠
カ
ラ
ス
シ
テ
神

　
社
ブ
整
理
モ
完
了
ス
ル
コ
ト
ト
了
ス

朋
治
四
三
年
六
月
二
八
日
郡
社
第
二
六
一
号
、

　
明
治
末
期
の
神
社
整
理

各
町
村
長
宛

　
合
併
神
社
神
職
ノ
任
用
及
氏
子
若
ク
ハ
崇
敬
者
惣
代
ノ
選
定
二
関
シ
別
紙

甲
号
埼
玉
県
知
事
伺
出
二
対
シ
乙
号
ノ
通
リ
内
務
省
神
社
局
長
ヨ
リ
回
答
相

成
タ
ル
旨
通
知
有
之
候
条
為
御
参
考
及
通
牒
候
也

　
く
別
紙
V

（
註
・
記
載
省
略
、
『
神
社
法
令
輯
覧
』
二
九
四
頁
所
収
、
『
最
新
神
社
法
令
要
覧
』
三

　
六
三
頁
所
収
、
神
祇
院
総
務
局
監
輯
、
昭
和
一
六
年
七
月
二
五
日
、
京
文
社
）

　
前
記
地
方
官
会
議
ノ
資
料
に
あ
る
一
村
一
社
が
実
現
す
れ
ば
明
治
四
四
年
一

月
一
二
日
地
乙
発
第
三
号
に
あ
る
部
落
有
財
産
統
一
に
際
し
．
部
落
財
産
を
神

社
に
寄
附
し
神
社
の
財
産
に
名
を
籍
り
て
其
実
依
然
部
落
民
に
於
て
任
意
に
進

退
せ
ん
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
つ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
行
政
村
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ン

統
一
を
計
つ
た
地
方
行
政
の
方
針
に
副
う
意
味
か
ら
も
、
「
村
」
の
神
社
を
「
村
」

　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ン

の
神
社
に
合
併
し
一
村
一
社
の
制
を
定
め
る
こ
と
は
必
要
で
あ
つ
た
．
し
か
し

神
社
を
部
落
か
ら
離
す
こ
と
は
至
難
の
こ
と
で
あ
つ
た
。

　
　
明
治
四
四
年
一
月
一
二
日
地
乙
発
第
三
号

　
　
部
落
有
財
産
統
一
二
際
シ
往
々
多
額
ノ
財
産
ヲ
神
社
二
寄
附
セ
ソ
ト
ス
ル

　
モ
ノ
有
之
候
処
或
ハ
単
二
名
ヲ
神
社
ノ
財
産
二
籍
リ
テ
其
実
依
然
部
落
民
二

　
於
テ
任
意
二
進
退
セ
シ
ト
ス
ル
モ
ノ
有
之
候
様
被
認
候
へ
共
右
ハ
客
年
内
訓

　
第
三
号
ノ
趣
旨
ヲ
没
却
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
神
社
有
財
産
二
対
シ
テ
ハ
夫
々
取

　
締
ノ
途
モ
相
備
リ
居
候
二
付
テ
ハ
如
此
心
得
違
ノ
者
無
之
様
厳
重
御
監
督
相

　
成
度
右
ハ
去
ル
四
十
『
年
七
月
二
十
七
旺
地
乙
発
第
二
七
号
通
牒
ノ
次
第
モ

　
有
之
従
来
充
分
御
注
意
相
成
居
候
義
ト
ハ
存
候
へ
共
為
念
此
段
特
二
及
通
牒

　
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
　
（
一
三
七
三
）



　
　
　
明
治
末
期
の
神
社
整
理

　
明
治
四
四
年
三
月
工
ハ
日
学
乙
発
第
四
三
号
は
神
社
を
一
箇
所
に
集
合
さ
せ

る
こ
と
を
ぜ
が
ひ
で
も
行
う
と
い
う
方
針
が
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し

て
理
解
す
ぺ
ぎ
で
あ
ろ
う
。

　
　
明
治
四
四
年
三
月
一
六
日
学
乙
発
第
四
三
号

　
　
甲
神
社
が
乙
神
社
境
内
・
毒
シ
（
輔
霧
蠣
蟻
嘱
）
又
乞
建

　
ノ
魔
内
神
社
二
合
杷
ス
ル
ト
キ
ハ
甲
神
社
ハ
乙
神
社
二
合
併
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ

　
依
リ
甲
神
社
ノ
財
産
ハ
・
総
テ
乙
神
社
二
帰
属
ス
ル
ハ
勿
論
二
右
之
候
へ
共
甲

　
神
社
力
乙
神
社
境
内
へ
移
転
又
ハ
乙
神
社
ノ
境
内
神
社
二
合
併
シ
タ
ル
原
因

　
ト
シ
テ
ハ
不
動
産
登
記
上
差
支
へ
有
之
候
二
付
爾
今
右
出
願
ノ
場
合
ハ
同
時

　
二
甲
神
社
ノ
財
産
目
録
ヲ
調
製
シ
乙
神
社
二
贈
与
ノ
儀
出
願
セ
シ
メ
ラ
レ
度

　
此
段
及
通
牒
候
也

　
明
治
四
五
年
五
月
八
日
二
甲
発
第
三
輔
号

　
今
回
社
寺
主
任
郡
市
書
記
召
集
之
際
指
示
相
成
タ
ル
神
社
寺
院
仏
堂
明
細

帳
照
合
ノ
件
右
ハ
今
後
ノ
整
理
上
本
月
中
二
照
合
ス
ル
ヲ
便
宜
ト
存
候
此
段

及
通
牒
候
也

　
大
正
六
年
二
月
一
九
日
学
乙
発
第
一
五
号
は
神
社
合
併
等
出
願
に
際
し
．
関

係
神
社
の
神
職
が
両
神
社
神
職
を
兼
務
の
ま
ま
出
願
し
て
よ
い
と
の
こ
と
で
あ

り
、
す
で
に
触
れ
た
が
、
こ
の
時
点
に
於
て
神
職
が
表
面
に
出
て
く
る
と
い
ヲ

こ
と
の
意
味
は
単
に
法
解
釈
上
の
問
題
に
止
ま
ら
な
い
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら

れ
る
．

　
　
大
正
六
年
二
月
一
九
日
学
乙
発
第
、
一
五
号
、
各
郡
市
長
宛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
　
（
一
三
七
四
）

　
神
社
合
併
等
出
願
二
際
シ
同
一
人
ニ
シ
テ
関
係
神
社
ノ
神
職
ヲ
兼
務
シ
之

力
代
表
者
タ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
民
法
ノ
規
定
二
抵
触
ス
ル
ヲ
以
テ
一
時
便
宜

ノ
処
置
ト
シ
テ
其
関
係
神
社
ノ
兼
務
ヲ
解
カ
シ
メ
単
二
氏
子
惣
代
若
シ
ク
ハ

崇
敬
者
惣
代
ノ
連
署
ヲ
以
テ
出
願
セ
シ
メ
ラ
ル
ヘ
キ
旨
明
治
三
十
六
年
四
月

乙
一
発
第
三
八
号
及
同
三
十
七
年
一
月
乙
一
発
第
四
号
ヲ
以
テ
及
通
牒
候
処

右
ノ
場
合
ハ
民
法
第
百
八
条
ノ
適
用
ナ
キ
コ
ト
ニ
其
筋
二
於
テ
決
定
相
成
候

条
自
今
兼
務
ノ
儘
処
理
ナ
サ
シ
ム
ル
ヘ
ク
候
間
其
御
含
ニ
テ
御
取
扱
相
成
度

依
命
此
段
及
通
牒
候
也

　
大
正
七
年
六
月
五
日
社
第
一
二
七
号
を
も
つ
て
の
諏
訪
郡
よ
り
の
照
会
と
そ

れ
へ
の
県
の
回
答
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
簡
単
に
片
付
け
ら
れ
る
事
柄

で
は
な
い
。

　
郡
役
人
の
目
的
は
神
社
数
の
減
少
を
図
る
た
め
に
は
こ
の
よ
う
な
無
格
社
の

廃
社
が
効
率
的
な
措
置
で
あ
る
と
考
え
た
と
思
わ
れ
る
が
、
．
明
治
四
二
年
一
二

且
一
六
日
学
乙
発
第
三
二
号
の
非
公
認
神
社
整
理
に
関
す
る
通
牒
と
共
に
何
故

ま
ず
神
社
整
理
の
当
初
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
整
理
対
象
と
し
な
か
つ
た
か
と
い

う
点
に
問
題
が
あ
る
。
県
の
回
答
は
極
め
て
消
極
的
で
あ
る
。
「
崇
敬
者
挙
テ

廃
社
ヲ
希
望
ス
ル
ガ
如
キ
事
情
ナ
ル
ニ
於
テ
ハ
」
と
い
う
条
件
付
賛
成
で
あ
り
、

ま
た
そ
こ
に
は
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
神
社
整
理
の
方
針
は
変
化
し
て
い
る
と

み
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
大
正
七
年
五
且
一
五
日
内
務
大
臣
水
野
錬
太
郎
は
地
方
官
会
議
に
お
い
て
次

の
よ
う
に
指
示
す
る
。

　
　
穴
神
社
合
併
二
関
ス
ル
件



　
神
社
ノ
合
併
二
関
シ
テ
ハ
従
来
屡
々
各
位
ノ
注
意
ヲ
促
シ
タ
ル
コ
ト
ア
リ

　
シ
モ
其
ノ
趣
旨
尚
徹
底
セ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ
往
々
非
難
ノ
声
ア
ル
ヲ
遺
憾
ト
ス

元
来
神
社
ノ
合
併
ハ
格
別
ノ
由
緒
ナ
ク
且
維
持
ノ
方
途
ヲ
得
ス
シ
テ
廃
頽
二

帰
シ
却
テ
神
威
ヲ
損
ス
ル
カ
如
キ
虞
ア
ル
神
社
二
就
キ
テ
行
ハ
ル
ヘ
キ
モ
ノ

　
ナ
リ
従
来
基
本
財
産
ノ
蓄
積
、
社
殿
等
ノ
完
美
其
ノ
他
跡
地
樹
木
ノ
伐
採
等

　
ヲ
図
ル
カ
為
強
ヒ
テ
合
併
ヲ
行
ハ
ム
ト
ス
ル
カ
如
キ
場
合
若
ハ
合
併
ノ
為
自

　
ラ
崇
敬
心
ヲ
傷
ハ
シ
ム
ル
ノ
傾
向
ア
リ
ト
認
メ
ラ
ル
ル
場
合
等
ニ
ハ
之
ヲ
避

　
ケ
シ
ム
ル
コ
ト
ニ
注
意
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
惟
フ
ニ
神
社
ハ
世
道
人
心
二
関
ス

　
ル
コ
ト
極
メ
テ
密
週
ナ
ル
モ
ノ
ア
ル
カ
故
二
合
併
ノ
措
置
昌
関
シ
テ
ハ
上
述

　
ノ
趣
旨
ヲ
体
シ
深
ク
神
社
ノ
由
緒
並
実
状
ヲ
考
慮
ス
ル
等
最
モ
慎
重
ナ
ル
調

　
査
ヲ
遂
ケ
敢
テ
徳
ナ
キ
ヲ
期
セ
ラ
レ
ム
コ
ト
ヲ
望
ム
。

　
中
央
に
於
い
て
は
神
社
整
理
に
対
す
る
批
難
に
応
じ
て
そ
の
政
策
の
転
換
を

せ
ま
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
　
大
正
七
年
六
月
五
日
郡
社
第
一
二
七
号
、
、
長
野
県
内
務
部
長
宛

　
　
郡
下
各
町
村
二
散
在
ス
ル
無
格
社
ハ
其
数
弐
百
九
拾
参
社
有
之
候
処
右
ノ

　
内
事
実
個
人
ノ
私
邸
内
神
社
ニ
シ
テ
無
格
社
タ
ル
性
質
ヲ
有
セ
サ
ル
モ
ノ
即

　
チ
一
個
人
力
自
己
ノ
所
有
地
内
二
斉
祖
シ
後
年
二
至
リ
テ
其
子
孫
等
親
族
関

　
係
者
二
於
テ
祭
祖
ヲ
行
フ
ニ
至
リ
シ
モ
ノ
多
有
之
候
然
ル
ニ
是
等
ノ
神
社
二

　
対
シ
悉
ク
財
産
ノ
登
録
社
掌
ノ
推
薦
迄
ナ
サ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ハ
容
易
ナ
ラ
サ

　
ル
ン
ト
ニ
有
之
殊
昌
現
時
ノ
状
態
ト
シ
テ
社
掌
二
適
材
無
之
折
柄
郷
村
社
ノ

　
神
職
ス
ラ
不
充
分
ヲ
感
シ
ツ
ツ
ア
ル
際
ニ
モ
有
之
又
是
等
無
格
社
ハ
其
町
村

　
内
晶
於
ケ
ル
一
般
住
民
ノ
崇
敬
無
之
モ
ノ
ニ
シ
テ
随
テ
郷
村
社
二
合
杷
又
ハ

　
境
内
神
社
ト
シ
テ
移
転
セ
シ
ム
ル
コ
ト
難
ク
形
式
ノ
、
・
・
ノ
社
掌
ヲ
置
カ
シ
ム

　
　
　
明
治
末
期
の
神
社
整
理

ル
ノ
要
モ
無
之
ト
被
存
候
ニ
ツ
キ
此
際
廃
社
ノ
手
続
ヲ
為
サ
シ
メ
名
実
共
二

私
邸
内
神
社
タ
ラ
シ
メ
度
候
得
共
御
意
見
如
何
二
候
哉
何
分
ノ
御
回
示
相
煙

ハ
シ
度
此
段
及
照
会
候
也

　
大
正
七
年
六
月
＝
一
一
日
学
乙
発
第
一
〇
六
八
号
、
諏
訪
郡
長
宛

　
本
月
五
日
社
第
一
二
七
号
ヲ
以
テ
私
邸
内
社
二
等
シ
キ
神
社
ノ
廃
社
方
取

扱
ノ
義
二
関
シ
御
照
会
相
成
候
処
事
実
御
照
会
ノ
如
キ
神
社
ニ
シ
テ
多
数
ノ

崇
敬
者
ナ
ク
且
之
力
維
搏
二
当
ル
ヘ
キ
崇
敬
者
挙
テ
廃
社
ヲ
希
望
ス
ル
ガ
如

キ
事
情
ナ
ル
ニ
於
テ
ハ
御
意
見
ノ
通
リ
御
取
扱
相
成
可
然
ト
存
候
此
段
及
回

答
候
也

　
昭
和
一
一
年
一
一
月
五
日
に
長
野
県
神
社
総
代
会
第
五
回
総
会
が
岡
谷
市
で

開
催
さ
れ
た
。
こ
の
総
会
に
西
筑
摩
郡
提
出
の
「
合
併
神
社
ノ
内
特
二
必
要
ト

認
ム
ル
モ
ノ
ハ
旧
二
復
シ
得
ル
様
其
筋
二
建
議
ス
ル
ノ
件
」
が
満
場
異
議
な
く

決
せ
ら
れ
、
後
日
会
長
よ
り
内
務
大
臣
に
建
議
さ
れ
た
。
（
『
長
野
県
神
社
百
年

誌
』
七
八
八
ー
九
頁
）

　
　
昭
和
一
一
年
一
一
月
五
日
合
併
移
転
神
社
ノ
内
特
二
必
要
ト
認
メ
ラ
ル
ル

　
モ
ノ
ハ
旧
二
復
シ
得
ル
様
御
取
扱
ヒ
賜
リ
タ
キ
件

　
　
　
理
由

　
　
明
治
三
十
九
年
勅
令
第
二
二
〇
号
ノ
発
布
ア
ル
ト
共
二
神
社
ノ
合
併
移
転

　
等
ノ
行
ハ
レ
タ
ル
コ
ト
ハ
、
当
時
ノ
神
社
ノ
実
状
二
徴
シ
、
止
ム
ヲ
得
サ
リ

　
シ
事
ト
存
ゼ
ラ
ル
ル
モ
素
ヨ
リ
神
社
ハ
我
国
体
ト
密
接
不
離
ノ
関
係
ヲ
有
シ

　
世
道
人
心
ニ
モ
影
響
ス
ル
所
多
大
ナ
ル
モ
ノ
ナ
と
ハ
、
其
措
置
宜
シ
キ
ヲ
得

　
ル
ト
否
ト
ハ
、
一
般
神
社
ノ
隆
替
二
干
繋
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
郷
党
隣
保
ノ
揖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
」
　
　
（
＝
二
七
五
）



　
　
．
明
治
末
期
の
神
－
社
整
理

睦
ニ
モ
暗
影
ヲ
投
ズ
ル
毛
ノ
ナ
ル
コ
下
ハ
言
ヲ
侯
タ
ズ
、
然
ル
ニ
往
年
ノ
整

理
状
況
、
或
ハ
、
神
社
ノ
由
緒
二
偏
シ
或
ハ
其
ノ
維
持
方
洗
二
、
或
ハ
又
其
ノ

社
殿
境
域
ノ
ミ
ニ
傾
キ
、
地
理
的
実
状
ヲ
無
視
セ
シ
ト
認
孟
ラ
ル
ル
憾
ナ
シ

ト
セ
ス
、
殊
二
本
県
ノ
如
キ
山
問
僻
遠
ノ
地
二
在
リ
テ
ハ
渉
或
ハ
老
幼
婦
女

ヲ
シ
テ
参
拝
ノ
便
ヲ
失
ハ
シ
メ
、
甚
シ
キ
ニ
至
リ
テ
ハ
数
里
ノ
外
二
出
デ
ザ

レ
バ
、
氏
神
ニ
モ
詣
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
実
例
ノ
絶
無
ナ
リ
ト
云
ブ
ヲ
得
ズ
。

　
斯
ノ
如
キ
ハ
益
々
日
本
精
神
ノ
振
作
高
調
ヲ
要
ス
ヘ
キ
現
今
ノ
世
相
二
対

シ
、
甚
ダ
遺
憾
ノ
義
卜
信
セ
ラ
ル
ル
ヲ
以
テ
襲
二
合
併
移
転
セ
ル
神
社
ニ
シ

テ
前
述
ノ
如
キ
事
情
イ
モ
ト
ニ
地
方
民
ノ
神
抵
崇
敬
ノ
美
風
ニ
モ
多
大
ブ
影

響
ヲ
有
シ
居
ル
モ
イ
ニ
対
シ
テ
ハ
、
今
後
其
ノ
願
出
二
基
キ
実
状
克
ク
御
審

査
ノ
上
其
ノ
跡
地
二
改
メ
テ
神
社
奉
斉
ノ
相
叶
フ
様
格
別
ノ
御
取
扱
ヒ
賜
ハ

リ
度
シ
．

　
昭
和
一
六
年
二
月
コ
ニ
日
第
九
回
長
野
県
氏
子
総
代
会
に
お
い
て
長
野

市
提
出
と
し
て
、
左
の
件
が
捷
出
さ
れ
た
。
審
議
結
果
に
つ
い
て
は
不
明
で

あ
る
。
（
『
第
九
回
長
野
県
氏
子
総
代
会
経
過
報
告
』
一
〇
頁
所
収
）
L

　
一
、
明
治
四
十
年
五
月
廿
四
日
長
野
県
訓
令
第
四
十
一
号
二
依
リ
他
社
ぺ

合
併
セ
ラ
レ
タ
ル
神
社
ニ
シ
テ
復
活
容
易
ナ
ル
モ
ノ
ハ
独
立
ノ
神
社
ト
シ
テ

認
メ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
其
ノ
筋
二
陳
情
ス
ル
ノ
件

右
に
示
し
た
よ
う
に
廃
社
、
合
併
さ
れ
た
神
社
の
復
活
に
対
す
る
要
望
は
強

か
つ
た
．

第
二
次
世
界
大
戦
開
戦
二
日
後
神
抵
院
は
「
神
社
復
旧
ノ
件
」
を
圃
と
し
て
丙

九
二
　
　
（
ノ
コ
ニ
七
六
）

県
知
事
宛
通
牒
し
だ
。

　
明
治
末
期
よ
り
の
神
社
廃
併
合
整
理
の
政
策
は
右
の
時
点
に
至
う
大
き
く
転

換
し
た
と
み
る
こ
ど
が
で
き
る
。

　
　
昭
和
一
六
年

一
二
月
｝
○
日
神
抵
院
一
六
発
総
第
一
四
三
号
神
社
復
旧
ノ

　
件
、
県
知
事
宛

　
　
標
記
ノ
件
二
関
シ
嚢
二
願
書
進
達
有
之
候
処
今
回
左
記
二
依
リ
詮
議
致
ス

　
コ
ト
・
相
成
候
．
二
付
テ
ハ
一
件
書
類
一
括
一
応
及
返
戻
候
条
右
二
基
キ
再
調

　
ノ
上
可
然
御
取
計
相
成
度

　
　
追
而
本
件
ハ
厳
二
必
要
ナ
ル
モ
ノ
ニ
限
リ
詮
議
ス
ル
方
針
二
有
之
候
条
之

　
ガ
取
扱
方
二
関
シ
テ
ハ
充
分
御
注
意
ノ
上
復
旧
ノ
懲
懸
ト
ナ
ル
ガ
翻
キ
コ
ト

　
無
キ
様
御
留
意
相
成
度
殊
二
左
記
中
第
八
項
二
関
シ
テ
ハ
事
情
真
．
｝
不
得
止

　
場
合
ニ
ノ
ミ
之
ヲ
適
用
ス
ル
方
針
ナ
ル
ヲ
以
テ
之
ガ
適
用
ヲ
要
ス
袖
事
件
二

　
付
テ
ハ
其
ノ
実
情
内
査
ノ
上
予
メ
当
院
ト
打
合
セ
相
成
様
致
度
為
念
申
添
候

　
　
　
　
記

　
　
一
．
神
社
ヲ
復
旧
セ
ン
ト
ス
ル
部
落
（
大
字
）
内
二
現
在
神
社
ノ
存
セ
ザ
ル

　
コ
ト
市
ニ
ア
リ
テ
ハ
右
二
準
ジ
取
扱
フ
ベ
キ
コ
ト

　
　
ニ
、
復
旧
ハ

部
落
全
戸
ノ
希
望
ナ
ル
コ
ト

　
　
三
、
復
旧
二
依
リ
現
在
ノ
神
社
経
営
上
支
障
ヲ
来
ス
虞
ナ
キ
コ
ト

　
　
四
．
相
当
．
ノ
本
殿
拝
殿
鳥
居
ヲ
具
備
ス
ル
ユ
ト

　
　
五
、
境
内
坪
数
三
百
坪
以
上
ヲ
有
ス
ル
コ
ト

　
　
六
、
氏
子
百
戸
以
上
ヲ
有
ス
ル
コ
ト

　
　
此
ノ
場
合
他
社
ト
ノ
ニ
重
氏
子
ハ
認
メ
ザ
ル
コ
ト

　
　
七
、
神
社
維
持
費
年
額
五
百
円
以
上
ヲ
負
担
シ
得
ル
コ
ト



（
別
　
表
）

第
　
号
　
氏
子
予
想
負
担
額
調

市
区
町
村
名
一

ハ大
部字
落名
名又

現同
套上
斥
数ノ

べ氏
キ子
＿ト
戸ナ

数ル

予一
想ケ

負
担
年

額ノ

』丁一
斥

当
平
均

備

考

備
　
考

　
臨
時
費

（
営
繕
又
ハ
基
本
財
産
造
成
等
）
ノ
負
担
モ
本
表
二
準
ジ
別
表
二
作
成
ノ
コ
ト

　
　
　
　
第
二
号
　
基
本
財
産
調
　
　

e
現
金
、
有
価
証
券
ノ
部

萱
郵
便
貯
鍵
行
預
金
肇
組
合
預
鍛
其
ノ
他
亙
屡
野
弊
塾
難
ノ
讐
一
合
計

艶　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⇔
土
地
ノ
部

地
　
目

面
　
積
　
年
収
入
見
込
額
　
年
支
出
見
込
額
　
純
　
益
　
時
　
価
　
　
備

考

一

畑
宅
　
地

山
　
林

｝

｝

計

一

明
治
末
期
の
神
社
整
理

八
、
大
都
市
又
ハ
山
間
僻
地
等
特
別
ノ
事
情
ア
ル
モ
ノ
ニ
付
テ

ハ
、
前
各
号
二
該
当
セ
ザ
ル
モ
ノ
ト
難
モ
特
二
詮
議
ス
ル
場
合

ア
ル
コ
ト

　
神
社
復
旧
願
書
注
意
事
項

一
、
復
旧
神
社
二
関
ス
ル
調
書

　
1
、
奉
杷
セ
ン
ト
ス
ル
祭
神
名
及
合
併
前
ノ
祭
神
名
拉
二
社

格
社
名

　
2
、
旧
鎮
座
地
及
復
旧
予
定
鎮
座
地

　
3
、
合
併
二
至
リ
タ
ル
当
時
ノ
事
情
及
合
併
後
ノ
状
態
並
二

復
旧
ヲ
要
ス
ル
事
由

　
4
、
合
併
前
ノ
由
緒
拉
二
其
ノ
祭
神
二
関
ス
ル
調
書

　
5
、
予
定
境
内
地
拉
二
社
殿
工
作
物
二
関
ス
ル
事
項

　
　
イ
、
地
種
別
坪
数

　
　
ロ
、
建
物
拉
二
工
作
物
ノ
境
内
配
置
図
又
ハ
設
計
図

　
　
ハ
、
主
要
建
物
ノ
平
面
図
又
ハ
設
計
図
書

　
　
二
、
既
存
建
設
物
（
本
殿
、
拝
殿
等
）
ア
ル
場
合
ハ
其
ノ
正

面
拉
二
側
面
ノ
写
真
、
手
水
舎
又
ハ
手
水
鉢
及
鳥
居
等
ノ
写
真

　
　
ホ
、
予
定
境
内
地
及
其
ノ
附
近
ノ
風
致
拉
二
林
苑
ノ
状
況

ヲ
見
得
ル
写
真

　
6
、
氏
子
二
関
ス
ル
事
項

　
　
イ
、
氏
子
区
域
♪
ナ
ル
ベ
キ
部
落
全
戸
ガ
復
旧
希
望
ヲ
表

示
セ
ル
署
名
名
簿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
　
　
（
～
＝
二
七
七
）



　
　
　
明
治
末
期
の
神
社
整
理

　
　
ロ
、
予
想
負
担
額
調
（
別
表
第
一
号
）
拉
二
其
ノ
集
纒
方
法

　
7
、
財
産
拉
二
経
費
二
関
ス
ル
事
項

　
　
イ
、
社
殿
其
ノ
他
整
備
費
及
其
ノ
処
辮
方
法
拉
二
復
旧
後
二
於
ケ
ル
基
本

財
産
調
（
別
表
第
二
号
）

　
　
冒
、
前
項
ノ
資
産
二
関
シ
現
所
有
者
ノ
復
旧
後
同
神
社
二
対
ス
ル
寄
附
又

ハ
売
渡
承
諾
書

　
　
ハ
、
復
旧
後
ノ
予
想
予
算
書

　
8
、
復
旧
後
二
於
ケ
ル
予
定
明
細
書

二
、
現
在
ノ
神
社
二
関
ス
ル
調
書

　
1
、
神
社
明
細
帳
写

　
2
、
現
在
ノ
氏
子
、
崇
敬
者
数
及
神
社
復
旧
後
二
於
ケ
ル
氏
子
、
崇
敬
者
数

　
3
、
現
在
ノ
基
本
財
産
調
及
神
社
復
旧
後
二
於
ケ
ル
基
本
財
産
調
（
別
表
第

二
号
）

　
4
、
前
年
度
決
算
書
写
及
神
社
復
旧
後
二
於
ケ
ル
予
想
予
算
書

三
．
其
ノ
他
ノ
事
項

　
1
、
願
書
ハ
現
在
ノ
神
社
ノ
神
職
及
氏
子
又
ハ
崇
敬
者
総
代
ト
復
旧
神
社
ノ

氏
子
タ
ル
ベ
キ
者
又
ハ
其
ノ
代
表
者
ト
ノ
連
署
二
依
ル
コ
ト

　
2
、
願
書
ニ
ハ
予
定
鎮
座
地
管
轄
市
区
町
村
長
ノ
副
申
書
ヲ
添
付
セ
シ
ム
ル

コ
ト

　
3
、
市
区
町
村
長
ノ
副
申
書
ニ
ハ
其
ノ
町
村
内
（
市
ハ
大
体
町
内
ど
一
於
ケ
ル

既
存
神
社
ノ
分
布
図
（
地
図
二
各
社
格
名
拉
二
氏
子
数
記
入
ノ
コ
ト
）
ゾ
添
付
セ

九
四
　
　
（
二
二
七
八
）

シ
ム
ル
コ
ト

，
4
、
復
旧
二
因
ル
現
在
ノ
神
社
祭
神
ノ
削
除
二
関
シ
テ
ハ
別
段
ノ
手
続
ヲ
ト

ル
ニ
及
バ
ズ
神
社
明
細
帳
記
載
事
項
変
更
ノ
手
続
ヲ
ト
ラ
シ
ム
ル
コ
ト

附
記
　
本
稿
は
昭
和
四
二
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
「
綜
合

　
　
研
究
』
（
代
表
者
・
有
賀
喜
左
衛
門
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


